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一
、
は
じ
め
に

近
藤
は
、
か
つ
て
『
松
浦
さ
よ
姫
伝
説
の
基
礎
的
研
究
』
を
公
刊
①
し
た
が
、
こ
の
中
で
末
盧
国
の
創
世
神
話
を
念
頭
に
置
き
、
さ

よ
姫
と
交
っ
た
蛇
男
は
姫
の
父
親
ま
た
は
兄
弟
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
事
を
示
唆
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
を
敏
感
に
察
知
し
た
万
葉
歌
人

の
山
上
憶
良
は
、『
風
土
記
』
所
載
の
「
弟
日
姫
子
」
を
敢
え
て
「
松
浦
佐さ

用よ

姫
」
と
書
き
改
め
て
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
に
歌
を
詠
ん

だ
と
推
察
し
た
。
サ
ヨ
と
は
即
ち
道さ
へ
の
か
み祖の
事
で
あ
り
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
所
載
の
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
の
中
に
お
け
る

絶こ

妻と

之ど

誓わ
た
し建
の
項
に
登
場
す
る
杖
の
化
生
と
し
て
の
衝つ
き

立た
つ

船ふ
な

戸ど
の

神か
み

・
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
と
同
等
の
意
味
を
持
つ
。
キ
・
ミ
二
神
（
以
後
イ
ザ

ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
二
神
を
略
し
て
こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
）
は
国
生
み
・
神
生
み
を
順
調
に
展
開
す
る
が
、
そ
の
途
中
ミ
神
（
妻
）
は

自
ら
が
生
ん
だ
火
神
に
よ
っ
て
焼
き
殺
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
死
の
意
味
を
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
キ
神
（
夫
）
は
黄
泉
国
へ
行
き
、
妻

の
復
活
を
願
う
。
そ
の
過
程
で
、
妻
の
死
の
実
態
と
死
の
恐
怖
を
い
や
と
い
う
程
思
い
知
ら
さ
れ
、
命
か
ら
が
ら
や
っ
と
の
思
い
で
こ

の
世
に
逃
げ
帰
り
、
絶こ

妻と

之ど

誓わ
た
し建
（
離
別
の
宣
告
）
を
行
な
う
。
こ
の
時
、
生せ
い

の
世
界
と
死し

の
世
界
の
境
目
に
立
て
ら
れ
た
の
が
杖
な

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
後
、
ミ
神
は
夫
に
復
讐
す
る
意
味
で
、
こ
の
世
の
人
間
を
一
日
に
千
人
殺
す
と
言
挙
げ
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、

岐ふ
な
と
神
信
仰
論
序
説

―
徳
島
県
下
の
特
異
性
に
つ
い
て
―
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キ
神
は
妻
に
向
か
っ
て
一
日
に
千
五
百
人
生
ま
れ
さ
せ
る
と
応
酬
す
る
。
結
局
、
一
日
に
五
百
人
ず
つ
人
口
が
増
え
、
現
在
（
七
～
八

世
紀
頃
か
）
に
至
っ
て
国
家
が
成
立
し
繁
栄
し
た
と
説
明
す
る
次
第
で
あ
る
。

以
上
、
こ
れ
は
立
派
な
創
世
神
話
で
あ
り
、
日
本
人
の
ル
ー
ツ
を
語
っ
て
余
り
あ
る
。
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
に
杖
が
立
ち
、
そ

こ
か
ら
化
生
し
た
神
が
衝つ
き

立た
つ

船ふ
な

戸ど
の

神か
み

・
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
で
あ
っ
た
点
に
再
度
注
目
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
・
ミ
神
は
兄
妹
神
で

あ
り
、
創
世
神
話
の
背
後
に
近
親
相
姦
が
必
然
的
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
キ
・
ミ
神
の
近
親
婚
の
可
能
性
を
最
初
に
指
摘
し

た
の
は
岡
正
雄
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
九
五
八
年
一
月
に

イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
も
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
前
半
は
洪
水
神
話
の
断
片
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
。
洪
水
の
襲
来
の
た
め

に
人
類
は
絶
滅
し
、
た
だ
兄
妹
二
人
が
生
き
残
っ
た
、
そ
し
て
こ
の
二
人
が
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
類
ま
た
は
種
族
が
繁
栄
す

る
に
い
た
っ
た
、
と
い
う
洪
水
神
話
の
破
片
と
見
る
べ
き
も
の
と
お
も
う
。
し
か
も
こ
の
神
話
は
、
南
シ
ナ
、
東
南
ア
ジ
ア
、
ま
た

台
湾
さ
ら
に
南
方
に
分
布
の
系
統
を
も
つ
こ
と
も
明
ら
か
の
よ
う
に
お
も
う
。②

と
述
べ
、
さ
ら
に
そ
の
注
に
お
い
て
。

洪
水
の
た
め
に
人
間
が
死
滅
し
、
生
き
残
っ
た
兄
妹
が
、
近
親
相
姦
の
禁
忌
を
儀
礼
に
よ
っ
て
解
消
し
て
結
婚
し
（
最
初
儀
法
を
行

な
わ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
誤
ま
っ
た
か
し
た
た
め
に
不
具
児
を
生
む
）、
子
孫
を
生
み
、
か
く
て
ま
た
種
族
が
繁
栄
し
、
彼
ら
は

種
族
の
祖
神
と
な
る
と
い
う
話
は
、
南
シ
ナ
や
東
南
ア
ジ
ア
に
濃
く
分
布
し
、
猺
族
、
苗
族
、
ロ
ロ
族
、
カ
チ
ン
族
に
見
い
だ
さ
れ

る
が
、
と
く
に
苗
族
に
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
台
湾
の
ア
ミ
族
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
、
セ
レ
ベ
ス
の
二
、
三
の
種
族
、
ク
メ
ー
ル
族
、

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
族
、
ま
た
遠
く
中
部
印
度
ビ
ル
族
か
ら
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
は
、
こ
の
洪
水
神
話
の
洪

水
の
前
段
が
脱
落
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
洪
水
の
モ
チ
ー
フ
は
、
簡
素
な
形
で
、
八
丈
島
の
民
間
伝
承
か
ら

採
集
さ
れ
て
い
る
。③

と
指
摘
し
て
い
る
。
岡
は
こ
の
発
言
に
意
を
強
く
し
た
の
か
、
同
年
一
二
月
末
日
に
発
表
し
た
「
日
本
文
化
の
基
礎
構
造
」
の
中
で
同
様

の
主
旨
を
述
べ
た
上
で
「
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
は
、こ
の
神
話
の
洪
水
の
前
段
が
脱
落
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
疑
い
な
い

4

4

4

4

」
（
傍
点
近
藤
）

④
と
言

い
、
推
量
か
ら
断
定
調
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
更
に
、
同
年
に
英
文
で
発
表
し
た
「
日
本
民
族
の
種
族
史
的
形
成
」⑤
に
お
い
て
も
、
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「
洪
水
神
話
の
破
片
」
と
し
て
同
様
の
主
旨
の
事
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
の
指
摘
は
民
族
学
界
に
お
い
て
多
く
の
人
々
の
注
目
す

る
所
と
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

一
方
、
こ
れ
と
は
全
く
別
に
、
西
郷
信
綱
は
古
代
文
学
研
究
の
方
面
か
ら
「
近
親
相
姦
の
神
話
─
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
物
語
を

め
ぐ
っ
て
─
」
を
一
九
七
〇
年
に
発
表
し
、
キ
・
ミ
二
神
の
国
生
み
が
近
親
相
姦
で
あ
っ
た
事
を
『
古
事
記
』
の
記
述
か
ら
見
事
に
論

証
し
た
。「
次
に
イ
ザ
ナ
キ
の
神
、
次
に
妹
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
」
の
中
の
「
妹
」
に
注
目
し
、
こ
れ
を
妻
で
は
な
く
妹
い
も
う
との
意
と
解
釈
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、

日
本
の
古
代
社
会
に
は
兄
と
妹
と
の
紐
帯
が
ま
だ
強
く
生
き
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
と
い
う
神
話
上
の
最
初

の
夫
婦
が
兄
妹
で
あ
る
の
は
、
こ
の
紐
帯
の
神
話
的
象
徴
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
兄
と
妹
の
結
婚
が
禁
断
さ
れ
て

い
る
の
に
、
そ
れ
が
創
成
神
話
に
登
場
し
て
き
て
大
八
嶋
を
生
ん
だ
り
す
る
の
は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
は
形
式
論

理
で
あ
る
。
こ
の
禁
忌
と
こ
の
創
成
神
話
と
は
、
む
し
ろ
兄
と
妹
の
絆
の
強
さ
と
い
う
一
つ
の
現
実
の
二
つ
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ

る
。
兄
弟
の
関
係
は
、
そ
う
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
を
有
し
て
い
た
。
神
代
の
物
語
は
人
の
世
に
た
い
し
規
範
あ
る
い
は
モ
デ
ル
な

の
だ
が
、
そ
れ
は
神
代
が
人
の
世
の
外
に
あ
り
、
人
の
世
と
は
秩
序
の
ち
が
う
一
個
の
非
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
で
、

神
代
の
昔
に
兄
弟
の
結
婚
に
よ
っ
て
大
八
嶋
が
生
み
な
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
と
、
こ
の
人
の
世
で
そ
れ
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と

は
、
古
代
人
に
と
っ
て
別
に
矛
盾
で
は
な
か
っ
た
。（
略
）
親
と
子
が
縦
の
人
間
関
係
の
原
型
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
イ
モ
・
セ
と
し

て
の
妹
と
兄
は
、
日
本
古
代
に
お
い
て
は
横
の
男
女
関
係
、
夫
婦
関
係
の
詩
的

4

4

・
神
話
的

4

4

4

原
型
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。⑥

と
説
明
す
る
。
沖
縄
の
オ
ナ
リ
神
も
、
こ
の
延
長
線
上
で
考
察
す
れ
ば
矛
盾
な
く
解
釈
し
得
る
。
西
郷
説
は
、
そ
の
後
古
代
文
学
界
だ

け
で
な
く
、
関
連
す
る
諸
分
野
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
管
見
で
は
、
西
郷
説
を
論
破
し
た
論
文
に
は
ま
だ
出

会
え
て
い
な
い
。

僅
か
一
二
年
の
間
に
、
同
一
の
結
論
が
異
分
野
か
ら
全
く
没
交
渉
の
う
ち
に
導
き
出
さ
れ
た
点
に
大
い
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
現

象
的
に
は
、
こ
こ
に
一
つ
の
必
然
性
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
キ
・
ミ
神
が
兄
妹
婚
に
よ
っ
て
創
世
し
た
事
が
架
空
の
真
実
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
狭
手
彦
と
弟
日
姫
子
の
ラ
ブ
ロ
マ
ン
ス
が
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発
生
し
た
宣
化
二
年
（
五
三
七
）
や
、
風
土
記
撰
進
の
詔
が
出
さ
れ
た
七
一
三
年
に
よ
り
近
い
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
段
階
で
、
山
上

憶
良
は
こ
の
事
を
理
解
し
、
更
に
こ
の
創
世
神
話
が
か
つ
て
の
末
廬
国
（
天
平
二
年
当
時
の
肥
前
国
松
浦
郡
地
方
）
の
創
世
神
話
で
も

あ
っ
た
事
を
も
見
抜
き
、
敢
え
て
『
風
土
記
』
原
文
の
「
弟
日
姫
子
」
を
「
松
浦
さ
よ
姫
」
と
書
き
改
め
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
よ
姫
の
「
さ
よ
」
と
は
、
衝つ
き

立た
つ

船ふ
な

戸ど
の

神か
み

・
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
の
「
祖さ
へ

」
を
意
味
し
て
い
た
。
即
ち
、
キ
・
ミ
神
の
創
世
神
話
の
内
容
が
さ

よ
姫
の
「
さ
よ
」
に
凝
縮
し
て
象
徴
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
七
一
三
年
に
『
風
土
記
』
撰
進
の
詔
が
全
国
に
発
令
さ
れ
た
が
、
当

時
筑
前
国
司
で
あ
っ
た
憶
良
は
隣
国
の
『
風
土
記
』
編
集
作
業
を
間
接
・
直
接
的
に
見
聞
き
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
弟
日
姫
子
の
恋

愛
相
手
が
時
の
権
力
者
の
大
伴
金
村
の
子
息
狭
手
彦
で
あ
っ
た
事
は
、
地
元
の
旧
末
廬
国
の
古
老
達
の
政
治
的
判
断
で
あ
ろ
う
。
キ
・

ミ
神
に
関
す
る
創
世
神
話
が
中
央
の
大
和
政
権
に
持
っ
て
行
か
れ
、
そ
こ
で
語
ら
れ
れ
ば
、
同
じ
内
容
を
旧
末
廬
国
の
創
世
神
話
と
し

て
語
る
事
が
許
さ
れ
な
く
な
る
。
不
遜
な
行
為
と
し
て
、
中
央
政
界
か
ら
咎
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
元
来
の
末
廬
国
の
創
世
神
話
を
ね

じ
曲
げ
て
、
キ
神
に
相
当
す
る
も
の
を
大
伴
狭
手
彦
（
そ
の
分
身
と
し
て
の
蛇
男
［
実
は
父
又
は
兄
弟
］）
に
見
立
て
、
ミ
神
に
相
当
す

る
人
物
を
弟
日
姫
子
（
山
上
憶
良
が
古
老
達
の
心
的
葛
藤
を
察
し
て
元
は
末
廬
国
の
創
世
神
話
で
あ
っ
た
事
を
仄ほ
の

め
か
す
意
味
で
「
松

浦
さ
よ
姫
」
と
万
葉
歌
に
詠
ん
だ
）
に
見
立
て
、『
肥
前
国
風
土
記
』
の
「
松
浦
郡
」
の
条く
だ
りと
し
て
土
地
の
古
老
ま
た
は
担
当
者
が
報
告

し
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
よ
姫
の
「
さ
よ
」
と
は
、
創
世
神
話
に
お
け
る
衝つ
き

立た
つ

船ふ
な

戸ど
の

神か
み

・
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
最
深

部
に
お
い
て
近
親
相
姦
譚
を
伴
っ
た
キ
・
ミ
神
の
創
世
神
話
を
象
徴
さ
せ
て
い
た
。『
紀
』
の
一
書
第
九
で
は
、「
岐
ふ
な
と
の

神か
み

」
の
本も
と

號の
な

を

「
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ク4

ナ
ト
が
訛
っ
て
後
に
フ4

ナ
ト
に
な
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
前
者
は
「
来
」
る
こ
と
を

拒
否
し
、
後
者
は
「
経ふ

」
る
事
を
拒
否
し
た
表
現
で
あ
り
、
両
者
に
根
本
的
な
意
味
の
違
い
は
な
い
。「
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
」
と
は
、
来
る

事
を
拒
否
し
、
更
に
そ
の
上
で
遮さ
え
ぎる
祖さ
へ
の
か
み神で
あ
る
た
め
、
単
な
る
岐
ふ
な
と
の

神か
み

よ
り
は
そ
の
効
力
に
お
い
て
は
倍
増
ま
た
は
自
乗
に
比
例
し

た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。「
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
」
で
は
い
か
に
も
冗
漫
な
た
め
、
後
に
「
岐
ふ
な
と
の

神か
み

」
と
略
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
別
稿
⑦
で
詳
述
し
た
が
、
辻
占
に
お
い
て
は
フ
ナ
ト
サ
ヘ
か
ら
始
ま
る
呪
文
は
平
安
・
鎌
倉
・
室
町
時
代
を
通
じ
て
唱
え
ら

れ
て
い
た
。
夕
方
の
道
の
辻
で
結
界
を
張
り
、
聖
域
の
彼
方
か
ら
神
の
お
告
げ
を
聞
く
た
め
に
は
「
岐
ふ
な
と
の

神か
み

」
だ
け
で
は
粗
略
に
過
ぎ
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る
た
め
、
人
々
は
本も
と

號の
な

で
あ
る

「
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
」
と
唱
え
な
け
れ

ば
気
が
済
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本も
と

號の
な
は
、
神
話
の
時
代
は
お
ろ
か
、

遥
か
後
の
室
町
時
代
に
至
る
ま
で

唱
え
続
け
ら
れ
て
い
た
点
に
注
目

し
て
お
き
た
い
。
こ
の
神
は
、
幽

明
堺
を
隔
離
す
る
だ
け
で
な
く
、

こ
の
世
に
最
も
恐
ろ
し
き
皆
殺
し

と
し
て
の
死
を
齎も
た
らす
ミ
神
の
越
境

を
未
然
に
防
ぎ
、
一
日
千
人
の
締

め
殺
し
と
い
う
被
害
を
最
小
限
に

食
い
止
め
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
「
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
」

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
今
は
一
般

的
に
サ
イ
ノ
カ
ミ
・
サ
ヤ
ノ
カ
ミ
・

道ど
う

祖そ

神じ
ん

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

現
行
民
俗
に
お
い
て
は
地
図
１
に

示
し
た
如
く
、
そ
の
縁
起
に
関
し

て
近
親
相
姦
に
色
濃
く
染
ま
る
二

つ
の
大
き
な
群
が
あ
る
。
一
つ
は

兄妹相姦を伴った
創世神話の分布範囲

全64例

父娘相姦・兄妹相姦を伴った
サイの神の分布範囲

全54例

兄妹相姦を伴った道祖神・
サイの神の分布範囲

全81例

地図１．近親相姦譚を伴ったサイの神群分布図と創世神話群分布図
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岐
阜
・
長
野
・
群
馬
を
中
心
と
す
る
中
部
・
関
東
地
域
で
あ
り
、
全
八
一
例
も
あ
る
。
も
う
一
つ
は
九
州
の
五
四
例
で
あ
り
、
中
部
・

関
東
地
域
に
次
い
で
多
い
。
全
国
的
に
見
れ
ば
、
こ
れ
以
外
に
祖さ
へ
の
か
み神に
関
す
る
近
親
相
姦
伝
承
は
殆
ど
分
布
し
な
い
。
両
者
が
な
ぜ
互

い
に
一
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し
得
た
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
こ
の
謎
解
き
の
ヒ
ン
ト
が
そ
の
伝
承
内
容
に
隠
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
前
者
八
一
例
は
総
て
兄
妹
婚
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
五
四
例
は
兄
妹
婚
は
七
例
で
全
体
の
一
三
％
を
占

め
る
に
過
ぎ
ず
、
残
り
は
父
娘
婚
か
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
前
者
は
良
き
配
偶
者
を
求
め
て
の
旅
の
途
中
で
出
合
っ

た
二
人
が
偶た
ま

々た
ま

兄
妹
だ
っ
た
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
多
い
が
、
後
者
は
戦い
く
さに
負
け
て
の
逃
避
行
中
の
出
来
事
と
い
う
事
例
が
多
い
。
両
者

の
詳
し
い
分
析
は
別
稿
に
譲
る
が
、
互
い
に
何
ら
か
の
関
連
性
が
あ
り
得
た
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ
る
。

一
方
、
近
親
相
姦
と
い
う
括く
く

り
で
見
る
な
ら
ば
、
南
西
諸
島
を
中
心
に
分
布
す
る
兄
妹
相
姦
を
伴
っ
た
創
世
神
話
六
四
例
は
極
め
て

大
き
な
存
在
感
を
発
揮
す
る
。
こ
れ
ら
は
キ
・
ミ
創
世
神
話
の
現
代
版
で
あ
る
。
ま
た
絶こ

妻と

之ど

誓わ
た
し建
に
お
け
る
杖
化
生
神
話
の
現
代
版

が
九
州
五
四
例
の
祖さ
へ
の
か
み神祭
祀
起
源
伝
承
で
あ
り
、
中
部
・
関
東
八
一
例
の
祖さ
へ
の
か
み神祭
祀
起
源
伝
承
で
は
な
か
っ
た
か
。
特
に
、
八
一
例
総

て
が
兄
妹
婚
で
あ
っ
た
と
す
る
中
部
・
関
東
地
域
の
そ
れ
は
、
南
西
諸
島
を
中
心
に
分
布
す
る
六
四
例
の
兄
妹
婚
に
よ
る
創
世
神
話
と

の
縁
の
深
さ
を
暗
示
し
て
余
り
あ
る
。
こ
の
南
西
諸
島
創
世
神
話
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
も
必
要
な
の
だ
が
、
今
は
紙
幅
が
許
さ
な
い

た
め
別
稿
に
譲
り
た
い
。
要
は
、
日
本
列
島
に
近
親
婚
を
伴
う
キ
・
ミ
神
話
を
色
濃
く
反
映
し
た
三
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
、
祖さ
へ
の
か
み神祭
祀
起

源
伝
承
と
し
て
、
ま
た
創
世
神
話
と
し
て
現
存
す
る
事
を
こ
こ
で
認
識
で
き
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。

二
、
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
か
ら
岐ふ
な
と
が
み神へ

二
─
一	

	

徳
島
県
下
に
集
中
す
る
フ
ナ
ト
神
の
現
実
と
大
粟
玲
三
造
氏
稿
「
船
戸
神
に
つ
い
て
」
の
検
討	

─
付
、
岐
神
の
初
見
史
料
と
平
安
京
の
岐
神
信
仰
─

か
つ
て
、
道
祖
信
仰
研
究
の
泰
斗
倉
石
忠
彦
氏
は
『
道ど
う

祖そ

神じ
ん

信し
ん

仰こ
う

の
形け
い

成せ
い

と
展て
ん

開か
い

』
の
中
で
道
祖
神
の
呼
称
に
注
目
し
、
五
種
類
の

名
称
を
地
図
上
に
落
と
し
て
分
布
図
を
作
成
さ
れ
た
（
地
図
２
参
照
）。
詳
細
な
言
説
の
紹
介
は
紙
幅
の
都
合
上
省
か
せ
て
い
た
だ
く
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が
、
徳
島
県
下
は
フ
ナ
ト
神
の
み
で
あ
り
、
他
は
存
在
し

な
い
事
に
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
フ
ナ
ト
神
は
四
国
限

定
で
あ
り
、
他
に
は
香
川
県
に
二
例
分
布
す
る
に
過
ぎ
な

い
。
事
ほ
ど
左
様
に
徳
島
県
は
岐ふ
な
と神
信
仰
の
純
粋
地
帯
と

見
做
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
国
的
に
見
れ
ば
、
こ
れ

は
異
様
な
現
象
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
を
考
察

す
る
事
は
、
こ
の
点
を
気
付
か
せ
て
い
た
だ
い
た
倉
石
氏

へ
の
学
恩
に
報
い
る
上
で
、
一
つ
の
大
き
な
意
味
を
持
つ

営
み
と
確
信
す
る
。
全
容
解
明
は
無
理
と
し
て
も
、
こ
れ

に
肉
迫
す
る
努
力
は
惜
し
み
た
く
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
近
藤
は
そ
の
準
備
段
階
と
し
て
四
国
各
県
の

道ど
う

祖そ

神じ
ん

信
仰
を
調
べ
る
た
め
、
市
町
村
史
を
丹
念
に
精
査

す
る
作
業
を
開
始
し
た
。
見
落
と
し
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
の
過
程
で
地
図
２
で
は
〇
件
で
あ
っ
た
が
、
高

知
県
下
に
も
三
社
の
船
戸
神
社
と
、
名
称
は
厄
神
社
で
あ

る
が
祭
神
が
船
戸
神
で
あ
る
四
社
、
合
計
七
社
が
存
在
す

る
事
が
判
明
し
た
。
香
川
・
愛
媛
両
県
に
つ
い
て
は
現
在

調
査
中
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
地
図
２
所
載
以
外
の
い
く
つ

か
の
岐ふ
な
と神
が
判
明
す
る
可
能
性
は
高
い
。

さ
て
本
題
の
徳
島
県
下
の
類
例
で
あ
る
が
、
地
図
３－

１
に
示
し
た
如
く
、
県
東
端
の
み
な
ら
ず
か
な
り
内
陸
部

道祖神─呼称─

ドーロクジン
ドーラクジン
サイノカミ・サエノカミ
フナト
サヤ・サヨ

地図２．道祖神─呼称─
� 倉石忠彦著『道祖神信仰の形成と展開』所収、2005年８月10日刊、29頁。



八

近　藤　直　也 171

に
ま
で
深
く
浸
透
し
て
い
た
事
が
判
明
す
る
。
こ
の
事
例
数

た
る
や
、
名
西
郡
神
山
町
の
七
六
七
祠
を
筆
頭
に
美
馬
郡
木こ

屋や
だ
い
ら平
村
の
一
〇
七
祠
、
穴
吹
町
の
「
ほ
う
ぼ
う
の
地
区
」、
脇

町
の
一
八
ヶ
所
、
那
賀
郡
上
那
賀
町
の
「
百
神
は
あ
る
」、
相

生
町
の
「
殆
ど
毎
戸
」、「
鷲
敷
町
の
「
大
変
多
い
」、
羽
ノ
浦

町
一
一
例
、
麻
植
郡
山
川
町
の
「
各
所
」、
阿
波
郡
市
場
町
の

「
町
内
各
地
」、
阿
波
町
の
「
十
数
ヶ
所
」
な
ど
、
各
報
告
書

の
中
か
ら
岐ふ
な
と
が
み神の
存
在
が
一
〇
基
を
越
え
る
町
村
名
を
挙
げ

た
だ
け
で
も
軽
く
一
一
町
村
に
達
す
る
。
実
際
は
、
こ
れ
よ

り
遥
か
に
数
が
多
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
倉
石
氏
作

成
の
地
図
２
所
載
の
分
布
状
況
に
関
し
て
は
、
僅
か
五
～
六

例
の
み
の
紹
介
で
あ
る
が
、
実
際
は
こ
の
数
百
倍
は
あ
っ
た
。

ま
た
、
分
布
範
囲
も
東
端
だ
け
で
な
く
、
三
好
郡
を
除
く
ほ

ぼ
全
県
下
に
及
ん
で
い
た
と
言
え
る
。

一
口
に
岐ふ
な
と神
と
称
し
て
も
、
徳
島
県
内
に
お
い
て
で
も
地

域
に
よ
っ
て
か
な
り
大
き
な
変
容
が
見
ら
れ
る
。
特
に
、
美

馬
郡
貞
光
町
以
西
か
ら
三
好
郡
に
か
け
て
は
船
戸
神
の
分
布

自
体
が
稀
薄
で
あ
り
、
更
に
そ
の
内
容
も
大
き
な
変
化
が
認

め
ら
れ
る
。
三
好
郡
に
お
い
て
は
、
三
好
町
の
二
例
の
み
で

あ
り
、
他
の
町
村
に
は
全
く
報
告
例
が
無
か
っ
た
。
一
方
、

県
南
の
海
部
郡
宍
喰
町
・
海
部
町
・
牟
岐
町
・
由
岐
町
か
ら

宍喰町

海部町

海南町
牟岐町

日和佐町

鷲敷町相生町
上那賀町木頭村

木沢村
上勝町

勝浦町

阿南市

佐那河内村

徳島市

北島町

藍住町

鳴戸市

板野町上板町

神山町

鴨島町 石井町

吉野町
川島町

土成町

美郷村

市場町

山川町

阿波町

木屋平村

穴吹町

脇町

一宇村

貞光町

美馬町

半田町

東祖谷山村

三加茂町

三野町

井川町

三好町

池田町

西祖谷山村

山城町

北

徳島県全図

松茂町

小松島市
羽ノ浦町

那賀川町

由岐町

５祠

１社

５祠

大変多い

４祠

１祠

３祠

２祠

１祠

３祠
（家ごとにある）

３社
４祠

３祠

１社

３祠

767祠

３祠

有り

２祠

４祠

町内各地

十数ヶ所

18祠

１祠

６祠
２社

２祠

100祠はある
（忘れられかけた神）

各所

107祠

方々の地区

11祠

殆ど毎戸
（吉野地区）

１社

７祠

地図３－１　岐神祠と岐神社の数と分布図

神山町を中心に岐神祠の数は軽く一千祠を越える。
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宍喰町

海部町

海南町
牟岐町

日和佐町

鷲敷町相生町
上那賀町木頭村

木沢村
上勝町

勝浦町

阿南市

佐那河内村

徳島市

北島町

藍住町

鳴戸市

板野町上板町

神山町

鴨島町 石井町

吉野町
川島町

土成町

美郷村

市場町

山川町

阿波町

木屋平村

穴吹町

脇町

一宇村

貞光町

美馬町

半田町

東祖谷山村

三加茂町

三野町

井川町

三好町

池田町

西祖谷山村

山城町

北

徳島県全図

松茂町

小松島市
羽ノ浦町

那賀川町

由岐町

12人の子供を生んで
無事に育てたので子
宝の神、子供の無病
息災を司る神。

12人

12人

12人

12人

13人13人

12人
黙

12人
黙

覚 黙 不当

黙

16人

おじぎ
12人

おじぎ
12人

おじぎ
12人（神■）

黙目覚
黙

（上分）
黙覚

黙
（深夜）
不当

（盲目）
目覚

子供を守る神

黙
不当（夜遅くか、朝早く）

13人 12人
男根 12人

黙  不当

不当 12人

子供の
神

子供が多い
黙  不当
（早朝）

９人
黙  不当

子沢山  12人
黙  不当

13人
おじぎ

おじぎ
12人

おじぎ
子沢山

12人の子供が
食べつくすので、
後を振り向かない。
（中庄野神）

子沢山…子沢山の
神で食べられないから
後を振り向かない。
（福原）

不当（福原）
家の子供と一緒に
供え物をしては
いけない。
（古毛車田）

12人の子供が
祭日（10月16日）に
集まってくるので、
供えものをしたら
後ろを振り向かずに
家に帰る。
（中庄中塚）

宍喰町

海部町

海南町
牟岐町

日和佐町

鷲敷町相生町
上那賀町木頭村

木沢村
上勝町

勝浦町

阿南市

佐那河内村

徳島市

北島町

藍住町

鳴戸市

板野町上板町

神山町

鴨島町 石井町

吉野町
川島町

土成町

美郷村

市場町

山川町

阿波町

木屋平村

穴吹町

脇町

一宇村

貞光町

美馬町

半田町

東祖谷山村

三加茂町

三野町

井川町

三好町

池田町

西祖谷山村

山城町

北

徳島県全図

松茂町

小松島市
羽ノ浦町

那賀川町

由岐町

盲目
旅行の神
疫病・悪霊・
風水害を
防ぐ神

増産の神
（12人）

足神（治ると藁草履）
子供の護り神
子宝の神 裁縫技術

向上

安産

個人の家の
守護神

増産
悪病除け
船

子授け

子授け

多子繁盛

薪一束（出原）
「チンバ」の神（南宇）
片足の神（出原）
一本足の神（西宇）
薪七荷半（西宇）農業神

子供を守る神
10月10日

人々の
足痛を直す

足の悪い神
腰病の神

薪一荷
（大里・樫木屋・上小谷・平井）

10月に出雲へ
行けないので
残って子守りの
神となる。

失せ物（西河内字木谷野）
足の病（奥河内字井の上）
眼疾（山河内本村）
生きた川エビ（西河内字木谷野）
生魚（田井）
薪一荷

足腰
失せ物
川エビ・ドボンコ
生魚

せち木（坂州広瀬）

手足の神

薪一束
手足の痛み
子供の安全

失せ物
薪二本
足痛

（治ると藁草履）

足腰が不自由
節水一荷　生魚

子授け
家の守り神

眼疾
藁馬

足痛（直れば草履）
子供の守り神
牛馬の神

足

地図３－２　子沢山伝承分布図

地図３－３　岐神の御利益

　人数……12人を中心に9～16人。
黙…黙って参拝、足音を立てない。
目覚…多くの子供が一斉に目を覚まして供物を全部食べてしまう。
不当…オフナトサンに当たらない。
おじぎ…子沢山の家にオフナトサンが参りましたとおじぎに来る。

おじぎの分布範囲は神山町を中心に石井町・
吉野町・市場町・川島町・阿波町の六町に
のみ分布しており一つのブロックを形成し、
他地域には分布していない。一つの「おじ
ぎ文化圏」を形成していると言える。
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も
報
告
例
は
無
く
、
実
際
に
存
在
し
て
い
て
も
極

め
て
稀
な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、

県
南
の
勝
浦
郡
・
那
賀
郡
・
海
部
郡
に
か
け
て
の

地
域
は
、
実
家
か
ら
婚
家
の
孫
へ
の
綿
着
祝
い
の

習
俗
、
岐
神
へ
の
綿
着
の
供
物
は
皆
無
で
あ
り
、

逆
に
失
せ
物
発
見
の
神
と
か
足
の
悪
い
神
と
い
っ

た
特
性
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
眺
め

れ
ば
綿
着
習
俗
を
伴
っ
た
岐ふ
な
と
が
み神信
仰
の
中
心
地
は

そ
の
内
容
と
事
例
数
か
ら
判
断
し
て
、
麻
植
郡
か

ら
板
野
・
名
西
・
名
東
郡
に
か
け
て
の
地
域
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
一
一
月
一
五
日
に
嫁
の
実
家

か
ら
新
生
児
へ
の
綿
入
着
物
の
贈
り
物
や
そ
の
祝

賀
を
オ
ワ
タ
ギ
と
称
し
、
毎
年
一
一
月
一
六
日
に

岐
神
に
供
え
る
箸
先
に
綿
片
を
巻
き
つ
け
た
物
も

オ
ワ
タ
ギ
と
称
す
。
両
者
同
一
名
称
で
混
乱
す
る

た
め
、
こ
れ
以
降
は
前
者
を
「
子
綿
着
」、
後
者
を

「
神
綿
着
」
と
表
記
し
て
、
識
別
す
る
。

中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
名
西
郡
神
山
町
内
に

分
布
す
る
七
六
七
基
の
岐
神
祠
で
あ
る
。
こ
の
報

告
書
は
、
一
九
七
八
年
四
月
に
町
内
の
成
人
大
学

が
企
画
し
て
各
小
字あ
ざ

毎
に
悉
皆
調
査
さ
れ
た
も
の

宍喰町

海部町

海南町
牟岐町

日和佐町

鷲敷町相生町
上那賀町木頭村

木沢村
上勝町

勝浦町

阿南市

佐那河内村

徳島市

北島町

藍住町

鳴戸市

板野町上板町

神山町

鴨島町 石井町

吉野町
川島町

土成町

美郷村

市場町

山川町

阿波町

木屋平村

穴吹町

脇町

一宇村

貞光町

美馬町

半田町

東祖谷山村

三加茂町

三野町

井川町

三好町

池田町

西祖谷山村

山城町

北

徳島県全図

松茂町

小松島市
羽ノ浦町

那賀川町

由岐町

子
帷（11／16）

帷（1／16）

綿のみ（11／15）

綿のみ（11／16）

神（11／16）

綿のみ
（11／16）

子 子
子

子

子

子

子

子 子

子

神

神（11／16）

子

神（冬）
帷（冬）

（但し、忌部氏
関連の地域
のみ）

子
紙と綿で綿着物
紙（11／16）

神（11／16）

神（11／16）　
紙に綿を入れた着物を
人形に着せる
子供が13人もいるので
１日おくれる
帷（11／16）

地図３－４　子綿着・神綿着・帷分布図

子�…11月15日に嫁の実家から新生児の祝いとして、綿
入れ着物を贈る。通称オワタギと称する。

神�…11月16日に岐神に串の先に綿を巻きつけた物を供
える。通称オワタギと称する。

帷�…１月15日に岐神に紙で作った着物を串に挟んで供
える。通称、オカタビラ・カミコサンと称する。

子・神・帷の三拍子揃いは、神山町のみ。

◦�阿波郡林村…何かの紙を着物の形に裁ち、手際がよくな
りますようにといひて拝む。（11月16日「おふなたは
ん」）金沢　治
◦��山川町楠根地…綿着は紙と綿で綿入れ着物をこしらえて
供える。（11月16日）荒岡一夫
◦��美郷村別枝…紙に綿を入れた着物を人形に着せて祀っ
た。16日に祀るのは、オフナトサンには子供が13人も
いるので、綿着も一日おくれてするそうだ。荒岡一夫

◦��北灘町（現鳴戸市）折野…11月15日の祭りには綿着を
祭るといって、綿だけを供えた。荒岡一夫
◦��国府町（現徳島市）早淵…旧暦11月16日の祭りには、ゴ
ハンと新しい綿を少し添えて祀り、正月には大豆飯を
祀った。荒岡一夫
◦��松茂町中かうや…11月16日のオフナトサンの祭りには
餅を供えるが、そのまわりに綿を添えていた。近藤調査。
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で
あ
る
。
町
内
に
は
七
つ
の
旧
村
が
あ
る
が
、
各
旧
村
在
住
の

人
々
計
三
八
名
が
、
当
時
の
町
の
文
化
財
保
護
審
議
会
の
大
粟

玲
造
・
大
泉
勝
美
両
氏
の
指
導
の
元
、
足
か
け
二
年
間
か
け
て

調
べ
上
げ
て
お
り
、
こ
れ
以
上
の
緻
密
な
調
査
は
他
に
例
を
見

な
い
。
こ
の
報
告
書
が
『
神
山
の
お
ふ
な
と
さ
ん
』
と
題
し
、

Ｂ
５
版
九
一
頁
で
一
九
七
九
年
一
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
近
藤

は
、
徳
島
県
下
の
岐
神
信
仰
を
調
査
す
る
過
程
で
必
然
的
に
こ

の
報
告
書
に
遭
遇
し
た
の
だ
が
、
精
緻
さ
と
共
に
そ
の
内
容
量

の
豊
富
さ
に
終
始
圧
倒
さ
れ
続
け
た
。
読
み
終
っ
た
後
、
神
山

町
役
場
に
直
行
し
、
担
当
者
の
紹
介
に
よ
り
当
時
の
指
導
者
大

粟
玲
造
氏
と
の
面
談
と
い
う
僥ぎ
ょ
う
こ
う倖に
恵
ま
れ
た
。
氏
は
九
五
歳

の
今
（
二
〇
一
一
年
現
在
）
も
矍か
く
し
ゃ
く鑠と
さ
れ
、
一
時
間
余
り
の

近
藤
の
多
方
面
に
渉わ
た
る
質
問
に
も
適
切
に
御
対
応
戴
き
多
大
な
学

恩
を
被
り
得
た
。
報
告
書
が
出
て
三
二
年
後
で
あ
っ
た
が
、
面
談

最
後
に
「
来
る
の
が
遅
す
ぎ
た
」
と
ふ
と
漏
ら
れ
た
翁
の
言
葉
が

耳
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
。
別
稿
で
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
そ

の
後
近
藤
は
現
地
に
入
り
、
各
旧
村
毎
の
数
地
区
で
合
計
四
八
地

区
（
三
二
年
前
は
一
五
六
地
区
で
の
調
査
で
あ
っ
た
た
め
、
全
体

の
約
三
一
％
に
相
当
す
る
）
に
お
け
る
聞
き
取
り
調
査
を
敢
行
し

た
が
、
一
地
区
に
つ
き
報
告
書
の
内
容
の
三
分
の
一
の
質
も
量
も

聞
き
得
な
か
っ
た
。
少
子
高
齢
化
に
よ
り
、
多
く
の
伝
承
は
途

宍喰町

海部町

海南町
牟岐町

日和佐町

鷲敷町相生町
上那賀町木頭村

木沢村
上勝町

勝浦町

阿南市

佐那河内村

徳島市

北島町

藍住町

鳴戸市

板野町上板町

神山町

鴨島町 石井町

吉野町
川島町

土成町

美郷村

市場町

山川町

阿波町

木屋平村

穴吹町

脇町

一宇村

貞光町

美馬町

半田町

東祖谷山村

三加茂町

三野町

井川町

三好町

池田町

西祖谷山村

山城町

北

徳島県全図

松茂町

小松島市
羽ノ浦町

那賀川町

由岐町

4月13日（笠栂）・10月13日

10月22日
（法市）

3月3日
9月9日
5月23日

紋日（清田）
正月・10月19日（清田）
10月の祭日（宮西）
正月・盆・彼岸（竹ノ内）
10月16日（西宗重）
10月15日（中山路）

11月16日

盆・正月
10月15日

11月16日

12月25日

1月16日・
11月16日

11月16日

11月16日 11月16日

11月16日

10月13日
10月4日

11月15日

11月16日

1月16日・
11月16日

1月16日（旗見）
11月16日（楠根地）

11月16日
（別枝）　 10月28日

11月16日･1月16日

大晦日（坂州広瀬）

盆と正月（和無田）
年の夜（大晦日）（出原）
12月29日か30日（西宇）

正月

節木

12月23日
11月23日

旧10月16日の夜
（田井）

10月20日（秋祭り）
正月元日

12月31日と元旦
（岩脇宮下）

盆・正月（中条中塚）
正月（岩脇上平）
10月16日、野武士を
葬ってある。（中庄中塚）

正月三ヶ日（中条野上）
盆・彼岸、昔ここで
亡くなった侍を祀る。
（岩脇宮下）

旧10月
16・17日

大晦日、正月15日

大晦日・節供
モンビ

10月24日
12月16日

11月16日

地図３－５　岐神祀りの日取り

11月16日の分布範囲は神綿着・子綿着文化
圏とほぼ重複する。
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絶
え
、
今
の
古
老
達
は
先
代
の
伝
承
を
あ
ま
り
継
承
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。
最
も
力
を
入
れ
た
最
上
流
部
の
旧
上
分
村
で
は
、
多

く
の
集
落
が
既
に
消
失
し
て
お
り
、
大
粟
翁
の
言
葉
が
今
更
の
よ
う
に
心
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
三
二
年
後
と
い

え
ば
一
世
代
で
あ
り
、
時
代
の
波
は
古
き
良
き
民
俗
文
化
を
遠
慮
な
く
奪
い
去
っ
て
行
く
事
を
肌
身
に
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
瞬
間
で
あ
る
。

さ
て
、
県
下
各
地
の
岐ふ
な
と神
を
分
析
・
考
察
す
る
た
め
に
は
一
つ
の
基
準
が
必
要
と
な
る
。
幸
い
に
も
、
三
二
年
前
に
精
緻
で
厖ぼ
う

大だ
い

な

生
の
資
料
を
元
に
纏
め
た
大
粟
氏
の
一
文
が
あ
る
の
で
、
少
し
長
い
が
こ
こ
に
紹
介
し
、
岐
神
信
仰
の
概
略
の
把
握
と
共
に
、
そ
の
基

準
の
明
確
化
を
は
か
っ
て
お
き
た
い
。

１�

．
呼
び
名　

オ
フ
ナ
ッ
ツ
ァ
ン
、
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
、
オ
フ
ナ
タ
サ
ン
の
三
つ
の
う
ち
の
ど
れ
か
で
あ
る
。

２�

．
祭
っ
て
あ
る
場
所
・
位
置　

一
定
し
て
い
な
い
。
部
落
の
入
口
、
旧
道
の
路
傍
、
家
の
庭
、
表
庭
、
裏
庭
、
勝
手
口
（
裏
口
）
の

出
た
所
、
屋
敷
の
門
、
入
口
、
本
宅
と
納
屋
と
の
間
、
ま
た
は
土
蔵
と
の
間
、
田
の
端
、
畑
の
端
、
石
垣
の
中
、
庭
先
の
ゴ
ミ
捨

場
の
よ
う
な
所
、
泉
の
上
、
水
源
地
、
と
い
水
の
落
し
口
な
ど
千
差
万
別
、
と
に
か
く
家
の
近
辺
で
無
造
作
に
参
拝
に
便
利
な
所

で
あ
っ
て
、
場
所
、
位
置
を
神
聖
視
し
て
慎
重
に
選
定
し
た
と
思
わ
れ
な
い
も
の
が
多
い
。

３�

．
社
殿
祠　

ほ
と
ん
ど
は
オ
カ
マ
ゴ
か
、
オ
カ
マ
ゴ
の
中
に
更
に
石
造
の
小
さ
な
御
殿
（
か
わ
ら
焼
き
の
も
あ
る
）
に
祭
ら
れ
て
い

る
。
少
数
で
は
あ
る
が
立
石
だ
け
の
も
の
、
茶
く
ろ
の
中
の
石
、
神
社
の
木
の
根
本
、
南
天
の
根
本
な
ど
位
置
と
し
る
し
は
あ
る

が
他
人
に
は
見
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
所
も
あ
る
。
オ
カ
マ
ゴ
は
緑
色
片
岩
か
絹
雲
母
片
岩
な
ど
板
状
の
石
を
四
枚
組
み
合
わ

せ
て
両
側
と
奥
に
各
一
枚
を
立
て
た
上
に
天
井
石
を
載
せ
、
間
口
七
〇
～
八
〇
セ
ン
チ
以
下
、
奥
行
五
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
、
高
さ
五

〇
～
四
〇
セ
ン
チ
く
ら
い
の
小
石
室
を
造
り
、
と
き
に
は
床
石
を
置
い
て
あ
る
。
前
述
の
石
で
な
け
れ
ば
在
所
の
石
で
同
様
の
石

室
を
造
っ
て
あ
る
。
こ
れ
を
オ
カ
マ
ゴ
と
呼
ぶ
。

４�

．
オ
カ
マ
ゴ
の
内　

ほ
と
ん
ど
が
偏
平
な
丸
い
石
か
球
形
の
石
が
祭
ら
れ
、
そ
の
数
は
三
～
四
個
か
ら
十
二
、
三
個
ほ
ど
が
最
も
多

く
、
最
多
は
、
五
〇
個
ほ
ど
も
祭
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
神
の
依
代
か
御
神
体
と
考
え
て
の
こ
と
と
思
う
が
、
こ
の
石
は

先
人
が
造
っ
た
も
の
か
、
拾
っ
て
き
た
も
の
か
実
態
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
ほ
か
に
正
月
、
祭
日
に
供
え
た
綿
着
、
帷
子
、
箸
、

幸
（
斎
）
木
な
ど
が
祭
ら
れ
て
い
る
。
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５�

．
祭
日
と
供
物　

オ
フ
ナ
ト
さ
ん
の
最
も
特
徴
の
あ
る
供
物
は
綿
着
と
帷
子
で
あ
る
。

�

綿
着
…�

旧
十
一
月
十
六
日
（
最
近
は
新
暦
が
多
い
）
に
箸
ま
た
は
茅
（
か
や
）
等
の
棒
状
の
も
の
に
綿
を
巻
き
つ
け
て
供
え
る
。

そ
の
数
は
一
つ
か
一
対
で
あ
る
。

�
帷
子
…�

旧
一
月
十
六
日
、
紙
を
着
物
状
の
型
に
切
っ
て
供
え
る
。
丈
（
た
け
）
は
一
五
セ
ン
チ
前
後
で
あ
る
。

�
��

こ
の
二
つ
は
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
だ
け
に
祭
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
は
正
月
、
五
節
句
な
ど
家
庭
内
で
の
神
祭
り
に
準
じ
て
、

御
飯
、
雑
煮
、
御
神
酒
等
を
供
え
る
。
幸
木
（
斎
木
）
と
い
っ
て
大
み
そ
か
に
割
木
一
対
を
し
め
な
わ
で
た
ば
ね
て
供
え
、
正
月

十
四
日
に
さ
げ
て
き
て
、
そ
れ
で
十
五
日
に
正
月
の
神
様
の
御
仕
立
か
ゆ
を
た
く
と
い
う
地
方
も
あ
る
。

６�

．
そ
の
他
一
般
に
共
通
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

�

イ��

オ
フ
ナ
ト
さ
ん
は
十
二
（
三
）
人
の
子
ど
も
が
あ
る
の
で
、
参
拝
す
る
と
き
に
は
家
を
出
る
時
か
ら
口
を
き
か
ず
、
途
中
で

人
に
会
っ
て
も
無
言
で
参
拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
万
一
に
も
音
を
た
て
る
と
子
ど
も
が
目
を
さ
ま
し
て
、
供
物
が
親
の
口

に
入
ら
な
い
、
げ
た
ば
き
は
音
が
す
る
の
で
い
け
な
い
、
か
し
わ
手
も
遠
慮
す
る
等
々
。

�

ロ��

豆
の
入
っ
た
飯
…
大
豆
、
小
豆
飯
、
赤
飯
を
供
え
る
と
、
子
ど
も
が
豆
を
拾
っ
て
い
る
間
に
親
が
た
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

ハ��

オ
フ
ナ
ト
さ
ん
の
御
身
体
は
蛭ひ
る

だ
か
ら
塩
分
は
い
け
な
い
…
各
地

�

ニ��

オ
フ
ナ
ト
さ
ん
へ
の
供
物
を
家
の
中
の
、
う
す
ま
た
は
粉
ひ
き
う
す
の
中
で
祭
る
こ
と
を
少
数
の
家
庭
で
は
あ
る
が
行
わ
れ

て
い
る
。

�

ホ��

子
ど
も
の
健
康
を
守
っ
て
く
れ
る
神
・
手
や
足
の
い
た
み
を
な
お
し
て
く
れ
る
神
・
旅
の
平
安
を
守
っ
て
く
れ
る
神
。⑧

以
上
が
岐
ふ
な
と
の

神か
み

の
概
略
で
あ
る
。
１
～
６
で
、
殆
ど
総
て
の
事
は
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調
査
か
ら
三
二
年
後
の
二
〇
一
一

年
九
月
上
旬
に
町
内
四
七
地
区
を
七
日
間
か
け
て
聞
き
取
り
調
査
を
し
な
が
ら
歩
い
た
近
藤
の
感
触
と
重
な
る
部
分
が
多
い
が
、
若
干

異
な
る
部
分
も
あ
る
た
め
、
１
～
６
に
即
し
て
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
お
き
た
い
。

１
の
呼
び
名
に
つ
い
て
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
り
、
地
元
で
は
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
が
正
式
名
称
で
、
少
し
砕
け
た
言
い
方
が
オ
フ
ナ
ッ

ツ
ァ
ン
・
オ
フ
ナ
タ
ハ
（
サ
）
ン
で
あ
っ
た
。
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２
の
祭
祀
場
所
で
あ
る
が
、
確
か
に
一
定
し
て
い
な
い
。
但
し
、
そ
ん
な
中
に
あ
っ
て
も
一
つ
の
法
則
ま
た
は
傾
向
の
よ
う
な
も
の

は
見
出
し
得
る
。
法
則
と
言
い
得
る
も
の
は
、
既
に
大
粟
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
た
だ
の
一
例
も
家
内
の
神
棚
で
祀
っ
て
い
な
か
っ

た
点
で
あ
る
。
キ
神
が
黄
泉
国
の
死
穢
を
境
界
外
に
封
じ
込
め
、
一
切
こ
の
世
に
入
ら
な
い
よ
う
に
遮
る
た
め
に
、
ま
た
こ
の
世
の
人

間
を
皆
殺
し
か
ら
守
り
、
一
日
千
人
の
死
者
で
済
ま
す
と
い
う
最
低
限
の
犠
牲
を
払
っ
て
や
り
す
ご
す
た
め
に
投
げ
た
杖
に
化
生
し
た

神
が
衝つ
き

立た
つ

船ふ
な

戸ど
の

神か
み

・
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
（
岐
ふ
な
と
の

神か
み

）
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
屋
内
の
神
棚
に
祀
る
事
自
体
が
無
意
味
と
な
る
。
外
敵
を
防
ぐ
た

め
に
は
、
部
落
の
入
口
・
屋
敷
の
門
口
な
ど
内
と
外
を
峻
別
す
る
境
界
線
上
に
位
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
と

は
、
来
る
事
を
拒
否
し
て
遮
る
と
い
う
二
重
の
安
全
装
置
を
司
る
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
神
が
村
内
に
あ
れ
ば
、
村
人
の
生
命
が
護
れ
な

い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
屋
内
に
あ
れ
ば
家
族
の
生
命
を
守
る
事
が
で
き
ず
、
皆
殺
し
の
憂
き
目
に
あ
う
。
基
本
的
に
は
、
村
境
と
屋
敷

の
境
の
両
方
に
据
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
個
々
の
屋
敷
境
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
た
せ
い
か
、
ど
の
集
落
を
ま
わ
っ
て
も
村

境
の
岐
神
は
認
識
で
き
な
か
っ
た
。
本
当
は
存
在
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
近
藤
の
調
査
で
は
実
感
な
い
し
体
験
で
き

な
か
っ
た
。
殆
ど
は
、
屋
敷
の
内
外
の
境
界
で
祀
ら
れ
て
い
た
。

大
粟
氏
は
「
旧
道
の
路
傍
」
と
か
「
本
宅
と
納
屋
と
の
間
」「
田
の
端
」「
畑
の
端
」「
庭
先
の
ゴ
ミ
捨
場
の
よ
う
な
所
」
で
、「
位
置

を
神
聖
視
し
て
慎
重
に
選
定
し
た
と
思
わ
れ
な
い
も
の
が
多
い
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
現
在
の
視
点
で
あ
り
、
祠
ま
た
は

御
神
体
建
立
当
初
の
視
点
が
脱
け
落
ち
て
い
る
。
苟
い
や
し
くも
神
を
祀
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
今
は
旧
道
の
路
傍
で
あ
っ
て
も
、
本
宅

と
納
屋
と
の
間
で
あ
っ
て
も
、
設
立
当
初
は
立
派
な
境
界
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
近
藤
が
実
見
し
、
古
老
に
聞
き
取
り
調
査
を
し
た

事
例
総
て
に
は
、
い
か
に
そ
こ
が
畑
の
ま
ん
中
で
あ
ろ
う
と
端
で
あ
ろ
う
と
、
や
は
り
何
ら
か
の
意
味
が
付
与
さ
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。

仮
り
に
そ
こ
が
「
庭
先
の
ゴ
ミ
捨
場
の
よ
う
な
所
」
で
あ
っ
て
も
、
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
の
は
早
計
で

あ
る
。
近
藤
も
こ
の
よ
う
な
現
場
に
二
～
三
度
遭
遇
し
た
経
験
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
世
代
交
替
に
よ
る
信
仰
の
消
失
で
あ
り
、
元
の
意

味
を
告
げ
る
と
驚
き
、
逆
に
祀
り
方
を
尋
ね
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
。
何
か
の
神
サ
ン
で
あ
る
事
は
認
識
し
つ
つ
も
、
信
仰
が
薄
れ
、
祀

ら
れ
な
く
な
る
と
、
便
利
さ
を
優
先
し
、
そ
の
前
で
家
庭
ゴ
ミ
を
積
ん
で
焼
却
し
て
も
殆
ど
抵
抗
を
感
じ
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
の
視

点
で
過
去
を
判
断
し
て
は
な
る
ま
い
。
も
の
さ
し
が
違
う
の
で
あ
る
。
多
く
の
岐
神
は
近
世
以
前
か
ら
祀
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
少
な
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く
と
も
百
数
十
年
以
上
は
時
間
が
経
過
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
何
度
か
家
は
建
て
替
え
ら
れ
、
そ
の
家
の
栄
枯
盛
衰
は
繰
り
返
さ
れ
、

ま
た
家
が
絶
え
れ
ば
そ
の
屋
敷
跡
に
別
の
人
が
家
を
建
て
て
住
む
。
同
一
の
血
脈
で
あ
っ
て
も
そ
の
世
代
に
よ
り
価
値
観
は
変
わ
る
。

ま
し
て
そ
こ
に
赤
の
他
人
が
住
め
ば
、
昔
の
石
祠
の
意
味
も
大
き
く
違
っ
て
当
り
前
で
あ
る
。
い
く
ら
岐
神
の
祭
祀
場
所
を
神
聖
視
し

て
慎
重
に
選
定
し
て
も
、
こ
れ
を
守
る
か
否
か
は
後
継
者
の
意
志
ま
た
は
心
模
様
に
左
右
さ
れ
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
今
、
い
く
ら
ゴ

ミ
捨
場
の
よ
う
な
所
で
は
あ
っ
て
も
、
元
の
そ
の
場
の
意
味
を
見
失
っ
て
は
な
る
ま
い
。

３
の
「
社
殿
祠
」
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
多
く
は
石
垣
の
壁
面
に
横
長
四
角
で
あ
り
奥
行
き
四
〇
～
五
〇
ｃ
ｍ
程
の
空
間
を
形
成

し
て
い
た
（
写
真
１
参
照
）。
恐
ら
く
、
石
垣
構
築
時
に
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
か
ら
こ
の
空
間
を
作
る
事
は
、
力
学
的
に
崩
落
の
恐

れ
が
あ
る
た
め
無
理
で
あ
る
。
石
垣
構
築
時
、
縦
長
に
板
状
に
裂
け
る
緑
泥
片
岩
の
特
性
を
生
か
し
て
効
果
的
な
石
組
み
が
行
な
わ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
石
垣
に
埋
め
込
ん
だ
形
に
せ
ず
、
石
組
み
の
台
上
ま
た
は
直
接
に
土
や
岩
の
上
に
緑
泥
片
岩
を
箱
型
に
組
み
立
て
る

ケ
ー
ス
も
多
か
っ
た
（
写
真
２
参
照
）。
中
に
は
、
現
地
に
案
内
し
て
戴
い
た
の
だ
が
、
何
十
年
も
前
か
ら
祀
ら
な
く
な
っ
た
た
め
、
石

垣
の
中
の
空
間
す
ら
蔓
や
草
木
に
被
わ
れ
て
所
在
不
明
の
場
合
も
二
～
三
あ
っ
た
。
そ
の
辺
を
あ
た
り
構
わ
ず
手
探
り
で
捜
索
し
て
い

る
と
、
祟
ら
れ
た
ら
困
る
と
古
老
が
困
惑
す
る
一
幕
も
あ
っ
た
。
祀
ら
な
く
な
っ
て
久
し
い
の
だ
が
、
祟
り
は
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
他
、
最
近
の
傾
向
で
あ
る
が
、
石
垣
に
は
も
う
殆
ど
つ
く
ら
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
擁よ
う

壁へ
き

へ
の
造
作
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
で
も
、
壁
面
に
型
枠
で
四
角
い
空
間
を
作
り
、
生
コ
ン
を
流
し
込
ん
で
固
め
こ
こ
に
岐
神
を
祀
る
場
合
が
四
例
程
あ
っ
た
（
写

真
３
参
照
）。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
時
代
に
な
っ
て
も
、
オ
カ
マ
ゴ
の
思
想
は
生
き
続
け
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
緑
泥
片
岩
の
石
組
み
の
祠
は

最
近
は
新
た
に
形
成
さ
れ
ず
、
古
い
物
が
壊
れ
た
後
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
祠
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
も
時
代
の
流
れ

で
あ
ろ
う
。
岐
神
は
、
こ
う
や
っ
て
し
た
た
か
に
時
代
に
適
応
し
な
が
ら
生
き
残
っ
て
行
く
の
で
あ
っ
た
。

４
の
御
神
体
と
し
て
の
丸
石
で
あ
る
が
、
き
っ
ち
り
一
二
個
ま
た
は
一
三
個
と
い
う
の
は
近
藤
が
調
べ
た
範
囲
で
は
一
例
し
か
な
か
っ

た
（
写
真
４
参
照
）。
丸
石
の
多
く
は
一
～
二
個
か
三
～
四
個
が
殆
ど
だ
っ
た
。
し
か
も
、
丸
石
の
入
手
先
は
川
原
で
は
な
く
蒲
生
田
岬

な
ど
海
岸
部
の
丸
い
拳
大
の
石
を
拾
っ
て
来
て
い
た
事
例
が
二
例
あ
っ
た
。
神
山
町
は
鮎
喰
川
の
源
流
ま
た
上
流
域
に
位
置
す
る
た
め
、

角
の
取
れ
た
ほ
ぼ
真
ん
丸
の
形
の
よ
い
石
は
殆
ど
手
に
入
ら
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
村
人
達
は
、
海
岸
部
に
遊
び
に
行
っ
た
機
会
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写真１－１	 	阿川　長
なが
代
たい
　阿部家のオフナトさん。詳しくお教えいただいた

阿部千代子氏に記して謝意を表したい。

写真１－２	 写真１－１の拡大
	 	 	左奥に数本の割り箸が見える。綿着・帷

かたびら
を供えた名残り。

石垣の壁面に作りつけたオカマゴ（写真１－１～１－４）
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写真１－３	 鬼
お
籠
ろ
野
の
　中内　高橋家

	 	 詳しくお教えいただいた高橋久男氏に記して謝意を表したい。

写真１－４	 下分　樫
かし
谷
たに

	 	 御神体は、海岸部から拾って来た石。
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写真２－１	 左
そ
右
う
内
ち
　鍋岩

足痛の治癒を祈って草履が供えられている。

写真２－２	 左右内　鍋岩
	 	 	御案内いただいた田中氏（向って左）と阿部氏（向って右）、記

して謝意を表したい。

基壇上のオカマゴ（写真２－１～２－６）
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写真２－３	 神領　北
きた
上
うえ
角
つの

写真２－４	 下分　栗
くりゅう
生野

の
　粟

あ
飯
い
原
はら
家写真２－５	 鬼

お
籠
ろ
野
の
　北
きた
養
よう
瀬
せ
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を
利
用
し
て
、
し
っ
か
り
と
御
神
体
と
な
る
石

を
入
手
し
て
い
た
。
そ
こ
ら
辺
の
河
原
に
転

が
っ
て
い
る
石
と
は
や
は
り
差
別
化
さ
れ
て
い

る
。
合
掌
し
て
崇
拝
の
対
象
と
な
る
た
め
に
は
、

そ
れ
な
り
の
根
拠
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
報

告
書
の
中
で
、
御
神
体
の
石
に
つ
い
て
「
こ
の

石
は
先
人
が
造
っ
た
も
の
か
、
拾
っ
て
き
た
も

の
か
実
態
は
わ
か
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、
近
藤

が
見
た
限
り
で
は
人
の
手
が
加
わ
っ
た
と
想
わ

れ
る
石
は
一
つ
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

５
の
「
祭
日
と
供
物
」
で
は
、
綿
着
に
つ
い

て
「
旧
一
一
月
一
六
日
（
最
近
は
新
暦
が
多

い
）」
と
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
は
現
在
殆

ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
古
老
達
の
記
憶
の
中

に
残
る
程
度
で
あ
り
、
何
十
ヶ
所
か
の
祠
を
見

た
が
、
割
り
箸
の
先
に
綿
を
巻
い
た
綿
着
と
称

す
る
物
を
供
え
て
い
た
の
は
一
ヶ
所
し
か
な

か
っ
た
。
そ
れ
程
ま
で
に
こ
の
儀
礼
は
衰
退
し

て
い
る
。
加
え
て
、
も
う
一
方
の
帷
か
た
び
ら（
紙か
み

子こ

と

も
い
う
。
割
り
箸
に
紙
を
着
物
の
形
に
切
っ
て

挟
ん
で
供
え
た
も
の
。）
は
旧
一
月
一
六
日
（
今

写真２－６	 ２－５の拡大
	 	 	右端に綿着または帷

かたびら
を取りつけた割

り箸が見える。
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写真３－１	 鬼
お
籠
ろ
野
の
　中
なか
津
つ
川
がわ

写真３－２	 ３－１の内部の御神体

コンクリート製オカマゴ（写真３－１～３－４）
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写真３－３	 上
かみ
分
ぶん
　一
いち
宇
う
夫
ぶ

写真３－４	 左
そ
右
う
内
ち
　地

じ
中
ちゅう



二
三

岐神信仰論序説156

は
新
暦
）
に
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
古
老
の
記
憶
の
中
に
稀

に
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
綿
着
の
三
分
の
一
か
四
分
の
一
程
度

し
か
聞
け
な
か
っ
た
（
写
真
５
参
照
）。
ま
た
、「
幸
木
（
斎
木
）」
は

大
晦
日
に
岐
神
の
祠
に
供
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
地
域
的
偏
り
が

目
立
っ
た
。
主
に
阿
川
方
面
で
聞
く
事
が
で
き
た
が
、
他
地
域
で
は

ど
こ
も
既
に
行
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
薪
を
下
げ
て
き
て
正
月

一
五
日
の
送
り
粥
を
炊
く
燃
料
に
す
る
と
い
う
伝
承
が
報
告
書
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
が
、
四
八
地
区
で
尋
ね
た
結
果
、
一
例
も
見
出
し
得

な
か
っ
た
。
現
実
は
厳
し
い
の
で
あ
る
。
現
在
は
、
一
一
月
一
六
日
・

一
月
一
六
日
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
正
月
や
モ
ン
ビ
（
も
の
の
日
＝
神か
み

事ご
と

の
日
＝
節
供
や
盆
・
彼
岸
）
に
神
さ
ん
仏
さ
ん
を
祀
る
が
、
こ
の
時

に
つ
い
で
に
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
に
も
お
供
え
し
て
祀
る
と
い
う
伝
承
が

極
く
一
般
的
で
あ
っ
た
。
仏
事
と
習
合
さ
れ
な
が
ら
も
神
と
し
て
の

認
識
は
ま
だ
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
特
別
の
祭
礼
日
は
綿
着
や
帷
か
た
び
らと
共

に
殆
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
。

６
の
イ
の
一
二
～
一
三
人
の
子
沢
山
の
神
で
、
参
拝
時
に
音
を
立

て
て
は
な
ら
な
い
事
。
な
ぜ
な
ら
、
子
神
が
全
員
目
を
覚
ま
し
て
供

物
を
全
部
食
べ
て
し
ま
い
、
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
の
口
に
入
ら
な
い
と
い

う
伝
承
は
、
か
な
り
個
性
的
で
人
々
の
心
を
捉
え
た
せ
い
か
誰
で
も

知
っ
て
い
た
。
岐
神
の
祭
礼
日
や
供
物
等
は
忘
れ
て
も
、
こ
の
伝
承

だ
け
は
不
思
議
と
生
き
残
る
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
大
粟
氏
の
報
告

写真４	 12個の御神体（子神）
	 神領　西

にし
上
うえ
角
つの
　粟

あ
飯
い
原
はら
家
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書
に
言
及
は
無
か
っ
た
が
、「
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
が
お
辞
儀
す

る
」
と
い
う
伝
承
も
各
地
で
聞
か
れ
た
。
実
際
に
家
に
子
供

が
一
二
人
以
上
、
ま
た
は
一
三
人
以
上
生
ま
れ
た
家
に
、
オ

フ
ナ
ト
さ
ん
が
「
参
り
ま
し
た
」
と
子
供
の
数
で
負
け
を
認

め
る
た
め
、
そ
の
家
を
訪
問
し
、
玄
関
先
に
立
っ
て
頭
を
さ

げ
て
敬
礼
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
洒
落
で

あ
る
が
、
使
い
方
に
よ
れ
ば
子
沢
山
の
家
を
揶や

揄ゆ

す
る
意
味

に
も
な
り
毒
を
含
む
。
こ
の
た
め
か
、
お
辞
儀
の
段
に
話
が

及
べ
ば
、
殆
ど
の
人
々
は
毒
を
打
ち
消
す
た
め
、
ま
た
洒
落

で
あ
る
事
を
強
調
す
る
た
め
、
笑
い
な
が
ら
の
応
答
と
な
る
。

や
は
り
、
こ
の
伝
承
も
し
た
た
か
に
生
き
残
る
の
で
あ
る
。

ロ
の
「
豆
の
入
っ
た
飯
」
を
供
え
る
意
味
が
、
子
神
が
豆

が
珍
し
い
た
め
拾
い
食
べ
て
い
る
隙
に
、
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
が

米
飯
を
食
べ
る
事
が
で
き
る
と
す
る
解
釈
は
、
四
八
地
区
（
百

余
人
か
ら
聞
き
取
り
）
総
て
で
問
い
合
わ
せ
た
の
だ
が
、
誰

も
知
ら
な
か
っ
た
。
今
か
ら
三
二
年
前
に
メ
ジ
ャ
ー
な
伝
承

で
あ
れ
ば
、
必
ず
一
人
や
二
人
は
知
っ
て
い
る
は
ず
な
の
だ

が
、
期
待
に
反
し
て
全
く
無
反
応
で
あ
っ
た
。
裏
を
返
せ
ば
、

そ
の
当
時
に
お
い
て
ほ
ぼ
廃
れ
か
け
て
い
た
伝
承
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
イ
の
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
が
供
物
を
食
べ
ら
れ
る

た
め
に
、
一
二
人
の
子
神
が
目
を
覚
ま
さ
な
い
よ
う
音
を
立

写真５－１写真５－２	 お綿着（神綿着）の拡大

神領　西
にし
野
の
間
ま

大粟玲造家が祀るオフナトサン。綿着と帷子が供えられている。
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て
ず
に
参
拝
す
る
と
い
う
伝
承
と
同
じ

目
的
の
別
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
伝
承
で
あ
る

が
、
豆
飯
の
方
は
人
気
が
無
か
っ
た
の

か
現
在
は
完
全
に
廃
れ
て
い
た
。

ハ
の
「
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
の
御
身（
マ
マ（
神
か
））

体
は

蛭
（
ひ
る
）
だ
か
ら
塩
分
は
い
け
な
い

…
…
各
地
」
と
あ
る
が
、
近
藤
は
実
は

こ
の
点
に
最
大
の
魅
力
を
感
じ
て
現
地

に
飛
び
込
ん
だ
次
第
で
あ
る
。
事
前
の

大
粟
氏
と
の
面
談
に
際
し
て
も
、
全
地

区
の
ほ
ぼ
半
数
で
こ
の
伝
承
が
あ
る
と

聞
い
た
た
め
、
は
や
る
自
分
の
心
を
鎮

め
る
の
に
苦
労
し
た
程
で
あ
る
。
こ
の

詳
細
は
別
稿
の
事
例
編
で
紹
介
す
る
が
、
全
く
の
期
待
外
れ
で
あ
っ
た
。
必
死
に
な
っ
て
調
査
し
た
結
果
、
蛭
伝
承
の
破
片
と
覚
し
き

も
の
が
旧
上
分
村
と
旧
阿
川
村
と
旧
神
領
村
の
三
ヶ
村
で
八
例
拾
え
た
だ
け
で
、
結
果
は
散
々
で
あ
っ
た
。
蛭
伝
承
と
直
結
す
る
「（
供

物
）
の
塩
分
は
い
け
な
い
」
と
す
る
口
碑
も
二
～
三
そ
の
断
片
が
聞
け
た
の
み
で
、
御
神
体
が
蛭
だ
か
ら
と
明
言
し
た
事
例
は
一
例
の

み
で
あ
る
。
三
二
年
前
は
「
各
地
」
に
あ
っ
た
伝
承
も
、
現
在
は
無
き
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
り
に
破
片
で
あ
ろ
う
が
断

片
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
の
聞
き
取
り
調
査
で
こ
の
事
が
確
認
し
得
た
と
い
う
点
に
、
近
藤
は
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と

も
、
三
二
年
前
に
は
こ
の
伝
承
が
「
各
地
」
に
分
布
し
て
い
た
事
が
再
確
認
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
三
二
年
前
に
「
各

地
」
で
語
ら
れ
て
い
た
蛭
伝
承
が
、
今
は
全
神
経
を
集
中
さ
せ
て
も
殆
ど
そ
の
破
片
し
か
聞
き
取
り
得
な
い
と
は
残
念
な
限
り
で
あ
る

が
、
地
元
民
か
ら
子
沢
山
や
お
辞
儀
伝
承
と
較
べ
て
語
る
に
価
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
学
術
的
価
値
と
伝
承
価
値
の

写真５－３	 大粟家の御当主
	 	 大粟玲造氏
	 	 	岐神祭祀に関し、多くの事柄を御指導い

ただいた。記して謝意を表したい。



二
六

近　藤　直　也 153

齟そ

齬ご

と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
せ
め
て
蛭
伝
承
が
持
つ
重
要
な
価
値
と
そ
の
意
味
す
る
所
は
理
解
し
て
戴
き
た
い
も

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
第
一
節
で
言
及
し
た
如
く
、
岐ふ
な
と
が
み神信
仰
の
根
幹
、
ひ
い
て
は
キ
・
ミ
神
が
絡
ん
だ
創
世
神
話
全
般
に
関
わ
る
問

題
と
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ホ
の
「
子
ど
も
の
健
康
を
守
っ
て
く
れ
る
神
・
手
や
足
の
い
た
み
を
な
お
し
て
く
れ
る
神
・
旅
の
平
安
を
守
っ
て
く
れ
る
神
」
は
、

現
在
で
も
間ま

ま々

聞
く
事
が
で
き
る
。
中
で
も
子
供
の
健
康
を
守
る
神
伝
承
は
最
も
一
般
的
で
あ
り
、
四
〇
～
五
〇
歳
代
の
比
較
的
若
手

の
伝
承
者
は
、
最
初
に
こ
の
効こ
う

験け
ん

を
挙
げ
る
人
が
多
い
。
こ
れ
よ
り
上
の
世
代
の
人
に
な
る
と
、
子
供
の
守
り
神
の
他
に
手
足
の
痛
み

の
中
の
特
に
足
の
痛
み
を
治
す
神
の
効
験
を
語
る
人
が
増
え
る
。
実
際
に
足あ
し

痛い
た

を
取
り
除
い
て
も
ら
う
た
め
藁
草
履
を
供
え
て
い
る
事

例
が
あ
っ
た
。
加
え
て
、
こ
の
伝
承
と
そ
れ
に
伴
う
藁
草
履
は
最
も
古
風
な
「
旅
の
平
安
を
守
っ
て
く
れ
る
神
」
と
も
直
結
す
る
。
実

は
、
今
か
ら
一
〇
八
〇
年
も
前
の
九
三
〇
年
代
に
成
立
し
た
日
本
最
古
の
漢
和
辞
書
で
あ
る
『
和
名
抄
』（
源
順
著
）
に

道
祖　

風
俗
通
云
共
工
氏
之
子
好
遠
遊
故
其
死
後
以
為
祖
和
名
佐
倍

乃
加
美

岐
神　

日
本
紀
云
岐
神
和
名
布
奈

止
乃
加
美

道
神　

唐
韻
云

音
觴
和
名
太
無

介
乃
加
美
道
上
祭
一
云
道
神
也
⑨

と
あ
る
。
道さ
へ
の
か
み神・
岐
ふ
な
と
の

神か
み

・
道
た
む
け
の
か
み
神
の
三
神
は
、
厳
密
に
言
え
ば
各
々
名
前
が
違
う
よ
う
に
そ
の
機
能
を
異こ
と

に
す
る
。
例
え
ば
、
道さ
へ
の
か
み神の

場
合
は
遠
遊
を
好
ん
だ
人
面
蛇
身
の
共
工
氏
の
子
が
旅
行
中
に
死
ん
だ
た
め
、
祖さ
へ
の
か
み神と
し
て
祭
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ホ
の
第
三

義
で
あ
る
「
旅
の
平
安
を
守
っ
て
く
れ
る
神
」
の
ル
ー
ツ
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
道
た
む
け
の
か
み
神
は
道み
ち

上ば
た

と
く
に
峠
に
祀
ら
れ
、

枝
を
折
っ
て
旅
の
安
全
を
守
る
神
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
捨
て
が
た
い
。
ホ
の
第
三
義
は
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
を
指
し
て
「
旅
の
平
安
を

守
っ
て
く
れ
る
神
」
と
し
て
い
る
点
に
大
い
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
要
は
、
今
か
ら
一
〇
八
〇
年
も
前
の
九
三
〇
年
代
か
ら
既
に
現

在
と
同
様
の
混
同
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、『
日
本
書
紀
』
の
神
代
上
第
五
段
一
書
第
九
で
は
、「
岐
ふ
な
と
の

  

神か
み

」
の
本も
と

號の
な

を

「
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
」
と
し
て
お
り
、『
紀
』
成
立
の
七
二
〇
年
の
段
階
で
既
に
岐
ふ
な
と
の

神か
み

と
祖さ
へ
の
か
み神は
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
両
神
の
混
同

は
神
話
生
成
時
、
即
ち
弥
生
時
代
以
前
か
ら
発
生
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
を
「
旅
の
平
安
を
守
っ
て
く
れ
る
神
」

と
説
明
す
る
神
山
町
民
の
解
釈
は
、
以
上
の
如
く
と
て
つ
も
な
く
深
い
根
拠
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
い
く
ら
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強
調
し
て
も
強
調
し
過
ぎ
る
事
は
な
い
。

さ
て
、
徳
島
県
下
の
岐
神
信
仰
を
考
察
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
史
料
が
、『
記
』『
紀
』『
和
名
抄
』
の
他
に
も
う
一
つ
あ
る
。『
本
朝

世
紀
』
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
九
月
二
日
の
項
に
、

二
日
丙
午
。
天
晴
。（
略
）
近
日
東
西
両
京
。
大
小
路
衢
。
刻
レ

木
作
レ

神
。
相
對
安
置
。
凡
厥
躰
像
。
髣
二

髴
丈
夫
一。
頭
上
加
レ

冠
。
鬢

邊
垂
レ

纓
以
レ

丹
塗
レ

身
。
成
二

緋
衫
色
一。
起
居
不
レ

同
。
遞
各
異
レ

貌
。
或
所
又
作
二

女
形
一。
對
二

丈
夫
一

而
立
レ

之
。
臍
下
腰
底
。
刻
二

繪
陰

陽
一。
構
二

几
案
於
其
前
一。
置
二

坏
器
於
其
上
一。
兒
童
猥
雑
。
拝
禮
慇
懃
。
或
捧
二

幣
帛
一。
或
供
二

香
花
一。
號
曰
二

岐
神
一。
又
稱
二

御
霊
一。
未

レ

知
二

何
祥
一。
時
人
奇
レ

之
。⑩

と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
書
は
六
国
史
を
継
ぐ
史
書
と
し
て
、
鳥
羽
上
皇
の
命
に
よ
り
藤
原
信
西
が
編
纂
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
一
一
五
〇
～
一
一
五
九
年
頃
成
立
し
た
。
八
七
七
～
一
一
五
五
年
の
間
の
事
柄
を
記
述
し
て
い
る
が
、
同
時
代
の
歴
史
・
世

相
・
風
俗
に
言
及
し
て
お
り
、
史
料
的
に
高
い
価
値
を
持
つ
。
従
っ
て
、
こ
こ
の
記
載
内
容
は
ほ
ぼ
史
実
を
扱
っ
た
も
の
と
見
て
間
違

い
な
い
。

『
和
名
抄
』
が
承
平
年
間
（
九
三
一
～
九
三
八
）
の
成
立
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
本
史
料
の
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
九
月
二
日
の
頃
は
ほ

ぼ
同
時
期
で
あ
り
、『
和
名
抄
』
所
載
の
「
岐
ふ
な
と
の

  
神か
み

」
の
実
態
が
こ
こ
に
適
確
か
つ
簡
潔
に
記
さ
れ
た
も
の
と
判
断
し
得
る
。『
和
名
抄
』

に
は
「
岐
神　

日
本
紀
云
岐
神
和
名
布
奈

止
乃
加
美
」
と
し
か
記
さ
れ
ず
、
こ
の
神
が
『
紀
」
に
記
さ
れ
た
い
た
こ
と
と
、
そ
の
和
名
が
フ
ナ
ト
ノ
カ

ミ
と
訓
む
と
い
う
事
し
か
明
ら
か
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
較
べ
る
と
、『
世
紀
』（
以
下
『
本
朝
世
紀
』
を
『
世
紀
』
と
略
称
す

る
）
の
情
報
は
質
・
量
共
に
桁
違
い
に
豊
富
で
あ
る
。
以
下
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
そ
の
要
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
こ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
天
慶
元
年
九
月
二
日
現
在
に
お
い
て
「
近
日
」
つ
ま
り
最
近
の
流
行
現
象
と
し
て
、
東
ひ
が
し
の
き
ょ
う京
・
西に
し
の
き
ょ
う京
の
区
別
な
く
、

ま
た
大お
お

路じ

・
小こ
う

路じ

の
区
別
な
く
、「
衢ち
ま
た」
即
ち
道
の
四
つ
辻
と
い
う
辻
に
木
彫
り
の
岐
ふ
な
と
の

神か
み

が
建
立
祭
祀
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
神
山

町
内
で
七
六
七
基
の
岐
神
が
現
在
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
現
象
は
今
（
二
〇
一
一
年
現
在
）
か
ら
一
〇
七
三
年
前
の
京
都
に
お
い
て

も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
名
称
と
数
の
多
さ
は
両
者
に
共
通
す
る
。
確
か
に
、
木
彫
の
御
神
体
と
丸
石
の
違
い
、

衢ち
ま
たと
屋
敷
の
内
外
の
境
界
の
違
い
等
、
細
部
の
相
違
点
は
あ
る
が
、
神
山
町
内
で
は
元
来
二
～
三
戸
が
共
同
で
祀
っ
て
い
た
点
を
考
慮
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す
れ
ば
、
当
然
歩
道
の
辻
で
の
祭
祀
と
な
り
、
場
所
に
関
し
て
は
思
っ
た
程
の
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。

「
相
對
安
置
。
凡
厥
躰
像
。
髣
二

髴
丈
夫
一。
頭
上
加
レ

冠
。
鬢
邊
垂
レ

纓
。
以
レ

丹
塗
レ

身
。
成
二

緋
衫
色
一。」
と
あ
る
点
か
ら
推
せ
ば
、
岐

神
は
男
女
一
対
で
あ
り
、
互
い
に
道
端
に
向
い
合
っ
て
佇ち
ょ

立り
つ

し
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
道
を
挟
ん
で
佇た
た
ずむ
の
か
、
一
方
の
道
端
に
向
い

合
っ
て
立
つ
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
後
に
「
几つ
く
え案
」
を
前
に
据
え
て
幣
帛
・
香
花
を
供
え
る
点
か
ら
推
せ
ば
、
道
端
に
向
い
合
わ
せ
て

祀
っ
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
道
を
挟
ん
で
祀
れ
ば
、
道
の
ま
ん
中
に
机
を
置
か
ね
ば
な
ら
ず
、
通
行
の
妨
げ
に
な
る
。「
厥ケ
ッ

躰タ
イ

」
と

は
立
像
の
意
で
あ
り
、
二
神
と
も
立
ち
姿
で
あ
っ
た
。
男
神
は
頑
健
な
体
躯
で
あ
り
、
頭
上
に
冠
を
被
り
、
そ
の
纓
か
ん
む
り
ひ
もは
鬢び
ん

の
辺
に
垂

れ
て
い
る
。
御
神
体
に
は
丹
が
塗
ら
れ
、
あ
た
か
も
緋ひ

色い
ろ

の
下
着
を
付
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
女
神
も
恐
ら
く
同
色
で
塗
ら
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。

「
起
居
不
レ

同
。
遞
各
異
レ

貌
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
辻
々
に
立
つ
男
女
一
対
の
岐
神
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
起き

居き
ょ

」
と
は

立
ち
居
ふ
る
ま
い
の
事
で
あ
り
、「
遞て
い

各か
く

」
と
は
大
小
の
各
辻
々
に
立
ち
そ
れ
ら
が
互
い
に
繫つ
な

が
り
合
っ
て
い
る
か
の
如
き
一
対
の
岐
神

を
指
す
。
ど
れ
も
み
な
個
性
的
で
あ
り
、
一
つ
と
し
て
同
一
の
姿
勢
を
取
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
容
貌
も
総
て
異
な
っ
て
い
た
。
裏
を

返
せ
ば
、
全
部
作
者
が
違
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
辻
単
位
で
、
そ
の
界
隈
に
住
む
腕
自
慢
が
作
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
遞
」
と
は

「
リ
レ
ー
式
に
送
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
辻
毎
に
立
つ
岐
神
の
多
さ
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

「
或
所
又
作
二

女
形
一。
對
二

丈
夫
一

而
立
レ

之
。
臍
下
腰
底
。
刻
二

繪
陰
陽
一。」
と
あ
る
が
、
こ
の
部
分
か
ら
も
男
女
一
対
の
神
像
で
立
ち
姿

で
あ
っ
た
事
が
判
明
す
る
。
但
し
、「
或
所
又
作
二

女
形
一

」
に
注
目
す
れ
ば
、
文
脈
か
ら
推
せ
ば
女
性
の
性
器
を
指
す
。
前
文
に
「
相
對

安
置
」
と
あ
る
た
め
、
男
女
神
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
立
っ
て
い
た
か
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
中
に
は
性
器
を
露あ
ら
わに
す
る
御
神
体
も

あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
、
臍
下
ま
た
は
腰
底
の
部
分
に
「
陰
陽
」
を
刻
ん
だ
り
描
い
た
り
す
る
点
で

あ
る
。
緋あ
か

い
薄
い
下
着
を
身
に
纏
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
中
に
は
両
神
の
性
器
の
部
分
が
透
け
て
見
え
て
い
る
も
の
も
い
く
つ
か

あ
る
。
こ
れ
ら
一
対
の
神
々
が
、
当
時
の
都
中
の
辻
々
に
例
外
な
く
立
っ
て
い
る
様
子
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
一
〇
世
紀
前
後
の
都
に

住
む
貴
賤
衆
庶
の
価
値
観
や
世
界
観
・
宇
宙
論
ま
で
が
皮
膚
感
覚
を
通
し
て
透
け
て
見
え
そ
う
で
あ
る
。
性
に
対
し
て
は
大
ら
か
で
あ

り
、
貴
賤
衆
庶
は
ご
く
当
た
り
前
の
風
景
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
を
猥わ
い

褻せ
つ

と
し
て
撤
去
す
る
事
は
無
か
っ
た
。
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性
器
露
出
像
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
一
対
の
岐
神
像
が
都
中
の
辻
々
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
厳
粛
に
受
け
と
め
れ
ば
、
猥
褻
感
な

ど
微み

塵じ
ん

も
感
じ
さ
せ
な
い
程
の
大
き
な
威
力
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
後
に
詳
述
す
る
が
、
こ
の
威

力
こ
そ
が
こ
の
世
に
住
む
人
々
に
対
す
る
皆
殺
し
状
況
で
あ
っ
た
。

「
構
二

几
案
於
其
前
一。
置
二

坏
器
於
其
上
一。
兒
童
猥
雑
。
拝
禮
慇
懃
。
或
捧
二

幣
帛
一。
或
供
二

香
花
一。」
と
あ
る
が
、
大
人
と
子
供
は
正
反

対
の
態
度
で
こ
の
祭
礼
に
臨
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
中
に
は
性
器
を
刻
ん
だ
男
女
の
緋あ
か

い
岐
神
の
立
像
の
前
に
は
机
が
構
え
ら
れ
、

机
上
に
は
供
物
を
山
盛
り
に
し
た
坏つ
き

や
器う
つ
わな
ど
幾
種
類
も
の
品
々
が
所
狭
し
と
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
幼
い
子
供
達
は
正
直
な
も
の
で
、

厳
粛
な
宗
教
性
な
ど
理
解
で
き
ず
、
た
だ
性
器
の
部
分
に
の
み
注
目
し
、
無
邪
気
に
囃
し
立
て
て
い
た
に
違
い
な
い
。「
兒
童
猥
雑
」
と

は
こ
の
事
を
指
す
。
今
で
言
え
ば
、
小
学
生
低
年
学
の
世
代
で
あ
ろ
う
か
。
い
つ
の
時
代
も
、
子
供
の
反
応
は
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
大
人
達
は
大
ま
じ
め
で
あ
り
、
或
者
は
慇
懃
に
礼
拝
し
、
ま
た
或
者
は
幣
帛
を
厳
か
に
捧
げ
祀
り
、
ま
た
或
者
は

香
花
を
恭
う
や
う
やし
く
手
向
け
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
辺
の
、
岐
神
に
対
す
る
子
供
と
大
人
の
正
反
対
の
姿
勢
に
し
っ
か
り
と
注
目
し
て
お
か

な
い
と
、
一
〇
世
紀
頃
の
都
の
岐
神
信
仰
に
対
す
る
正
確
な
把
握
は
望
む
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
の
解
釈
は
、
や
や
も
す
れ
ば

こ
の
点
を
軽
視
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
姿
勢
は
厳
に
慎
み
た
い
。

最
後
に
、「
號
曰
二

岐
神
一。
又
稱
二

御
霊
一。
未
レ

知
二

何
祥
一。
時
人
奇
レ

之
。」
と
あ
る
。
一
部
裸
同
然
の
丹
塗
り
の
男
女
二
神
像
が
、「
岐
ふ
な
と
の

  

神か
み

」
で
あ
る
事
が
最
後
に
判
明
す
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
岐
神
の
別
名
が
「
御
霊
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
点
は
、
最
大
限
の
注

意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
従
来
は
こ
の
部
分
は
余
り
注
目
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
岐
神
が
正
当
に
評
価
さ
れ
な
か
っ

た
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
抑そ
も

々そ
も

、
岐
神
は
キ
・
ミ
神
話
で
は
絶こ

妻と

之ど

誓わ
た
し建
の
項
に
お
い
て
、
あ
の
世
と
こ

の
世
を
峻
別
す
る
た
め
に
境
界
に
投
げ
捨
て
た
杖
か
ら
化
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
名
を
衝つ
き

立た
つ

船ふ
な

戸ど
の

神か
み

・
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
と
称
し
た
。

来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
の
略
称
が 

岐
ふ
な
と
の

  

神か
み

で
あ
る
。
既
に
先
に
言
及
し
た
が
、
ミ
神
は
黄
泉
国
に
お
い
て
一
日
千
人
の
こ
の
世
の
人
間
を
絞
殺
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
恐
る
べ
き
神
は
、
越
境
せ
ず
と
も
こ
の
あ
り
様さ
ま

で
あ
り
、
万
一
越
境
す
れ
ば
キ
神
ま
で
取
り
殺
す
程
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
世
の
人
々
は
皆
殺
し
の
憂
き
目
に
会
う
事
必ひ
つ
じ
ょ
う定で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
御ご
り
ょ
う霊
」
と
併
称
さ
れ
る
所ゆ
え
ん以
が
あ
る
。「
御
霊
」
と
い
う
表

現
で
も
足
り
な
い
程
の
極
め
て
恐
る
べ
き
神
で
あ
っ
た
。
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元
来
、
岐
ふ
な
と
の

  

神か
み

は
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
と
言
わ
れ
る
如
く
来
る
こ
と
を
拒
否
し
、
そ
し
て
越
境
を
遮
り
、
こ
の
世
の
人
々
の
身
体
・
生
命
の

安
全
を
護
る
は
ず
の
神
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
つ
の
間
に
か
恐
る
べ
き
ミ
神
の
性
格
が
投
映
さ
れ
、
皆
殺
し
の
神
と
見み

做な

さ
れ
る

に
至
っ
た
。
こ
れ
は
周
代
の
疫
病
を
追
い
払
う
役
の
方ほ
う

相そ
う

氏し

が
、
日
本
に
伝
来
し
て
し
ば
ら
く
た
つ
と
、
追
儺
に
お
け
る
鬼
と
見
做
さ

れ
て
し
ま
う
現
象
と
同
一
の
展
開
で
あ
る
。
追
う
当
事
者
が
、
逆
に
追
い
払
わ
れ
る
べ
き
存
在
と
見
做な

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
キ
・
ミ
神

は
、
も
と
は
夫
婦
仲
良
く
国
造
り
を
し
て
い
た
。
国
土
の
他
に
、
風
・
食
料
・
海
・
山
・
海
峡
・
樹
木
・
土
な
ど
万
物
を
生
み
、
そ
の

後
火か
ぐ

神つ
ち

を
産
ん
だ
事
が
元
で
焼
け
死
ぬ
の
で
あ
っ
た
。
死
の
何
た
る
か
を
未
だ
知
ら
な
い
キ
神
が
黄
泉
国
へ
行
き
、
ミ
神
の
復
活
を
願

う
の
だ
が
、
ミ
神
と
の
約
束
を
破
っ
て
寝
姿
を
見
る
と
そ
こ
に
は
腐
爛
し
た
死
体
し
か
無
か
っ
た
。
死
の
現
実
を
知
っ
た
キ
神
は
、
ミ

神
に
追
わ
れ
な
が
ら
必
死
で
こ
の
世
ま
で
逃
げ
、
一
命
を
取
り
止
め
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
界
に
杖
を
投

げ
捨
て
て
衝つ
き

立た
つ

船ふ
な

戸ど
の

神か
み

・
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
（
岐
神
）
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
連
の
流
れ
を
マ
ク
ロ
な
視
点
で
眺
め
れ
ば
、
岐
ふ
な
と
の

神か
み

は
ミ
神
の
存
在
な
し
に
は
誕
生
し
得
な
か
っ
た
事
が
理
解
で
き
よ
う
。
ミ
神
に
よ
っ
て
創
成
さ
れ
た
神
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

岐ふ
な
と
の

神か
み

が
「
御
霊
」
と
別
称
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
根
本
的
理
由
が
あ
っ
た
。

両
神
の
性
器
を
見
て
大
は
し
ゃ
ぎ
す
る
子
供
達
と
対
照
的
に
、
大
人
達
が
大
変
厳
粛
な
面
持
ち
で
祭
礼
を
挙
行
す
る
必
然
性
は
こ
の

点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
祭
礼
挙
行
に
よ
っ
て
一
日
の
死
者
数
が
千
人
に
納
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
怠
れ
ば
都
中
は
お

ろ
か
日
本
中
の
人
々
が
皆
殺
し
状
況
に
陥
る
の
で
あ
る
。「
御
霊
」
と
併
称
さ
れ
る
必
然
性
は
こ
の
点
に
あ
っ
た
。
岐
神
祭
祀
と
は
、
こ

れ
程
の
重
要
な
意
味
を
含
ん
で
い
た
。
ま
さ
に
、
生
死
を
か
け
た
命
が
け
の
祭
祀
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
従
来
全
く
考
察
さ
れ
て
来

な
か
っ
た
。
ま
た
、
九
三
八
年
前
後
の
都
中
で
の
岐
神
の
祭
祀
は
、
キ
・
ミ
神
話
の
絶こ

妻と

之ど

誓わ
た
し建
場
面
も
含
ん
だ
創
世
神
話
の
再
演
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
国
生
み
・
神
生
み
の
象
徴
と
し
て
男
女
二
神
の
性
器
強
調
が
あ
っ
た
。
岐
神
と
さ
れ
る
男
女
二

神
の
木
製
立
像
は
、
正
確
に
は
キ
・
ミ
二
神
を
象
徴
し
て
い
た
。
即
ち
、
元
来
は
岐
神
が
生
成
さ
れ
る
に
至
る
過
程
を
道
端
の
こ
の
二

神
立
像
の
中
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
杖
か
ら
化
生
し
た
岐
神
は
基
本
的
に
独
り
神
な
の
に
な

ぜ
男
女
二
神
に
な
っ
た
の
か
の
謎
も
見
事
に
氷
解
す
る
。

こ
れ
程
の
重
要
な
意
味
を
含
ん
だ
祭
祀
で
あ
る
が
、
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
の
段
階
に
も
な
れ
ば
流
行
神
で
は
あ
る
が
恒
例
の
祭
り
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と
な
り
、
ま
た
各
辻
々
に
立
つ
岐
神
は
都
人
達
か
ら
す
れ
ば
厭
で
も
毎
日
視
野
に
入
る
た
め
、
見
慣
れ
た
ま
た
見
飽
き
た
光
景
と
し
か

映
ら
な
く
な
る
。
従
っ
て
「
未
レ

知
二

何
祥
一

」
と
な
り
、
そ
の
本
来
の
意
味
や
岐
神
の
有
難
さ
す
ら
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
但

し
、
先
人
の
祭
祀
手
順
は
形
骸
化
し
て
い
る
も
の
の
ま
だ
辛
う
じ
て
残
さ
れ
て
い
た
。「
祥
」
と
は
「
め
だ
た
い
き
ざ
し
」
と
か
「
災
い

の
前
ぶ
れ
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
が
、
か
つ
て
は
皆
殺
し
に
さ
れ
る
の
か
、
何
と
か
生
き
残
れ
る
の
か
の
祥き
ざ
しを
受
け
取
る
た
め
の
極
め

て
切
迫
し
た
祭
礼
で
あ
っ
た
事
を
こ
こ
で
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
既
に
こ
の
元
の
伝
承
が
消
え
て
形
骸
化
し
た
天
慶
元
年
（
九
三

八
）
現
在
、「
時
人
奇
之
」
と
な
り
奇
妙
な
祭
り
だ
が
先
人
達
か
ら
引
き
継
い
で
い
る
の
で
、
や
め
る
に
止
め
ら
れ
な
い
と
言
っ
た
所
で

あ
ろ
う
。

僅
か
一
二
〇
文
字
の
漢
文
で
あ
る
が
、
詳
細
に
読
み
込
め
ば
天
慶
元
年
当
時
の
都
の
流は
や
り行
神が
み

祭
祀
の
状
況
が
、
以
上
の
如
く
極
め
て

リ
ア
ル
に
手
に
取
る
よ
う
に
把
握
さ
れ

る
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
岐
神
と
い
う
独

り
神
が
夫
婦
神
と
し
て
、
し
か
も
性
器

強
調
ま
で
し
て
祀
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
か
、
ま
た
「
御
霊
」
と
い
う
別

称
を
持
ち
合
せ
て
い
た
か
が
以
上
の
分

析
で
明
解
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
を
踏

ま
え
て
、
現
在
の
神
山
町
の
岐
神
祭
祀

と
の
比
較
を
簡
単
に
試
み
て
お
き
た

い
。
表
１
に
纏
め
た
が
、
時
代
と
空
間

は
各
々
異
な
る
も
の
の
、
神
名
や
辻
と

い
う
祭
祀
場
所
は
共
通
す
る
。
ま
た
、

性
器
を
強
調
し
た
男
女
の
木
彫
立
像
は

時
代

天
慶
元
年
（
九
三
八
）

二
〇
一
一
年

神
名

岐
神
・
御
霊

オ
フ
ナ
ト
さ
ん

祭
祀
場
所

都
中
の
大
・
小
路
の
辻

徳
島
県
名
西
郡
神
山
町
内

二
～
三
戸
が
集
ま
り
や
す
い
道
の
辻

後
に
家
毎

御
神
体

木
彫
立
像

丹
塗
・
緋
衫

陰
陽
刻
絵

丸
石
（
二
～
三
個
か
ら
数
十
個
）

子
供
一
二
人
ま
た
は
一
三
人

供
物

机
上
の
器
・
坏
に
供
物
を
盛
る

幣
帛
・
香
花

御
飯
・
赤
飯
な
ど
の
食
べ
物

綿
着
・
帷

か
た
び
ら（
紙か

み

子こ

）

祭
神
の
性
格

一
〇
世
紀
前
後
の
平
安
京
の

流
行
神

近
世
以
前
の
神
山
町
の
流
行
神

表１．		10世紀前後の京都の岐神祭祀状況と、現在の徳島
県名西郡神山町内岐神祭祀状況比較対照表
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神
山
町
の
一
二
人
の
子
神
の
登
場
と
い
う
形
で
結
果
論
的
に
表
明
さ
れ
て
お
り
、
原
因
と
結
果
の
違
い
だ
け
で
あ
り
、
両
者
は
共
通
す

る
。
加
え
て
、
供
物
に
注
目
す
れ
ば
坏
や
器
に
盛
る
物
は
当
然
食
料
で
あ
り
、
神
山
町
の
御
飯
・
赤
飯
と
重
な
る
。
一
〇
世
紀
の
都
の

幣
帛
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
現
在
の
神
山
町
に
お
け
る
綿
着
・
帷
か
た
び
ら（
紙か
み

子こ

）
に
当
た
ろ
う
。
偶
然
に
も
こ
こ
に
両
者
を
突
き
合
わ
せ
て
始

め
て
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
綿
着
の
「
綿
」
と
は
木
綿
以
前
は
真ま

綿わ
た

で
あ
り
、
白
い
絹
布
「
帛
」
の
材
料
で
あ
る
。
ま
た
「
幣
」

と
は
御
幣
の
幣
で
あ
り
、
紙
を
切
っ
て
串
に
挟
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
一
〇
世
紀
の
「
幣
帛
」
と
現
在
の
「
綿
着
」「
帷
か
た
び
ら（
紙か
み

子こ

）」
の
間

に
は
、
思
っ
た
程
の
隔
絶
は
認
め
ら
れ
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
一
〇
世
紀
の
「
幣
帛
」
の
近
世
ま
た
は
今
日
的
表
現
が
「
帷
か
た
び
ら（
紙か
み

子こ

）」

と
「
綿
着
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
割
り
箸
や
黍き
び

稈が
ら

に
着
物
の
形
に
切
り
抜
い
た
紙
を
挟
ん
だ
姿
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ど
こ

か
ら
見
て
も
御ご

幣へ
い

以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
こ
れ
が
一
月
一
六
日
に
岐
神
に
供
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
。
割
り
箸
や
黍
稈
の
先
に

綿
を
巻
き
つ
け
た
物
を
供
え
る
「
綿わ
た

着ぎ

」
は
、
一
一
月
一
六
日
に
岐
神
に
供
え
ら
れ
る
。「
帛
」
の
材
料
で
あ
る
真
綿
を
岐
神
に
供
え
て

い
た
と
す
れ
ば
、
神
山
町
の
岐
神
祭
祀
は
平
安
時
代
の
祭
り
方
を
今
に
残
す
も
の
と
し
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
し
て
、
こ

れ
が
古
代
か
ら
近
世
の
あ
る
時
期
に
こ
の
地
方
で
爆
発
的
に
大
流
行
を
見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

更
に
こ
の
幣
帛
と
し
て
の
「
綿
着
」
が
元
に
な
っ
て
、
そ
の
年
に
生
ま
れ
た
孫
に
嫁
の
実
家
か
ら
綿
入
れ
の
着
物
が
贈
ら
れ
る
風
習

（
こ
の
行
事
も
不
思
議
と
「
綿わ
た

着ぎ

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
が
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
考
察
の
根
拠
は
後
に
詳
述
す
る
が
、
岐
神

信
仰
の
「
綿
着
」（
以
下
、
こ
れ
を
「
神
綿
着
」
と
表
記
す
る
）
と
通
過
儀
礼
の
「
綿
着
」（
以
下
、
こ
れ
を
「
子
綿
着
」
と
表
記
す
る
）

は
ほ
ぼ
同
一
地
域
の
狭
い
範
囲
に
し
か
分
布
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。「
綿
着
」
自
体
、
全
国
的
に
見
れ
ば
極
め
て
稀
な
民
俗
事
象
で

あ
り
、
徳
島
県
下
で
も
阿
波
・
板
野
・
名
東
・
名
西
・
麻
植
郡
辺
の
県
北
東
部
（
県
全
域
の
約
三
分
の
一
の
面
積
を
占
め
る
）
に
分
布

す
る
。
し
か
も
、
岐
神
信
仰
と
通
過
儀
礼
の
両
者
に
見
え
る
綿
着
の
分
布
範
囲
は
ほ
ぼ
重
な
り
、
単
な
る
偶
然
の
一
致
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
歴
史
の
古
さ
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
岐
神
は
記
紀
神
話
・
後
に
詳
述
す
る
が
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）
の
『
日
本
三
代
実
録
』
の

記
事
・
一
〇
世
紀
の
『
和
名
抄
』・『
世
紀
』
等
に
頻
出
し
て
お
り
、
当
然
な
が
ら
幣
帛
は
奉
献
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

通
過
儀
礼
の
綿
着
は
管
見
で
は
、
近
世
後
期
成
立
の
『
阿
波
国
高
河
原
村
（
現
名
西
郡
石
井
町
高
川
原
）
風
俗
問
状
答
』
を
初
見
と
し

て
、
近
代
以
降
の
上
記
各
郡
地
域
の
郡
市
町
村
史
に
し
か
登
場
し
な
い
。
一
方
、
一
一
月
一
五
日
と
い
う
日
取
り
か
ら
考
え
て
、
仮
り
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に
こ
れ
が
七
五
三
の
祝
い
行
事
か
ら
の
派
生
と
位
置
付

け
て
も
、
七
五
三
の
祝
い
自
体
は
近
世
以
降
の
成
立
で

あ
り
そ
ん
な
に
古
い
も
の
で
は
な
い
。
以
上
の
諸
点
を

勘
案
す
れ
ば
、
岐
神
信
仰
の
綿
着
か
ら
通
過
儀
礼
の
綿

着
が
発
生
し
た
と
の
考
察
を
首
肯
し
得
よ
う
。

　
　
二－

二
　
三
つ
の
船ふ
な

蓋と

比ひ

咩め

神
社
と
岐ふ
な
と神
信
仰

さ
て
、
神
山
町
七
六
七
基
の
岐
神
信
仰
と
密
接
に
関

連
す
る
の
だ
が
、
県
下
三
ヶ
所
に
点
在
す
る
船
盡
比
咩

神
社
に
つ
い
て
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
言
及
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
場
所
は
地
図
４
に
示
し
た
如
く
、

互
い
に
近
接
し
た
位
置
に
あ
る
。
三
社
と
も
同
一
社
名

を
名
乗
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
が
本も
と

宮み
や

な
の
か
俄
に
は
決

し
難
い
の
で
あ
る
。
事
の
発
端
は
、『
日
本
三
代
実
録
』

所
載
の
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）
一
一
月
二
九
日
の
記

事
か
ら
始
ま
る
。

�

廿
九
日
乙
未
。
天
南
有
レ

声
。
如
レ

雷
。
授
二
丹
波
国
従

四
位
下
出
雲
神
従
四
位
上
一。
従
五
位
下
阿
当
護
神
従

五
位
上
。
正
六
位
上
奄
我
神
従
五
位
下
。
阿
波
国
正

六
位
上
伊
比
良
咩
神
。船
盡
比
咩
神
。並
従
五
位
下
。⑪

本
書
は
天
安
二
年
（
八
五
八
）
～
仁
和
三
年
（
八
八

七
）
の
三
〇
年
間
に
起
こ
っ
た
事
柄
を
記
し
た
も
の
で

北

旧名西郡広野村

旧名西郡入田村

鮎　　喰　　川

旧名東郡国府町 旧
名
東
郡
名
東
村

旧名東郡一宮村

長谷八幡神社
長
谷 船

盡
比
咩
神
社

　
　＝

羽
辻
大
明
神

2
3歯

ノ
辻

行者野北

二本木
船
盡
比
咩
神
社

（
遥
拝
所
）

南行者野高瀬

下地
臼嶽 方子

1
舟
戸

船盡比咩神社

舟
戸
谷
川

和田

早淵

延命 僧都

地図４．和田・早淵・延命・僧都・舟戸の位置関係と、三つの船
ふな
盡
と
比
ひ
咩
め
神社の分布図

１は、旧名東郡一宮村舟戸地区所在の船盡比咩神社。この地図には舟戸川が流れている。氏子圏は、舟戸地区のみ。
２は、旧名西郡広野村歯の辻所在の船盡比咩神社。鮎喰川左岸に位置する。
３は、旧名西郡入田村二本木所在の船盡比咩神社。鮎喰川右岸に位置する。２の本宮に対する遥拝所に相当する。歯
ノ辻・二本木・行者野・方子・臼嶽・高瀬・下地の各地区は、２・３の氏子圏である。
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あ
り
、
六
国
史
の
中
の
六
番
目
の
史
書
と
な
る
。
藤
原
時
平
他
三
名
が
編
纂
し
、
九
〇
一
年
に
成
立
し
た
。
編
年
体
で
記
さ
れ
て
お
り
、

当
時
の
状
況
を
ほ
ぼ
あ
り
の
ま
ま
に
描
写
し
た
と
見
て
よ
い
。
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）
の
一
一
月
二
九
日
は
、
現
行
太
陽
暦
に
換
算

す
れ
ば
一
二
月
二
七
日
と
な
る
。
こ
の
日
、
天
空
の
南
方
か
ら
恐
ろ
し
げ
な
声
が
響
き
、
雷
鳴
の
よ
う
な
凄
さ
で
あ
っ
た
。
天
皇
を
始

め
朝
廷
関
係
者
は
相
当
び
び
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
怪
異
を
鎮
め
る
た
め
、
丹
波
国
の
出
雲
神
・
阿
当
護
神
・
奄
我
神
と
阿
波
国
の

伊
比
良
咩
神
・
船
盡
比
咩
神
の
五
神
に
対
し
、
各
々
の
元
の
位
に
応
じ
て
一
階
級
ず
つ
位
階
を
上
げ
て
い
る
。
ど
う
い
う
基
準
で
丹
波

国
と
阿
波
国
の
神
社
が
選
ば
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
各
神
社
の
現
在
地
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
る
。
丹
波
国
出
雲
神
は
、
現
在
の
亀

岡
市
千
歳
町
出
雲
に
鎮
座
し
、
丹
波
国
一
の
宮
と
し
て
、
ま
た
「
元も
と

出い
ず
も雲
」
と
も
称
さ
れ
る
程
由
緒
正
し
い
神
社
で
あ
る
。「
阿
当
護

神
」
と
は
恐
ら
く
愛あ
た
ご宕
神
の
事
で
あ
ろ
う
。『
全
国
神
社
名
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
亀
岡
市
千
歳
町
国
分
に
鎮
座
し
、「
愛
宕
本
宮
」
と
も
称

さ
れ
て
い
る
。
全
国
の
愛
宕
神
社
の
本
宮
で
あ
り
、「
延
喜
式
神
名
帳
・
三
代
実
録
に
明
記
さ
れ
た
古
社
⑫
」
と
言
う
。
神
社
側
も
八
七

二
年
の
一
件
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、「
奄
我
神
」
だ
け
は
所
在
不
明
で
あ
っ
た
が
、『
名
鑑
』
を
精
査
す
れ
ば
全
国
八
万
三
千
八
百
余
社
の
索
引
の
中
に
「
庵
我
神

社
」
が
京
都
府
福
知
山
市
中な
か

地
区
に
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
た
。
福
知
山
市
は
元
は
丹
波
国
に
属
し
て
お
り
、「
奄
」
と
「
庵
」
の
字
形
が

若
干
異
な
る
も
の
の
、
他
に
類
似
の
名
称
が
皆
無
で
あ
っ
た
た
め
、
時
代
に
よ
る
字
形
の
変
化
と
し
て
、
同
社
を
八
七
二
年
の
段
階
で

「
奄
我
神
」
を
祀
っ
た
神
社
と
比
定
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

さ
て
、
残
る
阿
波
国
二
社
で
あ
る
が
、
伊
比
良
咩
神
の
方
は
『
徳
島
県
神
社
誌
』
に
よ
れ
ば
板
野
郡
藍
住
町
徳
命
に
鎮
座
す
る
「
伊
比

良
咩
神
社
」
の
祭
神
と
し
て
い
る
。「
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
十
二マ

日マ

廿
九
日
阿
波
国
正
六
位
上
伊
比
良
咩
神
社
に
従
五
位
下
を
授
け

た
旨
が
『
三
代
実
録
』
に
見
え
て
い
る
⑬
」
と
述
べ
て
お
り
、
徳
島
県
神
社
庁
側
は
公
式
に
『
三
代
実
録
』
の
記
事
を
追
認
し
て
い
る
。

残
る
一
神
の
「
船
盡
比
咩
神
」
の
所
在
の
特
定
は
極
め
て
厄
介
で
あ
る
。
地
図
４
に
示
し
た
如
く
、
約
半
径
二
・
五
㎞
の
中
に
三
つ

の
船
盡
神
社
が
混
在
す
る
。
し
か
も
、
ど
の
神
社
が
八
七
二
年
当
時
か
ら
存
在
し
た
も
の
か
決
定
的
な
証
拠
が
無
い
の
で
あ
る
。
確
か

に
、『
徳
島
県
神
社
誌
』
は
名
西4

郡
神
山
町
阿
野
字
歯
の
辻
に
鎮
座
す
る
船
尽
神
社
の
事
と
し
て
比
定
し
、

式
外
の
古
社
。『
三
代
実
録
』
に
「
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
十
一
月
乙
未
正
六
位
上
船
尽
比
咩
神
に
従
五
位
下
を
加
う
」
と
み
え
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る
。
俗
に
「
歯
の
辻
神
社
」
と
称
え
歯
痛
を
治
す
神
と
し
て
箸
を
納
め
る
風
が
あ
る
。⑭

と
説
明
す
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
ら
れ
れ
ば
何
の
問
題
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
成
立
の
『
阿
波

志
』「
名
東4

郡
（
傍
点
近
藤
）

」
の
条く
だ
りに
よ
れ
ば

船
盡
祠　

一
宮
祠
の
東
百
八
十
歩
、
船
渡
神
あ
り
。
或
は
以
て　

船
盡
と
為
す
是
な
り
。
三
代
実
録
貞
観
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

従
五
位
下
を
授
く
、
旧
事
記
に
云
ふ
島マ
マ

之
石
楠
船
神
、
又
の
名
は
天
島マ
マ

船
神
、
大
宜
都
姫
の
兄
弟
也
。
（
一
部
分
読
点
近
藤
）

⑮

と
あ
る
。
本
書
は
、
阿
波
藩
お
抱か
か

え
の
儒
者
佐
野
之
憲
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
翻
刻
者
の
笠
井
藍
水
が
「
誤
謬
の
記
事

も
所
々
に
散
見
す
る
⑯
」
と
言
う
如
く
、
引
用
文
中
の
マ
マ
を
施
し
た
「
島
」
は
明
ら
か
に
「
鳥
」
の
誤
り
で
あ
る
。
天あ
め
の

鳥と
り

船ふ
ね
の

神か
み

と

は
キ
・
ミ
二
神
の
子
で
あ
り
、『
古
事
記
』
で
は
神
々
の
生
成
の
条
で
「
次
に
生
め
る
神
の
名
は
、
鳥と
り

之の

石い
は
く
す
ぶ
ね
の

楠
船
神
、
亦
の
名
は
天あ
め
の
と
り
ふ
ね

鳥
船

と
謂
ふ
。
次
に
大お
ほ

宜げ

都つ

比ひ

売め
の

神
を
生
み
き
」⑰ 

と
あ
る
。

佐
野
は
「
船
盡
祠
」「
船
渡
神
」
を
前
に
し
て
、『
記
』
の
一
節
を
想
起
し
て
（「
旧
事
記
」
と
は
『
古
事
記
』
を
意
味
し
て
い
た
）
こ

こ
に
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
記
紀
神
話
に
登
場
す
る
フ
ナ
ト
神
は
「
衝つ
き

立た
つ

船ふ
な

戸ど
の

神か
み

」「
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
」「
岐
ふ
な
と
の

神か
み

」
で
あ
り
「
船
盡
」

「
船
渡
」
と
い
う
表
記
は
一
例
も
無
い
。
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
の
『
日
本
書
紀
』
上
巻
の
補
注
に
は
、「
岐
神
」
に
つ
い
て

道
の
分
岐
点
（
三
叉
路
）
に
立
て
ら
れ
た
道
祖
神
を
い
う
。
岐
は
、
わ
か
れ
道
の
意
。
名
義
抄
に
チ
マ
タ
の
訓
が
あ
る
。
来
名
戸

K
unado

と
い
う
の
が
原
形
。Funado

と
も
い
う
。（
略
）
子
音
Ｋ
と
Ｆ
と
は
聴
覚
印
象
が
甚
だ
近
い
の
で
、
交
替
す
る
の
で
あ
る
。

万
葉
集
に
、
奥
（
於
久
）
を
「
於
父
」
と
し
た
例
な
ど
が
あ
る
。
岐
神
は
、
邪
悪
な
も
の
が
部
落
の
中
に
入
っ
て
来
る
な
「
来
（
ク
）

勿
（
ナ
）」
と
禁
止
す
る
意
味
に
よ
っ
て
ク
ナ
ド
と
い
う
。
ト
は
通
路
の
意
。⑱

と
説
明
し
て
い
る
。
抑そ
も

々そ
も

フ
ナ
ト
と
は
ク
ナ
ト
の
意
で
あ
り
、
来
る
事
の
拒
否
に
そ
の
ル
ー
ツ
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
佐
野
の
所
説
の

如
き
「
船
」
と
は
一
切
無
関
係
で
あ
る
。
本
来
の
境
界
守
護
神
を
「
船
盡
」「
船
渡
」
と
い
う
当
て
字
に
惑
わ
さ
れ
、
鳥と
り

之の

石い
わ

楠く
す

船ぶ
ね
の
か
み神

や
天あ
め
の
と
り
ふ
ね

鳥
船
で
説
明
さ
れ
て
も
何
の
問
題
解
決
に
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
混
迷
へ
と
一
層
の
拍
車
を
か
け
る
結
果
に
終
わ

る
の
で
あ
っ
た
。
事
実
、
後
に
詳
述
す
る
が
岐ふ
な
と
が
み神に
つ
い
て
、
船
着
場
の
神
と
か
船
が
遡
上
す
る
限
界
線
の
神
な
ど
、
船
関
連
で
説
明

す
る
市
町
村
史
や
郷
土
史
家
が
近
代
以
降
か
ら
現
在
に
か
け
て
も
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
影
響
さ
れ
て
か
、
殆
ど
の
伝
承
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者
は
船
で
説
明
し
て
い
る
。

さ
て
、
佐
野
は
「
船
盡
祠
」
の
見
出
し
の
元
に
「
一
宮
祠
の
東

百
八
十
歩
、
船
渡
神
あ
り
、
或
は
以
て
船
盡
と
為
す
是
な
り
」
と

極
め
て
意
味
深
長
な
言
葉
を
記
し
て
い
る
。
近
藤
は
記
述
の
通
り
、

現
徳
島
市
一
宮
町
に
鎮
座
す
る
一
宮
神
社
を
起
点
と
し
、
そ
こ
か

ら
真
東
に
一
八
〇
歩
（
約
三
二
四
ｍ
）
歩
き
、
通
り
が
か
り
の
人

に
こ
の
辺
の
神
社
の
有
無
を
尋
ね
た
。
幼
児
を
連
れ
た
若
い
母
親

で
あ
っ
た
が
、
迷
わ
ず
案
内
し
て
下
さ
っ
た
の
が
「
船
尽
比
咩
神

社
」
の
額
が
掲
げ
ら
れ
た
神
社
で
あ
っ
た
（
写
真
６
参
照
）。
古
老

の
話
に
よ
れ
ば
こ
の
神
社
の
氏
子
は
現
在
三
〇
戸
（
最
盛
期
は
四

七
戸
）
で
あ
り
、
集
落
の
境
を
流
れ
る
川
が
舟
戸
川
で
あ
り
、
地

名
が
舟
戸
で
あ
っ
た
。
地
元
の
人
々
は
フ
ナ
ト
神
社
と
呼
び
、
オ

フ
ナ
ッ
ツ
ァ
ン
と
愛
称
し
て
い
る
。「
船
尽
比
咩
神
社
」
と
額
に
記

さ
れ
て
い
る
が
、
誰
も
こ
れ
を
フ
ナ
ハ
テ
ヒ
メ
神
社
と
は
呼
ん
で

い
な
い
。

『
阿
波
志
』
の
内
容
が
近
藤
の
脳
裏
に
あ
る
た
め
、
か
な
り
混
乱

し
た
。
抑そ
も

々そ
も

「
船
盡
祠
」
と
い
う
見
出
し
は
こ
の
神
社
名
が
元
か

ら
あ
っ
た
た
め
に
佐
野
が
掲
げ
た
も
の
か
、
ま
た
は
文
化
一
二
年

（
一
八
一
五
）
現
在
で
は
「
船
渡
神
」
と
地
元
の
人
は
呼
ん
で
い
た

が
、
こ
れ
を
『
三
代
実
録
』
所
載
の
「
船
盡
比
咩
神
」
の
社
に
比

定
し
た
い
た
め
に
敢
え
て
「
船
盡
祠
」
に
急
遽
書
き
替
え
た
の
か

写真６－１

旧名東郡一宮村舟戸所在のオフナトさん。（写真６－１～６－３）
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写真６－２	 ６－１の額の拡大
	 	 「船尽比咩神社」と記されている。

写真６－３　		船盡比咩神社の前を流れる舟戸川。普段は涸れ川であり、大雨
が降った時のみ水が流れる。
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区
別
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
地
元
の
古
老
に
祭
神
を
尋
ね
れ
ば
、
フ
ナ
テ
ヒ
メ
ヒ
コ
神
と
の
回
答
が
あ
り
、
新
た
な
神
名
の
出
現
に

頭
の
中
は
益
々
混
乱
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
祭
礼
日
を
尋
ね
れ
ば
、
旧
一
一
月
一
六
日
で
あ
り
、
こ
の
日
境
内
で
は
一
斗
釜
を
据
え

て
小
豆
粥
を
炊
き
、
氏
子
の
子
供
達
に
振
舞
う
と
い
う
。
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
は
子
供
が
一
一
人
お
り
、
お
参
り
に
行
く
時
に
は
音
を
立
て

ず
そ
っ
と
お
参
り
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
（
そ
の
理
由
と
し
て
供
物
を
子
供
が
全
部
食
べ
て
し
ま
う
と
い
う
説
明
ま
で
は
聞
け
な
か
っ

た
）。
御
神
体
は
丸
い
自
然
石
、
子
供
を
守
護
す
る
神
で
あ
り
、
祭
礼
日
に
子
供
達
が
境
内
に
集
ま
っ
て
ワ
ー
ワ
ー
騒
ぎ
な
が
ら
粥
を
食

べ
る
姿
を
見
て
喜
ぶ
と
い
っ
た
伝
承
が
聞
け
た
。
こ
れ
ら
は
、
神
綿
着
・
帷
か
た
び
ら
（
紙か
み

子こ

）
が
無
い
だ
け
で
先
に
詳
述
し
た
神
山
町
内
の
岐

神
伝
承
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
現
在
の
住
所
は
徳
島
市
一
宮
町
舟
戸
と
称
し
て
い
る
が
、
以
前
は
名
東
郡
上
八
万
村
に
属
し
、
そ
れ
以

前
の
近
世
は
名
東
郡
一
宮
村
で
あ
っ
た
。『
阿
波
志
』
に
も
名
東
郡
の
事
柄
と
し
て
「
船
盡
祠
」「
船
渡
神
」
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
細
部
の
数
々
の
疑
問
点
は
後
で
詰
め
る
と
し
て
、
名
東4

郡
一
宮
村
の
「
船
盡
祠
」
は
ベ
ー
ス
に
神
山
町
内
と
ほ
ぼ
同
一
の
岐
神
信

仰
が
あ
っ
た
事
を
こ
こ
で
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。
因
み
に
、
残
る
二
つ
の
船
盡
宮
が
名
西
郡
に
分
布
す
る
た
め
、『
阿
波
志
』
の
「
名

西
郡
」
の
項
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
探
し
た
が
、
遂
に
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
名
東
郡

一
宮
説
を
取
っ
た
佐
野
は
、
名
西
郡
広ひ
ろ

野の

・
入に
ゅ
う田た

に
あ
る
船
盡
宮
の
存
在
を
認
識
し
て
い
て
も
、
こ
れ
ら
を
意
図
的
に
無
視
し
た
可
能

性
が
あ
る
。

一
方
、
名
西4

郡
神
山
町
広
野
に
鎮
座
す
る
船
盡
神
社
で
あ
る
が
、『
神
社
誌
（
以
後
、
徳
島
県
神
社
誌
を
こ
の
よ
う
に
略
称
す
る
）』

は
こ
ち
ら
を
『
三
代
実
録
』
所
載
の
神
社
と
し
て
い
る
。
両
者
は
真ま
っ

向こ
う

か
ら
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
神
社
・
祭
神
名
は
共
通

す
る
も
の
の
、
ベ
ー
ス
の
部
分
は
「
歯
の
辻
神
社
」
と
称
さ
れ
歯
痛
を
治
す
神
で
あ
り
、
岐
神
信
仰
と
は
全
く
関
連
し
な
い
。
こ
の
辺

は
、
ど
ち
ら
が
真
正
の
船
盡
社
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
重
要
な
基
準
と
な
る
た
め
、
明
確
に
把
握
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
時
系
列
に
並
べ
れ
ば
『
阿
波
志
』
の
次
に
は
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
）
成
立
の
生
島
繁
高
著
『
忌
部
社
考
略
記
』（
以
下
、
略

称
し
て
『
略
記
』
と
表
記
す
る
）
の
中
に
船
盡
祠
が
登
場
す
る
。
生
島
の
生
年
は
不
祥
で
あ
る
が
一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
）
に
没
し

て
い
る
。
矢や

三そ
ち
ょ
う町
の
八
坂
神
社
・
三
島
神
社
の
祠
官
を
務
め
て
お
り
、
一
八
七
一
年
（
明
治
四
）
に
は
士
族
待
遇
五
人
扶
持
と
な
っ
て
い

る
。『
続
阿
波
国
風
土
記
』
編
纂
者
の
一
人
で
も
あ
る
。『
略
記
』
を
一
読
す
れ
ば
判
明
す
る
の
だ
が
、
平
田
篤
胤
の
影
響
を
も
ろ
に
受
け
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て
お
り
、
間
接
ま
た
は
直
接
の
門
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

生
島
は
、
式
内
社
の
忌
部
神
社
を
麻
植
郡
西
川
田
村
所
在
の
種た
な

穂ぼ

神
社
と
比
定
す
る
立
場
を
貫
き
、
終
止
こ
の
証
明
に
務
め
る
の

だ
っ
た
。
先
述
の
『
阿
波
志
』
で
は
山
瀬
村
山
崎
説
を
取
っ
て
お

り
、
両
者
は
立
場
を
異こ
と

に
す
る
。
同
書
は
「
種
穂
祠
」
に
関
し
、

川
田
村
種
穂
山
上
に
在
り
。
或
は
曰
く
、
天
種
子
命
是
也
と
。
旧

事
紀
に
穂
岐
命
と
称
す
。
元
文
中
、
山
崎
・
貞
光
両
村
祠
官
、
忌

部
祠
を
相
争
ひ
、
遂
に
中
川
式
部
に
命
じ
て
此
に
祭
る
。
（
句
読
点
近
藤
）

⑲

と
述
べ
、
忌
部
神
社
山
崎
説
を
標
榜
す
る
佐
野
之
憲
は
種
穂
祠
を

冷
や
や
か
に
眺
め
て
い
る
。
元
文
年
間
（
一
七
三
六
～
一
七
四
一
）

に
、
麻
植
郡
山
崎
と
美
馬
郡
貞
光
の
西に
し

端は
ば

山や
ま

村
の
間
で
正
蹟
論
争

が
勃
発
し
、
阿
波
藩
当
局
は
こ
の
論
争
を
仲
裁
す
べ
く
ど
ち
ら
で

も
な
い
西
川
田
村
の
種
穂
神
社
を
式
内
社
忌
部
神
社
と
比
定
し
た
。

こ
れ
は
全
く
史
実
に
基
づ
か
な
い
政
治
的
決
着
で
あ
る
が
、
明
治

七
年
（
一
八
七
四
）
政
府
が
山
崎
の
天
日
鷲
宮
を
式
内
社
忌
部
神

社
と
正
式
決
定
す
る
ま
で
こ
の
形
態
は
続
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

こ
は
忌
部
論
争
を
詳
述
す
る
場
で
は
な
い
の
で
別
稿
に
譲
る
。
生

島
は
『
略
記
』
の
中
で
、
阿
波
忌
部
の
祖
神
天あ
め
の日ひ 

鷲
わ
し
の
み
こ
と
命
）
が
神
武

天
皇
の
時
代
に
大
和
橿
原
か
ら
阿
波
に
上
陸
す
る
が
、
こ
の
最
初

の
上
陸
地
点
が
船
盡
宮
で
あ
る
と
比
定
す
る
（
写
真
７
参
照
）。

其
御
船
の
尽ツ
キ

し
所
は
何
地
な
ら
ん
と
考
る
に
、
一
宮
村
・
入に
ゅ
う田た

写真７－１

旧名西郡入
にゅう
田
た
村
むら
二
に
本
ほん
木
ぎ

船盡宮遥拝所（写真７－１～７－４）
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写真７－２　７－１の額の拡大写真７－３　遥拝所の小祠

写真７－４　小祠内部の御神体
	 	 明らかに鮎喰川の石であり、丸石ではない。
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村
の
あ
は
ひ
な
ら
ん
と
ぞ
お
も
は
る
る
。
然し
か

い
ふ
故
は
、
今
現
に
広
野
と
入
田
の
村
境
に
日ニ

本ホ
ム

木ギ

と
云
土
地
あ
り
て
日
本
木
は
、
大
和
の
国
よ

り
先
づ
来
玉
へ
る
土
地
の

よ
し
に
て
、
大ヤ
マ
ト和
来キ

と
号
け
た
り
し
を
、
後
世
漢
字
を
か
り
て
も
の
に
日
本
木
書
し
る
せ
し
を
、
あ
や
ま
り

て
ニ
ホ
ム
ギ
と
よ
み
、
終
に
其
ひ
が
よ
み
の
あ
ま
ね
く
広
ま
り
た
る
な
ら
ん
。
か
か
る
例
ま
ま
あ
る
と
な
り
。其
地
に
羽は
の

辻つ
じ

大
明
神
と
い
ふ
社
あ
り
。
当
社
は
、
三
代
実
録
に
貞
観

十
四
年
十
一
月
廿
九
日
阿
波
国
正
六
位
上
船
尽
比
咩
神
従
五
位
下
と
あ
る
社
な
る
事
は
、
慶
長
十
二
年
八
月
の
棟
札
に
、
奉
建
立
船

尽
神
社
羽
辻
大
明
神
守
護
一
宇
不
朽
云
々
と
し
る
せ
る
由
、
広
野
村
日
光
院
と
い
へ
る
修
験
者
の
旧
記
に
あ
り
と
い
へ
り
。
先
土
地

名
を
日
本
木
と
い
ひ
、
当
社
を
い
に
し
へ
船
尽
神
社
と
申
せ
し
を
以
て
深
く
考
る
に
、
神
武
天
皇
御
開
国
の
御
代
頃
は
、
矢
野
・
延
命
・

一
宮
抔な
ど

い
へ
る
村
々
こ
の
山
端
迄ま
で

す
べ
て
海
な
り
け
ん
。
さ
る
は
、
此
村
々
に
と
な
り
て
早は
や

淵ぶ
ち

・
和
田
な
ど
い
ふ
村
あ
り
。
ま
た
、
鮎あ

喰ぐ
い
川が
わ

の
上
つ
辺
に
ソ
ウ
ヅ
と
い
へ
る
地
名
あ
り
。
ソ
ウ
ヅ
は
早サ

渦ウ
ズ

に
て
、
早
淵
と
い
ふ
村
名
に
合
せ
考
る
に
、
此
あ
た
り
深
き
淵
に
て
、

い
と
す
ご
く
潮
の
渦う
ず

巻ま
く

海う
な

原ば
ら

也
け
ん
故
に
、
潮
沫
の
凝こ
り

て
地
方
と
な
り
け
ん
儀
も
、
猶な
お

其そ
の

名な

の
残
り
し
も
の
な
ら
ん
か
。
今
ソ
ウ
ヅ
の

淵
と
い
ひ
て
、
底
深
く
清
き
川
水
の
た
ま
れ
る
所
あ
る
も
、
す
さ
ま
し
く
、
う
づ
ま
き
し
淵
の
名
残
に
や
あ
り
け
ん
。
扨さ
て

又ま
た

、
一
宮
村

に
船ふ
な

戸と

と
い
ふ
地
名
の
あ
る
も
、
此
あ
た
り
海
辺
な
り
け
る
時
に
、
此
所
船ふ
な

着つ
き

に
て
あ
り
け
ん
こ
と
疑
な
し
。⑳

『
三
代
実
録
』
所
載
の
船
盡
宮
昇
叙
の
記
事
（
八
七
二
年
）
を
根
拠
に
、
神
武
期
の
天あ
め
の
ひ日
鷲わ
し
の
み
こ
と命
阿
波
移
住
の
初
上
陸
地
点
を
日
本
木

（
現
在
は
二
本
木
と
表
記
）
と
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。
加
え
て
、「
大
和
国
」
か
ら
来
た
の
で
は
元
は
「
大ヤ
マ
ト和
来キ

」
と
称
し
て
い

た
が
、
後
に
「
大
和
」
を
「
日
本
」
と
称
す
る
た
め
に
ニ
ホ
ム
ギ
と
な
っ
た
と
苦
し
い
説
明
を
す
る
が
、
地
名
の
漢
字
表
記
は
「
日
本

木
」
か
ら
「
二
本
木
」
の
如
く
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
音お
ん

が
変
わ
る
事
は
殆
ど
無
い
。
生
島
は
、
天あ
め
の
ひ日
鷲わ
し
の
み
こ
と命
の

初
上
陸
地
点
を
二
本
木
に
し
た
い
た
め
に
、『
三
代
実
録
』
の
記
事
や
二
本
木
の
地
名
を
誇
大
解
釈
し
て
付
会
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
地

図
４
に
表
示
し
た
如
く
、
二
本
木
に
は
羽
辻
大
明
神
な
ど
存
在
し
な
い
。
二
本
木
に
あ
る
の
は
も
う
一
つ
の
船
盡
比
咩
神
社
で
あ
る
羽

辻
大
明
神
の
遥
拝
所
で
あ
る
。
従
っ
て
、
今
で
も
こ
の
神
社
を
船
盡
比
咩
神
社
と
称
し
て
い
る
。
敢
え
て
地
名
を
付
し
て
呼
ぶ
な
ら
ば
、

二
本
木
大
明
神
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
部
分
の
み
な
ら
ず
、
始
め
か
ら
終
り
ま
で
同
種
の
論
調
で
推
移
す
る
た
め
、
彼

の
論
は
予
め
そ
の
つ
も
り
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
阿
波
忌
部
の
本
貫
地
は
『
古
語
拾
遺
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
如
く
麻
植
郡
で
あ
る
。
こ
れ
は
吉
野
川
中
流
域
の
右
岸
に
広

が
る
地
域
で
あ
り
、
決
し
て
鮎
喰
川
の
川
面
で
海
抜
三
〇
ｍ
遡
っ
た
羽
ノ
辻
（
現
在
は
「
歯
ノ
辻
」
と
表
記
）
で
は
な
い
。
こ
こ
は
昔

（
句
読
点
・
振
り
仮
名（
平
か
な
）近
藤
）
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も
今
も
名
西
郡
な
の
で
あ
り
、
麻
植
郡
で
は
な
い
。
加
え
て
、

「
船
盡
」
の
表
記
に
こ
だ
わ
り
、
こ
こ
が
舟
行
可
能
最
上
限
地
点

と
解
釈
す
る
が
、
元
来
こ
れ
は
岐ふ
な
と神
の
別
表
記
で
あ
り
、
後
に

詳
述
す
る
が
阿
波
国
内
に
一
〇
〇
〇
祠
以
上
分
布
す
る
岐
神
の

総
本
社
と
し
て
の
徳
島
市
一
宮
町
舟
戸
に
鎮
座
す
る
船
盡
比
咩

神
社
の
偽
物
で
あ
っ
た
。『
三
代
実
録
』
に
記
さ
れ
、
貞
観
一
四

年
（
八
七
二
）
に
従
五
位
下
に
昇
叙
さ
れ
た
名
誉
な
神
社
で
あ

る
た
め
、
一
宮
に
対
抗
し
て
広
野
村
の
羽
辻
大
明
神
が
「
船
盡

宮
」
を
標
榜
し
て
本
家
争
い
を
展
開
す
る
の
だ
っ
た
（
写
真
８

参
照
）。
一
宮
の
方
は
、
舟
戸
地
区
の
住
民
の
氏
神
で
あ
り
、
オ

フ
ナ
ト
サ
ン
と
愛
称
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
船
盡
比
咩
神
社
の

面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
加
え
て
、
子
沢
山
（
一
一
人
）

の
神
で
あ
り
、
祭
礼
も
一
一
月
一
六
日
で
あ
り
、
地
元
の
岐
神

信
仰
を
明
確
に
反
映
し
て
い
る
。

一
方
、
広
野
の
船
盡
神
社
は
羽
辻
（
現
在
は
「
歯
辻
」
と
表

記
）
大
明
神
で
あ
り
、
地
元
民
か
ら
は
「
歯
ノ
辻
さ
ん
」
と
愛

称
さ
れ
て
い
る
。
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
で
は
な
い
点
に
注
目
し
て
お

き
た
い
。
ま
た
、
子
沢
山
の
神
で
も
な
く
、
祭
礼
は
一
〇
月
二

八
日
と
な
っ
て
お
り
、
岐
神
を
祀
る
一
一
月
一
六
日
で
も
な
い

点
も
岐
神
信
仰
に
根
ざ
し
た
神
で
な
い
事
の
決
定
的
な
証
拠
で

あ
る
。「
船
盡
神
社
」
を
標
榜
す
る
最
大
の
根
拠
と
し
て
、
慶
長

写真８－１

旧名西郡　広野村
歯の辻　船盡神社（写真８－１～８－３）
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写真８－２　８－１の拡大
	 	 「船盡神社」と記されている。

写真８－３　船盡宮境内箸庫
	 	 	歯痛鎮めのため、自分の年の数だけの箸の束が箸庫に収められ

ていた。
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一
二
年
の
棟
札
に
「
奉
建
立
船
尽
神
社
羽
辻
大
明
神
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
を
挙
げ
る
が
、
実
物
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、「
広
野

村
日
光
院
と
い
へ
る
修
験
者
の
旧
記
に
あ
り
と
い
へ
り
」
の
如
き
甚
だ
頼
り
無
い
伝
聞
な
の
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
が
、
近
藤
は
先
に

『
神
祇
志
料
』
で
棟
札
の
事
を
知
り
、
こ
の
棟
札
が
実
在
す
る
も
の
と
勘
違
い
し
、
徳
島
県
立
博
物
館
・
同
図
書
館
・
同
文
書
館
・
徳
島

市
教
育
委
員
会
・
神
山
町
教
育
委
員
会
・
神
山
町
広
野
の
船
盡
社
を
所
管
す
る
宮
司
宅
と
、
考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
ル
ー
ト
で
こ
の
棟

札
の
所
在
確
認
を
試
み
た
が
、
総
て
徒
労
に
終
わ
っ
た
。
生
島
の
史
料
を
最
初
に
見
て
お
れ
ば
こ
ん
な
苦
労
は
し
な
く
て
も
済
ん
だ
の

で
あ
る
。
文
面
か
ら
推
せ
ば
、
生
島
自
身
も
こ
の
棟
札
を
実
際
に
見
て
い
な
い
し
、
日
光
院
と
い
う
山
伏
の
存
在
、
ま
た
そ
の
人
物
が

記
し
た
「
旧
記
」
の
実
在
す
る
か
否
か
も
確
認
で
き
て
い
な
い
。『
三
代
実
録
』
所
載
の
船
盡
比
咩
神
社
の
所
在
を
羽
辻
大
明
神
に
す
る

た
め
に
神
社
関
係
者
の
誰
か
が
捏
造
し
た
話
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
神
山
町
内
七
六
七
祠
の
岐
神
信
仰
を
考
慮
す
れ
ば
、

こ
こ
へ
の
入
口
に
位
置
す
る
一
宮
の
船
盡
比
咩
神
社
こ
そ
が
、
舟
戸
と
い
う
集
落
名
の
上
で
も
、
ま
た
二
月
一
六
日
の
祭
礼
日
や
岐
神

信
仰
に
ま
つ
わ
る
子
沢
山
伝
承
、
子
供
の
守
り
神
伝
承
の
上
で
も
正
統
な
も
の
と
評
価
し
得
る
。

さ
て
、
生
島
は
二
本
木
を
阿
波
忌
部
の
祖
神
天あ
め
の
ひ日
鷲わ
し
の
み
こ
と命
の
初
上
陸
地
点
と
す
べ
く
、
矢
野
・
延
命
・
一
宮
地
区
の
山
際
ま
で
昔
は

総
て
海
だ
っ
た
と
述
べ
る
が
、
こ
の
辺
の
川
面
は
海
抜
三
〇
ｍ
あ
る
。
土
地
が
隆
起
し
た
と
し
て
も
、
僅
か
二
〇
〇
〇
年
余
り
で
こ
れ

程
ま
で
の
変
動
は
有
り
得
な
い
。
地
質
学
的
に
見
て
も
、
ま
た
古
文
書
を
調
べ
て
も
三
〇
ｍ
隆
起
の
地
殻
変
動
は
一
切
見
出
し
得
な
か
っ

た
。
彼
は
こ
の
辺
が
海
で
あ
っ
た
証
拠
と
し
て
、
地
名
の
ソ
ウ
ヅ
（
現
在
は
僧
都
と
表
記
）
は
元
は
早サ

渦ウ
ヅ

で
渦
が
巻
い
て
い
た
証
拠
と

し
、
早
淵
の
地
名
と
関
連
さ
せ
て
い
る
（
地
図
４
参
照
）。
だ
が
、
僧
都
地
名
は
一
般
的
に
「
添ソ
フ

水ヅ

」
で
あ
り
、
流
水
を
利
用
し
た
音
に

よ
る
鹿し
し

威お
ど

し
で
あ
り
、
地
形
的
に
も
鮎
喰
川
支
流
の
水
を
利
用
し
て
い
た
事
は
す
ぐ
理
解
で
き
る
。
早
淵
あ
た
り
は
、
鮎
喰
川
の
中
・

下
流
域
に
あ
た
り
、
流
れ
が
緩
や
か
で
中
洲
が
い
く
つ
も
出
現
し
て
い
る
。
こ
れ
に
比
例
し
て
こ
の
近
辺
に
は
淵
が
多
い
が
、
水
底
の

部
分
は
思
っ
た
以
上
に
水
の
流
れ
が
速
い
た
め
「
早
淵
」
の
名
が
付
い
た
ま
で
で
、
潮
流
と
は
一
切
関
係
し
な
い
。
生
島
は
現
実
を
直

視
せ
ず
、
た
だ
地
名
の
訓よ

み
だ
け
で
元
の
姿
を
判
断
す
る
傾
向
に
あ
る
。

こ
の
論
法
で
一
宮
村
の
「
船
戸
」
を
解
釈
し
、「
此
あ
た
り
海
辺
な
り
け
る
時
に
、
此
所
船
着
に
て
あ
り
け
ん
こ
と
疑
な
し
」
と
ま
で

断
言
す
る
。
彼
は
こ
こ
に
船
盡
比
咩
神
社
が
鎮
座
す
る
事
、
そ
し
て
こ
の
神
が
岐
神
信
仰
に
根
ざ
し
た
子
沢
山
の
神
で
あ
り
、
記
紀
神
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話
に
登
場
す
る
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の

神か
み

を
祀
っ
て
い
た
事
を
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
生
島
が
住
ん
で
い
る
佐
古
町
か
ら
は
歩
い
て
片
道
四

時
間
程
の
距
離
で
あ
る
一
宮
村
舟
戸
で
あ
り
、
広
野
村
羽
辻
で
あ
る
が
、
文
脈
か
ら
判
断
す
れ
ば
現
地
に
立
っ
て
調
べ
た
り
、
土
地
の

古
老
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
し
た
形
跡
は
一
切
無
い
。
理
念
先
行
の
机
上
の
空
論
で
あ
り
、
忌
部
神
社
種た
な

穂ぼ

説
と
同
様
に
極
め
て
怪
し

い
所
説
に
終
止
す
る
の
で
あ
っ
た
。

加
え
て
、
元
の
「
羽
辻
大
明
神
」
が
な
ぜ
現
在
の
「
歯
ノ
辻
」
の
表
記
に
変
化
し
た
の
か
を
解
き
明
か
す
史
料
が
伝
聞
体
で
提
示
さ

れ
て
い
る
の
で
こ
こ
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

此
神
の
事
、
其
社
近
き
人
の
吾
隣
家
へ
縁
に
つ
き
て
来
居
る
が
あ
る
に
尋
ね
し
に
、
悪
霊
い
と
新
な
る
し
い
ひ
て
語
り
し
を
聞
く
に
、

神
主
は
一
宮
に
て
、
村
越
な
る
上
に
、
小
社
の
事
に
て
、
正
月
さ
て
は
夏
秋
祭
事
の
時
よ
り
外
来
ら
ず
。
吾
等
い
と
き
な
か
り
し
時
、

そ
ば
な
る
長
蔵
と
い
ひ
し
老
夫
、
真
心
な
る
人
に
て
、
手
水
鉢
の
水
を
替
へ
、
落
葉
を
は
き
清
め
、
御
饌
そ
な
へ
な
ど
、
神
主
の
如

く
し
て
敬
ひ
尊
ひ
居
り
し
を
、
老
年
に
及
ひ
て
ぬ
け
た
る
歯
の
そ
れ
そ
れ
生
ひ
た
り
き
。（
略
）
今
羽
辻
様
と
申
よ
り
、
里
俗
歯
を
守

る
神
ぞ
と
心
得
て
歯
の
い
た
み
を
祈
る
。
全
ら
験
あ
り
と
ぞ
。
（
句
読
点
近
藤
）

㉑

こ
こ
で
も
、
生
島
は
直
接
広
野
の
羽
辻
大
明
神
に
足
を
運
ば
ず
、
広
野
村
か
ら
隣
家
に
嫁
い
で
来
た
嫁
に
取
材
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
の
本
文
よ
り
も
伝
聞
体
の
方
が
余
程
説
得
を
持
つ
と
い
う
の
は
皮
肉
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
彼
自
身
の
文
章
が
予
断
に

満
ち
て
い
る
事
を
示
す
。
こ
の
隣
家
の
嫁
の
年
齢
は
不
詳
で
あ
る
が
、
仮
り
に
三
〇
歳
代
と
す
れ
ば
記
述
が
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

で
あ
る
た
め
、
一
八
五
〇
年
代
で
嘉
永
～
安
政
の
頃
と
な
る
。
祭
祀
は
一
宮
神
社
の
神
主
が
兼
務
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
二
〇
一

一
年
の
近
藤
の
一
宮
神
社
宮
司
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
で
も
こ
の
話
は
聞
け
た
。
幕
末
当
時
、
神
主
は
小
祠
の
兼
務
と
い
う
事
も
あ
り
、

正
月
と
夏
秋
の
祭
礼
の
年
三
回
程
し
か
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
敬
神
の
念
深
い
近
く
に
住
む
長
蔵
老
人
が
、
自
主
的
に
普
段
の
神
社
の

維
持
管
理
を
司
り
、
手
水
鉢
の
水
替
え
、
境
内
の
掃
除
、
神
饌
供
え
な
ど
日
々
の
営
み
を
欠
か
さ
ず
続
け
て
い
た
。
祭
神
は
こ
れ
に
痛

く
感
銘
を
受
け
ら
れ
た
の
か
、
抜
け
て
生
え
な
い
は
ず
の
老
人
の
数あ
ま
た多
の
永
久
歯
で
あ
る
が
、
乳
歯
の
抜
け
た
後
の
如
く
再
び
立
派
な

歯
が
生
え
揃
う
と
い
う
御
神
徳
に
よ
る
奇き

瑞ず
い

を
現
わ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
が
契
機
と
な
り
、
従
来
の
「
羽は
の

辻つ
じ

様さ
ま

」
と
い
う
愛
称
が
、

歯
の
痛
み
を
取
る
神
と
し
て
の
「
歯
辻
大
明
神
」
と
表
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
。「
羽
」
か
ら
「
歯
」
に
字
が
変
わ
っ
た
の
は
一
八
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五
〇
年
代
か
ら
と
な
り
、
思
っ
た
以
上
に
歴
史
は
浅
か
っ
た
。
こ
の
件
が
無
け
れ
ば
「
羽
辻
大
明
神
」
の
ま
ま
で
あ
り
、
境
内
に
歯
痛

止
め
祈
願
の
た
め
の
自
分
の
年
の
数
程
の
萩
の
枝
製
の
箸
を
束
ね
た
も
の
を
納
め
る
箸
庫
な
ど
も
建
立
さ
れ
な
か
っ
た
事
に
な
る
（
写

真
８－

３
参
照
）。

生
島
の
『
略
記
』
か
ら
三
年
後
の
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
に
『
神
祇
志
料
』
が
登
場
す
る
。

船
盡
比
咩
神
社
、
今
名
東
郡
、
入
田
広
野
の
境
日
本
木
村
の
川
上
に
あ
り
、
船
盡
宮
と
い
ひ
、
又
羽
辻
大
明
神
と
い
ふ
。
慶
長
十
二

年
棟
札
文　

清

和
天
皇
貞
観
十
四
年
十
一
月
乙
未
、
正
六
位
上
船
盡
比
咩
神
に
従
五
位
下
を
加
ふ
。
三
代
実
録
㉒

本
書
は
、
名
の
如
く
『
大
日
本
史
』
の
う
ち
の
『
神
祇
志
』
編
纂
準
備
の
た
め
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
九
巻
に
式
外

諸
神
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
栗
田
寛
は
水
戸
藩
出
身
で
あ
り
、『
神
祇
志
料
』
完
成
当
時
三
八
歳
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
徳
川
光
国
が
始
め
た
『
大
日
本
史
』
編
纂
に
尽
力
し
、
一
八
九
二
年
に
東
京
帝
国
大
学
教
授
と
し
て
国
史
・
国
文
学
を
講
じ
、

一
八
九
九
年
に
没
（
享
年
六
三
歳
）
し
て
い
る
。
数
々
の
輝
か
し
い
業
績
を
納
め
て
い
る
が
、
こ
と
船
盡
比
咩
神
に
関
し
て
は
そ
の
記

述
内
容
が
か
な
り
怪
し
い
。
文
脈
か
ら
判
断
す
れ
ば
、「
入
田
広
野
の
境
二
本
木
村
」
と
あ
る
か
ら
に
は
現
在
の
徳
島
市
入
田
町
二
本
木

地
区
を
指
す
（
写
真
７
参
照
）。
こ
こ
に
は
確
か
に
船
盡
比
咩
神
社
が
鎮
座
す
る
が
、
地
図
４
に
示
し
た
如
く
、
こ
こ
は
本も
と

宮み
や

に
対
す
る

揺
拝
所
で
し
か
な
く
、
鮎
喰
川
を
挟
ん
で
直
線
距
離
で
北
西
約
五
五
〇
ｍ
の
地
点
に
本
宮
が
位
置
す
る
。
揺
拝
所
を
本も
と

宮み
や

と
思
い
込
む

と
は
栗
田
ら
し
く
な
い
。
恐
ら
く
、
彼
は
現
地
に
一
度
も
足
を
運
ぶ
こ
と
な
く
、
何
か
の
記
録
を
元
に
し
て
こ
の
項
を
記
し
た
の
で
あ

ろ
う
。「
日
本
木
村
」
の
「
日
」
は
「
二
」
の
間
違
い
で
あ
り
、
二
本
木
村
を
貫
流
す
る
川
は
無
く
、
従
っ
て
村
の
川
上
に
船
盡
宮
は
あ

り
得
な
い
。
正
し
く
は
、
鮎
喰
川
右
岸
の
二
本
木
村
内
と
す
べ
き
で
あ
る
。
揺
拝
所
で
あ
る
た
め
高
さ
一
ｍ
程
の
木
造
の
小
祠
し
か
な

く
、
こ
こ
に
慶
長
一
二
年
の
棟
札
が
保
管
さ
れ
て
い
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

加
え
て
、「
船
盡
宮
と
い
ひ
、
又
羽
辻
大
明
神
と
い
ふ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
川
の
左
岸
即
ち
本も
と

宮み
や

の
方
を
指
す
。
事
実
、

左
岸
に
は
地
図
４
に
あ
る
如
く
「
歯
ノ
辻
」
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
船
盡
神
社
は
通
称
「
歯
の
辻
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
、
歯
痛
を
治
す
御

利
益
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
明
確
な
本
社
と
揺
拝
所
の
混
同
が
あ
る
。
本
社
の
境
内
に
は
写
真
８
の
如
く
今
も
箸は
し

庫く
ら

が
建
立
さ
れ
て
お
り
、

歯
痛
に
苦
し
む
人
は
萩
で
箸
を
自
分
の
年
の
数
だ
け
作
り
、
こ
れ
を
束
に
し
て
こ
こ
に
納
め
た
ら
治
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
神
社
総
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代
の
古
老
に
よ
れ
ば
、
地
元
の
人
々
は
専
ら
歯
の
辻
さ
ん
、
歯
の
辻
神
社
と
呼
び
船
盡
神
社
と
は
殆
ど
称
さ
な
い
と
い
う
。
栗
田
は
本

社
の
存
在
を
知
ら
ず
、
遥
拝
所
を
本
社
と
勘
違
い
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

栗
田
の
文
章
を
読
ん
で
い
て
最
初
に
気
付
く
の
は
、
三
年
前
に
記
さ
れ
た
生
島
繁
高
の
『
忌
部
神
社
考
略
記
』
の
焼
き
直
し
臭
い
と

い
う
点
で
あ
る
。
因ち
な

み
に
、
こ
こ
で
表
２
で
両
者
を
突
き
合
せ
、
そ
の
違
同
を
逐
一
比
較
対
照
し
て
お
こ
う
。
共
通
点
は
、
ａ
～
ｆ
の

五
ヶ
所
あ
る
。
傍
線
を
付
し
て
い
な
い
栗
田
独
自
の
文
は
二
割
程
し
か
無
く
、
し
か
も
そ
の
文
脈
上
の
内
容
は
殆
ど
重
要
性
を
持
た
な

い
修
飾
語
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
基
本
的
に
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
『
略
記
』
か
ら
引
用
し
た
も
の
と
見
做
し
て
間
違
い
な
い
。
栗

田
は
、『
神
祇
志
料
』
の
中
で
阿
波
国
「
船
盡
比
咩
神
」
に
関
す
る
記
事
作
成
時
に
、
何
ら
か
の
伝つ
て

を
頼
っ
て
、
三
年
前
に
成
立
し
て
い

た
生
島
の
『
略
記
』
を
閲
覧
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
に
詳
述
し
た
が
生
島
の
論
旨
は
か
な
り
不
確
実
で
あ
り
、
語
呂
合
せ
に
よ
る
附
会
説
が
目
立
ち
、
殆
ど
信
用
で
き
な
い
。

現
地
に
足
を
一
歩
も
踏
み
入
れ
る
事
な
く
、
想
像
だ
け
で
記
し
て
い
る
た
め
、
と
て
も
ま
と
も
に
読
ん
で
信
用
す
べ
き
代し
ろ

物も
の

で
は
な
い

の
で
あ
る
。
栗
田
は
、
生
島
が
阿
波
国
在
住
の
現
役
の
神
職
で
あ
る
た
め
、
こ
の
人
の
書
い
た
船
盡
比
咩
神
社
の
記
事
な
ら
間
違
い
な

い
と
踏
み
、
飛
び
付
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
相
手
が
悪
か
っ
た
。
先
に
、
広
野
と
入
田
の
村
境
に
二
本
木
と
い
う
地
名
が
あ
っ
て
、

そ
こ
に
「
羽
辻
大
明
神
と
い
う
社
あ
り
」
と
い
う
生
島
の
言
及
に
対
し
、
そ
ん
な
事
実
は
無
い
事
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
栗
田
は
、
生

島
が
一
歩
も
現
地
に
立
た
ず
に
作
文
し
た
と
も
知
ら
ず
、
ａ
の
如
く
羽
辻
大
明
神
（
船
盡
比
咩
神
社
の
別
称
）
が
二
本
木
に
あ
る
事
を

信
用
し
切
る
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
そ
の
文
末
に
二
本
木
村
の
「
川
上
に
あ
り
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
二
本
木
村
に
川
は
流
れ
て

い
な
い
し
、
二
本
木
村
の
船
盡
宮
は
広
野
の
船
盡
宮
の
遥
拝
所
で
あ
る
た
め
、
木
祠
で
高
さ
一
ｍ
程
の
粗
末
な
社や
し
ろで
あ
る
。
栗
田
は
現

実
感
を
出
す
た
め
「
川
上
に
あ
り
」
の
一
文
を
添
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
に
は
鮎
喰
川
右
岸
の
川か
わ

縁べ
り

で
あ
っ
た
。
楽
し
た
ば

か
り
に
生
島
の
嘘
を
見
破
り
得
ず
、
剰
あ
ま
つ
さえ
更
に
嘘
を
重
ね
る
と
は
栗
田
の
支
払
う
べ
き
信
用
失
墜
と
し
て
の
代
償
は
あ
ま
り
に
も
大
き

い
。ま

た
、
冒
頭
部
の
「
船
盡
比
咩
神
、
今
名
東
郡
」
と
あ
る
の
も
事
実
誤
認
で
あ
る
。
旧
入
田
村
も
旧
広
野
村
も
名
西
郡
に
位
置
し
て

お
り
、
名
東
郡
に
は
無
い
。
但
し
、
旧
名
東
郡
一
宮
村
舟
戸
に
本
来
の
船
盡
比
咩
神
社
は
存
在
す
る
の
だ
が
、
栗
田
は
ま
だ
こ
の
事
実

′
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を
知
ら
ず
生
島
の
嘘
を
全
面
的
に
信
用
し
切
っ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
言
う
「
名
東
郡
」
は
「
名
西
郡
」
の
単
な
る
勘
違
い
で
あ
っ
た
。

栗
田
は
生
島
の
文
章
を
引
用
す
る
際
、
文
章
そ
の
ま
ま
の
引
用
を
気
付
か
れ
な
い
た
め
に
相
当
苦
労
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ｂ
～
ｆ
に

至
る
語
順
の
並
べ
換
え
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
原
文
の
ｂ
を
最
後
尾
に
落
と
し
、
元
の
最
後
の
ｆ
を
二
番
目
に
置
く
な
ど
大
幅 表２　『忌部神社考略記』と『神祇志料』の比較対照表

広
野
と
入
田
の
村
境
に
日
本
木
と
云
土
地
あ
り
て
、
其
地
に
羽
辻
大
明
神
と
い
ふ
社
あ
り
。
当
社
は
、
三
代
実
録

に
貞
観
十
四
年
十
一
月
廿
九
日
阿
波
国
正
六
位
上
船
尽
比
咩
神
従
五
位
下
と
あ
る
社
な
る
事
は
、
慶
長
十
二
年
八

月
の
棟
札
に
、
奉
建
立
船
尽
神
社
羽
辻
大
明
神
守
護
一
宇
不
朽
云
々
と
し
る
せ
し
由
、
広
野
村
日
光
院
と
い
へ
る

修
験
の
旧
記
に
あ
り
と
い
へ
り
。

船
盡
比
咩
神
、
今
名
東
郡
、
入
田
広
野
の
境
日
本
木
村
の
川
上
に
あ
り
、
船
盡
宮
と
い
ひ
、
又
羽
辻
大
明
神
と
い
ふ
。

慶
長
十
二

年
棟
札
文
清
和
天
皇
貞
観
十
四
年
十
一
月
乙
未
、
正
六
位
上
船
盡
比
咩
神
に
従
五
位
下
を
加
ふ
。
三
代

実
録

【
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
成
立
、
生
島
繁
高
著
『
忌
部
神
社
考
略
記
』】

【
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
成
立
、
栗
田
寛
著
『
神
祇
志
料
』】

a
c

f

d

e

b

a′

e′

c′

d′

b′

f′
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な
入
れ
替
え
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
文
献
に
割
書
を
施
し
、
見
た
目
に
も
出
来
る
だ
け
元
の
形
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
気
を
配
っ
て

い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
目め

眩く
ら

ま
し
は
ま
だ
本
の
序
の
口
で
あ
り
、
最
も
深
刻
な
部
分
は
棟
札
の
紹
介
記
事
で
あ
る
。

原
文
で
は
「
慶
長
十
二
年
八
月
の
棟
札
に
、
奉
建
立
船
尽
神
社
羽
辻
大
明
神
守
護
一
宇
不
朽
云
々
と
し
る
せ
し
由
、
広
野
村
日
光
院

4

4

4

4

4

4

と
い
へ
る
修
験
の
旧
記
に
あ
り
と
い
へ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
（
傍
点
近
藤
）
と
あ
り
、
伝
聞
体
で
生
島
自
体
が
棟
札
の
実
物
を
見
て
い
な
い
事
、
ま
た
広
野
村
在
住
の

日
光
院
と
称
す
る
山
伏
の
旧
記
も
見
て
い
な
い
事
を
率
直
に
語
っ
て
い
る
。
先
述
し
た
が
、
生
島
の
本
文
に
は
嘘
が
多
い
が
伝
聞
体
は

逆
に
真
実
を
語
っ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
慶
長
一
二
年
棟
札
文
の
存
在
は
極
め
て
怪
し
げ
な
も
の
で
あ
る
事
を
あ
の
生
島
が
認
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
栗
田
は
、
事
も
あ
ろ
う
に
「
船
盡
宮
と
い
ひ
、
又
羽
辻
大
明
神
と
い
ふ
。
慶
長
一
二

年
棟
札
文
」
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
近
藤
は
東
京
帝
国
大
学
教
授
ま
で
務
め
る
栗
田
の
記
述
で
あ
る
た
め
、
こ
の
記
事
に
は
絶
対
に
裏
付
け
が
あ
る
も
の
と
判
断
し
、

先
述
し
た
如
く
凡お
よ

そ
考
え
得
る
あ
ら
ゆ
る
ル
ー
ト
を
通
じ
て
照
会
を
試
み
た
が
ど
こ
に
も
所
蔵
が
無
か
っ
た
。
近
世
初
頭
の
棟
札
で
あ

り
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
ま
で
は
栗
田
が
見
た
の
で
あ
る
か
ら
実
在
し
た
は
ず
で
あ
り
、
必
ず
ど
こ
か
の
部
署
に
記
録
や
写
し
が

あ
る
に
違
い
な
い
と
確
信
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
栗
田
の
虚
構
で
あ
っ
た
。
栗
田
と
す
れ
ば
、
自
分
の
仕
事
に
重
み
を
持
た
せ
た

い
と
の
思
い
か
ら
の
筆
の
運
び
で
あ
ろ
う
が
、
伝
聞
調
で
殆
ど
無
い
に
等
し
い
も
の
を
、
あ
た
か
も
実
在
す
る
か
の
如
く
書
く
姿
勢
は

い
か
が
な
も
の
か
。
近
藤
は
栗
田
の
せ
い
で
数
週
間
を
棒
に
振
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

『
神
祇
志
料
』
の
成
立
か
ら
二
七
年
後
の
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
、
吉
田
東
伍
は
『
大
日
本
地
名
辞
書　

第
三
巻　

中
国
・
四

国
』
編
を
記
し
た
が
、
名
西
郡
「
入に
ゅ
う田た

」
の
項
の
中
に
二
ヶ
所
に
わ
た
っ
て
船
盡
宮
の
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

入ニ
フ

田タ　

石
井
村
の
南
、
鮎
食マ
マ

川
の
辺
な
る
山
村
也
、
東
は
名
東
郡
一
宮
村
に
接
比
す
。
○
船
尽
宮
は
入
田
村
に
在
り
、
羽
辻
大
明
神

と
も
云
ふ
、
三
代
実
録
、
貞
観
十
四
年
、
船
尽
比
咩
神
授
位
［
神
祇
志
料
］
一
説
船
尽
宮
は
一
宮
村
に
在
り
と
も
、
又
広
野
村
（
今

阿
野
村
）
に
も
在
り
と
も
云
ふ
、
并
に
入
田
を
去
る
遠
か
ら
ず
。（
略
）

補
［

フ
ナ
ハ
テ

船フ
ナ

尽ツ
キ

宮
］
○
神
祇
志
料
、
船
尽
比
咩
命
、
今
、
名
西
郡
入
田
、
広
野
の
境
日
本
木
村
の
川
上
に
あ
り
、
船
尽
宮
と
い
ひ
、
又
羽

辻
大
明
神
と
い
ふ
（
慶
長
十
二
年
棟
札
文
）、
清
和
天
皇
貞
観
十
四
年
十
一
月
乙
未
正
六
位
上
船
尽
比
咩
神
に
従
五
位
下
を
加
ふ
（
三

代
実
録
）。
○
一
宮
村
に
あ
り
と
も
云
ふ
。
一
宮
と
入
田
は
相
接
す
。
広
野
は
更
に
入
田
の
西
に
あ
り
。
○
阿
波
志
、
広
野
村
の
行
者
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野
に
あ
り
、
鮎
食マ
マ

川
の
上
游
と
す
。［
神
祇
志
「
船
尽
比
咩
神
社
、
在
名
東
郡
、
郡
名
拠
本
社
棟
札
、
○
在
入
田
広
野
二
村
境
］㉓

前
半
部
と
後
半
部
に
分
け
て
、
吉
田
が
ど
の
よ
う
に
『
志
料
』
を
引
用
し
た
か
を
詳
細
に
検
討
す
る
た
め
、
こ
こ
に
表
３
を
用
意
し

た
。
句
読
点
の
有
無
や
漢
字
・
平
か
な
の
違
い
な
ど
瑣さ

末ま
つ

な
部
分
は
無
視
し
、
大
ま
か
な
点
で
の
異
同
を
検
証
す
る
。
前
半
部
分
で
最

初
に
気
付
く
の
は
「
今
名
東
郡
」
の
部
分
の
欠
如
で
あ
る
。
後
に
詳
述
す
る
が
、
こ
れ
は
吉
田
の
単
な
る
誤
記
な
ど
で
は
な
く
、
計
算

し
尽
く
し
た
上
で
の
仕
掛
け
で
あ
っ
た
。

同等

同等

変化
同等

同等

同等

変化

変化 欠如

欠如

同等

同等

欠如

（前半部）（後半部）
明
治
六
年（
1873
）刊

『
神
祇
志
料
』

明
治
三
三
年（
1900
）刊

『
大
日
本
地
名
辞
書
』

所
引
の『
神
祇
志
料
』

船
尽
比
咩
命
、
今
名
西
郡
入
田
、
広
野
の
境
日
本
木
村
の
川
上
に
あ
り
、
船
尽
宮
と
い
ひ
、
又
羽
辻
大
明
神
と
い
ふ
（
慶
長

十
二
年
棟
札
文
）、

船
盡
比
咩
神
、
今
名
東
郡
、
入
田
広
野
の
境
日
本
木
村
の
川
上
に
あ
り
、
船
盡
宮
と
い
ひ
、
又
羽
辻
大
明
神
と
い
ふ
。
慶
長
十
二

年
棟
札
文

明
治
六
年（
1873
）刊

『
神
祇
志
料
』

明
治
三
三
年（
1900
）刊

『
大
日
本
地
名
辞
書
』

船
盡
比
咩
神
、
今
名
東
郡
、
入
田
広
野
の
境
日
本
木
村
の
川
上
に
あ
り
、
船
盡
宮
と
い
ひ
、
又
羽
辻
大
明
神
と
い
ふ
。

船
尽
宮
は 

入
田
村
に 

在
り
、 

羽
辻
大
明
神
と
も
云
ふ

表３　『神祇志料』と『大日本地名辞書』との比較対照表
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ま
た
、
後
半
部
で
は
前
半
部
と
連
動
す
る
の
だ
が
、「
名
東
郡
」
が
完
全
に
「
名
西
郡
」
に
書
き
替
え
ら
れ
て
い
る
。『
志
料
』
所
載

の
「
慶
長
十
二
年
棟
札
文
」
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
一
字
一
句
忠
実
に
書
写
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
必
ず
し
も
そ

の
通
り
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
句
読
点
の
違
い
や
「
神
」
か
ら
「
命
」
へ
の
変
化
は
許
容
範
囲
と
し
て
も
、「
名
東
郡
」
か
ら
「
名
西

郡
」
へ
の
改か
い

竄ざ
ん

は
見
過
し
得
な
い
。
郡
が
異
な
る
た
め
、
船
盡
宮
の
位
置
も
大
き
く
変
わ
る
の
で
あ
る
。

実
は
、
吉
田
は
こ
の
改
竄
の
伏
線
と
し
て
冒
頭
部
で
船
盡
宮
が
鎮
座
す
る
「
入
田
」
に
つ
い
て
「
石
井
村
の
南
、
鮎
食
川
の
辺
な
る

山
村
也
、
東
は
名
東
郡
一
宮
村
に
接
比
す
」
の
一
文
を
挿
入
す
る
の
で
あ
っ
た
。
当
初
、
な
ぜ
こ
こ
に
こ
の
文
章
が
あ
る
の
か
謎
で
あ
っ

た
が
、
一
連
の
解
説
文
を
何
度
も
読
み
返
す
中
で
始
め
て
こ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
実
感
し
た
。
吉
田
は
船
盡
宮
が
二
本

木
だ
け
で
な
く
一
宮
村
・
広
野
村
の
三
ヶ
所
に
あ
る
事
に
こ
の
段
階
で
気
付
い
て
い
た
。
ま
た
、
二
本
木
村
が
名
西
郡
に
属
し
て
お
り
、

名
東
郡
所
属
と
す
る
栗
田
の
誤
り
に
も
気
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
後
半
部
で
の
引
用
に
際
し
、
名
東
郡
を
名
西
郡
に
こ
っ

そ
り
と
書
き
替
え
た
の
で
あ
っ
た
。

栗
田
の
努
力
に
よ
り
『
志
料
』
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
完
成
す
る
が
、
こ
の
成
果
は
一
九
年
後
の
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）

頃
完
成
し
た
『
大
日
本
史　

神
祇
志
』
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
、
栗
田
は
遅
ま
き
な
が
ら
船
盡
宮
は
名
東
郡
で
は
な
く
名

西
郡
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
志
料
』
に
は
既
に
「
名
東
郡
」
と
記
し
て
し
ま
っ
た
し
、
自
ら
の

誤
り
を
認
め
て
「
名
西
郡
」
に
変
更
す
る
事
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
栗
田
は
本
編
の
『
神
祇
志
』
を
執
筆
す
る

中
で
、「
船
尽
比
咩
神
社
、
在
名
東
郡

4

4

4

、
（
傍
点
近
藤
）

郡
名
拠
本
社
棟
札
、
○
在
入
田
広
野
二
村
境
」
と
記
し
、
自
分
の
誤
記
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

船
盡
宮
の
棟
札
に
従
っ
た
ま
で
だ
と
弁
明
こ
れ
務
め
る
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
先
に
詳
述
し
た
如
く
、
こ
の
棟
札
を
栗
田
は
見
て
い
な

い
。
栗
田
が
引
用
し
た
『
略
記
』
の
著
者
生
島
も
実
見
し
て
い
な
い
。
広
野
村
在
住
の
山
伏
の
「
旧
記
」
に
あ
る
ら
し
い
と
い
う
伝
聞

体
で
あ
っ
た
。
し
か
も
伝
聞
体
で
紹
介
す
る
「
旧
記
」
の
中
に
「
羽
辻
大
明
神
」
の
文
言
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
が
「
名
東
郡
」
に
属

す
と
は
一
言
も
記
し
て
い
な
い
。
完
全
に
栗
田
の
勘
ち
が
い
で
あ
る
。「
郡
名
拠
本
社
棟
札
」
の
七
文
字
の
中
に
、
栗
田
の
狼
狽
ぶ
り
が

明
確
に
透
け
て
見
え
る
。（
但
し
、
こ
の
場
合
の
「
本
社
」
と
は
入
田
村
に
あ
る
遥
拝
所
を
指
す
の
で
あ
り
、
広
野
村
歯
ノ
辻
に
あ
る
船

盡
宮
を
指
す
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
栗
田
は
勘
ち
が
い
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。）
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『
神
祇
志
』
が
完
成
し
た
八
年
後
、
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
吉
田
は
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
を
記
し
て
い
る
。
吉
田
も
栗
田
の

狼
狽
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
栗
田
を
補
助
す
べ
く
、
入
田
村
の
解
説
の
冒
頭
に
「
東
は
名
東
郡
一
宮
村
に
接
比
す
」
の
一
文
を

置
い
た
次
第
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
外
に
、
船
盡
宮
が
鎮
座
す
る
入
田
村
は
名
東
郡
で
は
な
く
名
西
郡
に
位
置
す
る
事
を
含
ま
せ
、
栗
田

の
瑕か

疵し

を
隠
す
狙
い
が
あ
っ
た
。
吉
田
の
見
事
な
フ
ォ
ロ
ー
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
隠
さ
れ
た
仕
掛
け
は
、
数
回
読
ん
だ
だ
け
で
は
見

抜
け
な
い
。
船
盡
宮
の
同
名
三
社
の
比
較
研
究
を
通
し
て
の
み
初
め
て
見
え
て
来
る
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
吉
田
は
最
後
ま
で
船

盡
宮
は
入
田
村
に
あ
る
も
の
と
思
い
込
み
、
本も
と

宮み
や

と
遥
拝
所
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
羽
辻
大
明
神
」
の
名
称
が
広
野
の

歯
ノ
辻
に
鎮
座
す
る
船
盡
宮
の
本も
と

宮み
や

で
あ
る
こ
と
を
気
付
く
最
大
の
チ
ャ
ン
ス
な
の
で
あ
っ
た
が
、
遂
に
最
後
ま
で
そ
の
機
会
を
逸
す

る
の
で
あ
っ
た
。

先
に
も
言
及
し
た
が
、
入
田
村
に
あ
る
の
は
あ
く
ま
で
船
盡
宮
の
遥
拝
所
で
あ
り
、
高
さ
約
一
ｍ
の
木
造
小
祠
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い

（
写
真
７
参
照
）。
本も
と

宮み
や

は
、
こ
こ
か
ら
北
西
約
五
五
〇
ｍ
の
鮎
喰
川
の
対
岸
に
あ
り
、
地
名
も
「
歯
ノ
辻
」
と
称
す
る
。
遥
拝
所
で
あ

る
か
ら
、「
羽
辻
大
明
神
」
と
称
し
て
も
間
違
い
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
地
名
に
即
し
た
名
前
な
の
で
正
確
で
は
な
い
。
敢
え
て
地

名
を
冠
す
る
な
ら
ば
、「
入
田
村
明
神
」
ま
た
は
「
二
本
木
大
明
神
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
木
造
小
祠
の
遥
拝
所
を
本
宮
と

勘
違
い
し
て
お
り
、『
志
料
』
の
根
本
的
誤
り
を
訂
正
で
き
て
い
な
い
。
吉
田
も
ま
た
、
栗
田
と
同
じ
く
現
地
を
観
察
す
る
事
な
く
文
献

操
作
に
終
始
し
た
た
め
、
結
果
的
に
は
栗
田
と
同
じ
轍
を
踏
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

唯
一
の
進
歩
は
、「
一
説
船
尽
宮
は
一
宮
村
に
在
り
と
も
、
又
広
野
村
（
今
阿
野
村
）
に
も
在
り
と
も
云
ふ
、
併
に
入
田
を
去
る
遠
か

ら
ず
」
と
記
し
、
入
田
説
だ
け
で
な
く
一
宮
説
・
広
野
説
を
併
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。「
阿
野
村
」
と
は
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八

九
）
に
阿
河
村
と
広
野
村
が
合
併
し
て
で
き
た
村
で
、
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
に
神
山
町
へ
吸
収
合
併
さ
れ
る
ま
で
存
続
し
た
。

一
宮
説
は
、
前
に
詳
述
し
た
『
阿
波
志
』
を
参
照
し
た
結
果
で
あ
る
が
、
広
野
説
の
併
記
に
際
し
て
何
を
参
照
し
た
の
か
そ
の
出
典
が

明
記
さ
れ
て
い
な
い
。「
羽
辻
大
明
神
」
の
記
述
か
ら
、
鮎
喰
川
左
岸
の
「
歯
ノ
辻
」
を
想
起
し
、
本
宮
と
し
て
の
船
盡
神
社
の
存
在
に

気
付
き
か
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
但
し
、
文
脈
か
ら
推
せ
ば
吉
田
も
船
盡
宮
を
入
田
村
に
有
り
と
し
、
本
宮
と
遥
拝
所
の
区
別
が
つ

け
ら
れ
て
い
な
い
。「
入
田
を
去
る
遠
か
ら
ず
」
と
し
、
あ
く
ま
で
中
心
は
遥
拝
所
と
し
て
の
入
田
な
の
で
あ
っ
た
。
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ま
た
、
吉
田
は
『
阿
波
志
』
を
引
用
し
、
船
盡
宮
が
「
広
野
村
の
行
者
野
に
あ
り
鮎
食
川
の
上
游
と
す
」
と
記
し
て
い
る
が
、
同
書

の
ど
こ
を
探
し
て
も
こ
の
記
事
は
無
い
。
先
に
詳
述
し
た
如
く
、『
阿
波
志
』
は
「
船
盡
祠
」
の
所
在
地
を
名
東
郡
一
宮
村
に
あ
る
「
船

渡
神
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
名
西
郡
広
野
村
行
者
野
で
は
な
い
事
は
勿も
ち

論ろ
ん

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
神
社
名
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。『
地
名
辞
書
』
に
は
、「
フ
ナ
ハ
テ

船フ
ナ

尽ツ
キ

宮
」
と
二
つ
の
訓
み
の
可
能
性
を
示
し
、
ま
た
「
船フ
ナ

尽ツ
ク
シ

比ヒ

咩メ

神
社
」
と
訓
む
事
も
示
唆
し
て
い
る
。
一
方
、
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
成
立
の
『
阿
波
志
』
で
は
名
東
郡
一
宮
村
に
鎮
座

す
る
「
船
盡
祠
」
を
「
船ふ
な

渡と
の

神か
み

」
を
祀
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
新
旧
の
字
体
の
変
化
は
あ
る
も
の
の
、「
船
盡
（
尽
）」
と
い
う
点
で

は
一
宮
村
・
入
田
村
・
広
野
村
三
社
の
神
名
に
共
通
す
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
近
世
の
み
な
ら
ず
平
安
時
代
の
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）

の
『
三
代
実
録
』
の
史
料
と
も
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
貞
観
年
間
の
「
船
盡
」
宮
が
ど
こ
に
鎮
座
し
て
い
た
か
が
現
代
で
も
未
決
で
あ

り
、
三
候
補
が
互
い
に
鎬し
の
ぎを
削
り
合
っ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
最
初
に
脱
落
す
る
の
は
『
志
料
』
や
『
地
名
辞
書
』
が
力
説
し
た
入
田
村

の
そ
れ
で
あ
る
。
皮
肉
な
事
に
、
栗
田
と
吉
田
は
最
も
可
能
性
の
低
い
遥
拝
所
と
し
て
の
入
田
村
の
船
盡
宮
を
支
持
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
段
階
で
原
点
に
立
ち
返
り
、
貞
観
一
四
年
の
「
船
盡
比
咩
神
」
の
訓
み
を
考
察
し
直
せ
ば
、
こ
れ
を
フ
ナ
ハ
テ
ヒ
メ
ま
た
は
フ

ナ
ツ
ク
シ
（
ツ
キ
）
ヒ
メ
と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
を
『
阿
波
志
』
の
如
く
フ
ナ
ト
ヒ
メ
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
結
論
が
透
け
て
見
え
て
く
る
。
フ
ナ
ハ
テ
が
約つ
づ

ま
れ
ば
フ
ナ
ト
に
な
る
。
船
盡
神
は
優す
ぐ

れ
て
船ふ
な

戸と

神
ま
た
岐ふ
な
と

神
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
貞
観
一
四
年
の
記
事
も
筋
が
通
る
。
即
ち
、
雷
鳴
の
如
き
恐
ろ
し
き
天
か
ら
響
く
声
を
鎮

め
る
に
は
、
こ
の
世
の
人
々
を
皆
殺
し
に
す
る
ミ
神
を
あ
の
世
と
の
境
目
で
食
い
止
め
る
杖
の
化
身
と
し
て
の
衝
立
船
戸
神
・
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
（
略
称
岐
神
）
こ
そ
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
た
め
に
、
朝
廷
は
船フ
ナ

盡ト

比ヒ

咩メ

神
の
位
を
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
に
一
階
級
昇

叙
し
た
の
で
あ
っ
た
。
貞
観
年
間
に
、
広
野
村
の
歯
ノ
辻
に
お
い
て
歯
痛
を
治
す
「
歯
の
辻
大
明
神
」
が
あ
っ
た
か
否
か
極
め
て
疑
わ

し
い
。
先
に
詳
述
し
た
如
く
、
元
は
「
羽
辻
」
と
表
記
し
て
い
た
が
、
近
世
後
期
に
な
っ
て
歯
が
抜
け
た
老
人
に
歯
が
生
え
た
と
す
る

奇
瑞
に
よ
り
、「
歯
辻
」
に
書
き
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
慶
長
十
二
年
棟
札
文
」
の
記
事
は
極
め
て
怪
し
い
内
容
で
あ
り
、

山
伏
の
「
旧
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
伝
聞
体
で
あ
っ
た
。
一
宮
村
船
盡
神
社
（
通
称
オ
フ
ナ
ッ
ツ
ァ
ン
）
の
名
誉
の
た

め
に
も
、
本
来
の
流
れ
を
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
羽
辻
大
明
神
の
方
は
、
近
世
の
後
期
以
降
字
が
「
羽
」
か
ら
「
歯
」
に
変
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わ
っ
て
「
歯
辻
大
明
神
」
と
な
り
、
地
名
も
「
羽
の
辻
」
か
ら
「
歯
の
辻
」
に
置
き
替
え
ら
れ
、
専
ら
歯
痛
治
癒
の
御
利
益
あ
り
と
唱

導
さ
れ
る
に
至
り
、
遂
に
は
「
箸
庫
」
ま
で
設
備
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
っ
た
。
羽
辻
大
明
神
が
元
来
は
船
盡
比
咩
神
社
と
す
る
最
大

の
根
拠
は
、
栗
田
が
主
唱
し
た
「
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
棟
札
文
」
で
あ
っ
た
が
、
棟
札
そ
の
も
の
の
存
在
が
広
野
村
在
住
の
怪

し
げ
な
山
伏
日
光
院
の
「
旧
記
」
に
記
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
伝
聞
体
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
説
は
根
底
か
ら
揺
ら
ぎ
始
め
る
。

最
後
に
残
る
の
は
岐
神
信
仰
に
立
脚
し
た
一
宮
村
舟
戸
に
鎮
座
す
る
船
盡
宮
で
あ
り
、
地
元
民
は
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
と
愛
称
し
て
い
る
。

ま
た
、『
阿
波
志
』
も
こ
の
説
を
取
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
正
蹟
と
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
後
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
刊
の
『
名
西
郡
志
』
に
も

船ふ
な

盡は
て

神
社　

同
［
近
藤
注
：
広
野
村
］
大
字
長
谷
名
に
あ
り
。
船
盡
比
売
尊
、
天
手
力
雄
尊
を
祭
る
。
俚
俗
歯
の
辻
神
社
と
称
へ
、

歯
痛
を
癒
す
る
の
神
と
し
箸
を
納
む
る
こ
と
多
し
。
（
一
部
句
読
点
近
藤
）

㉔

と
あ
る
。『
阿
波
志
』
に
よ
れ
ば
、
広
野
村
に
は
二
一
の
名み
ょ
うが
あ
り
、
こ
の
う
ち
の
一
つ
が
長な
が

谷た
に

名
で
あ
っ
た
。
地
図
４
に
示
し
た
如

く
、
こ
の
神
社
に
最
も
近
い
地
区
は
歯
ノ
辻
で
あ
り
、
こ
の
他
の
氏
子
圏
と
し
て
は
二
本
木
・
行
者
野
・
臼
獄
・
方ほ
う

子こ

・
高
瀬
・
下
地

で
あ
り
、
小
字
長な
が

谷た
に

地
区
は
所
属
し
て
い
な
い
。
小
字
長
谷
は
、
独
自
に
自
ら
の
氏
神
と
し
て
八
幡
神
社
を
祀
る
の
で
あ
っ
た
。
確
か

に
大
字
長な
が

谷た
に

名
に
は
属
す
も
の
の
、
そ
の
中
心
と
す
べ
き
小
字
長
谷
と
は
全
く
の
没
交
渉
で
あ
っ
た
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ

は
、
大
字
長な
が

谷た
に

名
に
属
す
も
の
の
、
中
世
の
名
組
織
以
来
の
伝
統
を
持
つ
も
の
と
は
違
う
近
世
の
流
行
神
的
性
格
の
神
社
で
あ
っ
た
事

を
裏
付
け
て
い
る
。

最
新
の
船
盡
神
社
に
関
す
る
記
事
は
、
二
〇
〇
五
年
七
月
刊
の
『
神
山
町
史　

上
巻
』
で
あ
る
。

船
盡
神
社　

神
山
町
阿
野
字
歯
ノ
辻
一
番
地　

宮
司　

森
登

•
�

祭
神　

船ふ
な

盡は
て

比ひ

売め

命　

天あ
め
の手た

力ぢ
か
ら雄お

命

•
�

由
来　

沿
革　

式
外
の
古
社
。『
三
代
実
録
』
の
に
「
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
正
六
位
上
船
尽
比
咩
神
に
従
五
位
下
を
加
ふ
」
と

見
え
る
。
俗
に
「
歯
の
辻
神
社
」
と
称
し
歯
痛
を
治
す
神
と
し
て
知
ら
れ
、
箸
を
納
め
る
風
習
が
あ
り
、
境
内
に
箸
庫
が
あ
る
。

•
�

例
祭
日　

十
月
二
十
八
日
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•
�

氏
子
の
区
域
と
戸
数　

行
者
野
、
歯
ノ
辻
、
下
地　

約
八
〇
戸
余
㉕

阿
野
と
は
、
旧
阿
河
村
と
旧
広
野
村
が
一
八
八
九
年
に
合
併
し
た
た
め
に
で
き
た
名
称
で
あ
り
、
一
九
五
五
年
に
再
度
町
村
合
併
が
行

な
わ
れ
名
西
郡
神
山
町
に
編
入
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
成
立
の
『
志
料
』
に
は
「
広
野
村
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
旧
広
野
村
在
住
の
山
伏
の
「
旧
記
」
が
実
在
し
た
と
仮
定
す
れ
ば
、「
慶
長
十
二
年
棟
札
文
」
な
る
も
の
が

所
蔵
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
最
も
高
い
神
社
で
あ
る
が
、
現
森
宮
司
に
問
い
合
わ
せ
た
が
そ
の
存
在
す
ら
承
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

「
羽
辻
大
明
神
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
棟
札
文
所
蔵
の
期
待
が
高
ま
る
。
明
治
六
年
か
ら
同
三
三
年

に
か
け
て
の
一
連
の
棟
札
騒
動
ま
た
そ
の
真し
ん

贋が
ん

に
つ
い
て
の
疑
惑
等
は
一
切
関
知
せ
ず
、
地
元
の
人
々
は
極ご
く

当
然
の
如
く
貞
観
一
四
年

に
存
在
し
て
い
た
神
社
で
あ
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
の
で
あ
る
。
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
も
十
分
諾う
べ
ない
得
る
。
氏
子
圏

が
『
町
史
』
で
は
二
地
区
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
古
老
に
聞
け
ば
こ
の
他
に
二
本
木
・
臼
嶽
・
方ほ
う

子こ

・
高
瀬
が
含
ま
れ
る
と
い
う
。

さ
て
、
以
上
の
考
察
を
総
括
す
れ
ば
な
ぜ
阿
波
国
の
岐
神
だ
け
が
女
神
で
あ
り
、
し
か
も
子
沢
山
の
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

か
、
ま
た
こ
れ
に
付
随
す
る
沈
黙
裏
の
参
拝
・
綿
着
や
帷
か
た
び
ら等
の
供
物
と
い
っ
た
特
異
性
の
必
然
性
も
透
け
て
見
え
る
。
阿
波
国
の
岐
神

の
場
合
、『
記
』『
紀
』
に
登
場
す
る
衝つ
き

立た
つ

船ふ
な

戸ど
の

神か
み

・
来く

名な

戸と
の

祖さ
へ
の
か
み神
だ
け
で
は
な
く
、
九
世
紀
末
の
貞
観
年
間
以
前
に
は
既
に
「
船
盡
比

咩
神
」
と
称
さ
れ
る
如
く
優
れ
て
女
神
と
し
て
の
性
格
が
賦
与
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
一
三
〇
〇
年
間
程
の
時
の
経
過
と

共
に
阿
波
一
国
内
で
独
自
の
変
化
を
遂
げ
、
遂
に
は
阿
波
国
北
東
部
（
一
国
の
約
三
分
の
一
の
地
域
）
に
見
ら
れ
る
通
過
儀
礼
と
し
て

の
オ
ワ
タ
ギ
（
子
綿
着
）
に
ま
で
進
化
す
る
の
で
あ
っ
た
。
特
に
名
西
郡
神
山
町
は
鮎
喰
川
中
・
上
流
部
に
位
置
し
、
古
い
文
化
が
溜

ま
り
や
す
い
袋
小
路
的
地
勢
を
示
す
。
こ
の
狭
い
管
区
に
七
六
七
基
も
の
岐
神
が
分
布
す
る
点
、
ま
た
そ
の
東
端
部
の
ま
さ
に
徳
島
市

一
宮
町
か
ら
神
山
町
へ
の
入
口
に
当
た
る
部
分
（
袋
小
路
の
入
口
部
分
）
で
約
半
径
二
・
五
㎞
の
間
に
三
ヶ
所
も
の
『
三
代
実
録
』
所

載
の
「
船
盡
比
咩
神
」
社
候
補
地
が
位
置
す
る
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。「
船
盡
比
咩
神
」
の
影
響
を
最
も
受
け
や
す
い
部
分
に

神
山
町
七
大
字
は
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
阿
波
国
独
自
に
展
開
す
る
、
子
沢
山
を
始
め
と
す
る
女
神
に
特
化
し
た
岐
神
信
仰
の

震
源
地
は
、
こ
の
半
径
二
・
五
㎞
の
間
に
点
在
す
る
三
つ
の
船
盡
比
咩

4

4

神
（
傍
点
近
藤
）

社
に
あ
っ
た
と
ほ
ぼ
断
言
し
得
る
。
地
図
３
と
４
に
示
し
た

如
く
、
岐
神
の
分
布
図
だ
け
で
な
く
子
綿
着
・
神
綿
着
の
分
布
状
況
か
ら
判
断
し
て
も
、
そ
の
中
心
地
に
三
つ
の
船
盡
比
咩
神
社
が
位
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置
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
諸
状
況
は
単
な
る
偶
然
だ
け
で
重
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
徳
島
県
下
に
お
け
る
岐
神
信
仰
関
連
の
報
告
事
例
と
こ
れ
に
関
す
る
若
干
の
考
察

三－
一
　
戦
前
の
岐
神
信
仰
に
関
す
る
言
説

県
下
の
郡
市
町
村
史
の
中
で
、
岐
神
信
仰
に
関
し
て
最
初
に
言
及
し
た
も
の
は
、
管
見
で
は
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
に
刊
行
さ

れ
た
『
勝
浦
郡
志
』
で
あ
る
。

船ふ
な

戸と

の
神
は
、
本
県
以
外
大
和
伊
予
に
も
云
ふ
。
本
号
を
来く

名な

戸と

と
い
ふ
。
即
ち
岐ち
ま
たの
神
で
あ
る
。
大
抵
は
叢
祠
で
祭
っ
て
あ
る
が
、

飯
谷
で
は
丸
い
石
を
祭
っ
て
あ
る
。
又
、
小
松
島
町
字
西
の
口
で
は
岐
と
い
ふ
一
字
を
彫
っ
た
磐
塔
を
祭
っ
て
あ
っ
た
が
、
維
新
後

八
坂
神
社
に
合
祀
し
た
が
、
基
跡
に
は
小
い
瓶
に
石
蓋
を
し
た
ま
ま
地
下
二
尺
程
の
処
に
埋
ま
っ
て
居
る
。
此
地
方
で
は
正
し
く
「
く

な
と
」
と
称
し
て
、
夜
見
ノ
国
か
ら
悪
い
も
の
の
入
込
ん
で
来
る
の
を
防
止
め
る
神
と
い
っ
て
い
る
が
、
本
庄
な
ど
で
は
鬼
子
母
神

を
祭
っ
た
も
の
だ
と
い
っ
て
居
る
。
道
祖
神
で
、
賽
ノ
神
又
齊
ノ
神
、
幸
ノ
神
、
道
陸
神
と
も
か
く
こ
と
が
あ
る
。
塞
神
は
、
基
根

元
は
我
等
の
祖
先
が
植
民
し
、
基
先
住
民
を
駆
逐
し
て
更
ら
に
彼
等
に
危
害
を
加
へ
な
か
ら
し
め
ん
と
し
て
、
其
境
界
に
祀
っ
た
も

の
。
所
謂
隘
勇
線
で
あ
る
。
之
が
路
の
邪
魅
を
遮
る
こ
と
よ
り
、
之
れ
を
祭
れ
ば
交
通
の
安
全
を
得
る
と
な
っ
た
。（
略
）
福
原
村
田

野
々
旭
よ
り
坂
州
木
頭
へ
越
ゆ
る
坂
路
側
に
、
沢
山
川
石
の
丸
い
の
を
積
み
上
げ
た
る
は
投
げ
石
と
い
ふ
。
之
れ
も
塞
神
に
手
向
け

た
も
の
で
あ
る
。
近
所
の
人
は
オ
フ
ナ
タ
ハ
ン
と
称
し
て
い
る
。
昔
福
原
村
七
ヶ
村
で
は
、
オ
フ
ナ
ツ
サ
ン
と
称
し
て
、
別
に
神
様
の

御
体
と
云
ふ
も
の
が
な
い
。
供
へ
物
も
す
れ
ば
後
も
見
ず
に
帰
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
様
に
沢
山
の
子
が
あ
っ
て
大
き
な

声
を
す
る
と
、
神
様
が
をマ
マ

あ
が
り
に
な
る
こ
と
が
出
来
な
い
故
に
、
後
に
向
か
ず
し
ず
か
に
我
家
に
帰
て
来
る
と
い
ふ
。
（
句
読
点
近
藤
）

㉖

と
あ
る
。
一
口
に
勝
浦
郡
と
言
っ
て
も
、
大
正
期
は
徳
島
市
の
一
部
と
小
松
島
市
を
含
み
、
か
な
り
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
た
。
今
か

ら
約
九
〇
年
も
前
の
状
況
で
あ
る
が
、
現
行
民
俗
と
殆
ど
変
っ
て
い
な
い
の
は
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
る
。
飯
谷
は
今
は
徳
島
市
内
に

属
す
が
、
御
神
体
が
丸
石
で
あ
り
、
神
山
町
の
そ
れ
と
共
通
す
る
。
ま
た
、
本
庄
（
現
徳
島
市
丈
六
町
本
庄
）
で
は
鬼
子
母
神
を
祀
っ
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た
も
の
と
す
る
が
、
神
山
町
上
分
で
も
同
様
の
伝
承
が
聞
か
れ
た
。㉗

加
え
て
、
注
目
す
べ
き
は
福
原
七
ヶ
村
の
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
は
現
在
の
上
勝
町
で
あ
り
、
神
山
町
は
山
一
つ
隔
て
た
北
隣
に
位
置

す
る
。
オ
フ
ナ
ツ
サ
ン
と
い
う
名
称
、
供
物
を
供
え
た
後
の
振
り
返
る
事
な
く
静
か
に
家
に
帰
る
事
の
決
ま
り
、
そ
の
理
由
を
「
神
様

に
沢
山
の
子
が
あ
っ
て
、
大
き
な
声
を
す
る
と
、
神
様
が
お
あ
が
り
に
な
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
す
る
事
な
ど
、
以
上
の
三
点
は
神

山
町
の
伝
承
で
は
な
い
の
か
と
疑
い
た
く
な
る
程
酷
似
し
て
い
る
。
神
山
町
で
は
、
大
声
に
よ
っ
て
一
二
人
の
子
神
が
一
度
に
目
を
覚

ま
し
、
供
物
を
全
部
食
べ
て
し
ま
う
と
説
明
す
る
が
、
目
を
覚
ま
す
事
へ
の
言
及
が
福
原
で
は
無
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
前
後
の
文
脈
か

ら
推
せ
ば
自
然
と
導
き
出
せ
る
よ
う
な
仕
掛
け
に
な
っ
て
お
り
、
言
わ
ず
も
が
な
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
振
り
向
く
事
の
禁
忌
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
他
地
区
で
は
見
ら
れ
な
い
福
原
だ
け
の
伝
承
で
あ
っ
た
。
岐
神
は
、
供
物
を
食

べ
て
い
る
姿
を
見
ら
れ
る
事
を
恥
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
す
れ
ば
、
物
音
一
つ
せ
ず
暗
黙
裏
に
参
拝
す
る
形
式
の
発
展
型
か

も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
言
及
は
子
沢
山
・
静
寂
裏
の
参
詣
・
供
物
を
子
神
が
全
部
食
べ
て
し
ま
う
・
振
り
向
き
の
禁
忌

の
四
点
に
お
け
る
初
見
史
料
と
し
て
位
置
付
け
得
る
。
名
東
・
名
西
郡
境
地
域
に
分
布
す
る
三
つ
の
船
盡
比
咩
神
社
を
震
源
と
す
る
岐

神
信
仰
は
、
峠
を
越
え
て
勝
浦
郡
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
っ
た
。
伝
承
は
、
大
正
・
昭
和
・
平
成
と
激
動
の
時
代
を
九
〇
年
近
く
経
て
も

生
き
残
る
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
こ
れ
ら
四
点
の
伝
承
は
近
世
以
前
も
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
伝
承
の
根
深
さ
に
比
例
し
て
後

世
に
残
さ
れ
易
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
福
原
村
田
野
々
旭
か
ら
坂
州
木
頭
へ
越
え
る
峠
道
に
た
く
さ
ん
の
川
原
の
丸
石
を
積
み
上
げ
て
「
投
げ
石
」
と
称
し
て
い
る

が
、
地
元
の
人
々
は
こ
れ
も
オ
フ
ナ
タ
ハ
ン
と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
和
名
抄
』
に
言
う
『
道
た
む
け
の
か
み
神
』
で
あ
り
、
岐
ふ
な
と
の

神か
み

と

の
習
合
が
見
ら
れ
る
。
岐
神
信
仰
の
懐
は
か
な
り
深
い
の
で
あ
る
。

先
に
若
干
言
及
し
た
が
、
通
過
儀
礼
と
し
て
の
子
綿
着
の
初
見
は
、
管
見
で
は
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
頃
成
立
し
た
『
阿
波
国

高
河
原
村
風
俗
問
状
答
』
に
あ
る
。

十
一
月

此
月
十
五
日
は
綿
着

4

4

の
（
傍
点
近
藤
）
祝
儀
日
と
申
て
、
男
女
誕
生
御
座
候
家
は
、
親
類
の
方
よ
り
色
々
成
着
物
に
、
闍
行
家
重
肴
添
て
送
り
、
其
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家
々
に
は
客
を
仕
、
村
内
重
の
内
に
披
露
仕
儀
に
て
御
座
候
。㉘

と
あ
る
。
高
河
原
村
と
は
、
現
在
の
名
西
郡
石
井
町
高
川
原
地
区
を
指
し
、
神
山
町
の
北
東
に
隣
接
す
る
。
ま
さ
に
綿
着
文
化
圏
の
中

心
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
こ
で
子
綿
着
初
見
史
料
を
見
出
し
得
た
の
は
必
然
で
あ
る
。
一
八
一
七
年
頃
の
史
料
で
あ
る
が
、
通
過
儀
礼
・

年
中
行
事
と
し
て
定
着
し
て
い
る
文
面
か
ら
推
せ
ば
既
に
近
世
中
期
ま
た
は
初
期
頃
に
は
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
の

綿
着
祝
い
は
、
嫁
ま
た
は
婿
の
実
家
か
ら
綿
入
れ
の
着
物
が
そ
の
年
に
生
ま
れ
た
赤
児
に
贈
ら
れ
る
形
式
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
当
時

は
今
よ
り
相
当
派
手
に
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
親
類
の
方
よ
り
色
々
成
着
物
」
が
贈
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
贈
る
側
は
嫁
ま
た

は
婿
の
実
家
限
定
で
は
な
く
、
複
数
の
親
戚
が
贈
る
た
め
「
色
々
成
着
物
」
が
結
果
的
に
集
積
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
更
に
着
物
だ
け

で
な
く
、
こ
れ
に
重
箱
に
詰
め
た
御
馳
走
を
肴
と
し
て
添
え
て
贈
る
で
あ
る
か
ら
相
当
気
張
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
祝
い

を
受
け
る
側
も
相
応
の
も
て
な
し
が
必
要
と
な
る
。「
其
家
々
に
は
客
を
仕
」
と
あ
る
が
、
客
の
手
み
や
げ
に
負
け
な
い
程
の
酒
肴
の
接

待
で
応
じ
て
い
た
。
加
え
て
、「
村
内
重
の
内
に
披
露
仕
」
と
あ
る
所
か
ら
推
せ
ば
、
当
家
は
来
客
だ
け
で
な
く
村
中
に
重
箱
に
詰
め
た

ご
馳
走
を
配
り
歩
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
七
一
年
刊
の
『
木こ

屋や

平だ
い
ら村
史
』
で
は
三
ツ
木
方
面
で
行
な
わ
れ
る
子
綿
着
習
俗
に
関

し
、
親
類
・
縁
者
が
祝
い
の
品
を
持
っ
て
押
し
か
け
、「
祝
い
を
受
け
る
家
で
は
婚
礼
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
経
費
が
か
る
。㉙
」
と
記
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
強あ
な
がち
誇
張
し
た
表
現
で
は
な
か
っ
た
事
が
わ
か
る
。
江
戸
後
期
の
名
西
郡
高
河
原
村
で
の
行
事
が
、
二
〇
世
紀
後

半
の
麻
植
郡
木
屋
平
村
三
ツ
木
地
方
で
も
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
の
綿
着
は
、
時
空
を
越
え
て
相
当
盛
大
に
祝
わ
れ

て
い
た
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
他
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
～
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
天あ
め
の

日ひ
わ
し
の鷲
宮み
や

略
縁
起
』
の
中
に
も

子
綿
着
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
天
日
鷲
宮
の
宮
司
麻あ
そ
う生
家
に
伝
わ
る
文
書
で
あ
り
、
二
〇
〇
八
年
復
刊
『
忌い
ん

部べ

神じ
ん

社じ
ゃ

正せ
い

蹟せ
き

考
』（
一

九
四
二
年
刊
、
池
上
徳
平
著
）
所
収
の
『
山
崎
ノ
史
蹟
ト
伝
説
』（
一
九
三
三
年
序
文
、
池
上
徳
平
著
）
の
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

表
題
は
「
一
、
忌
部
神
社

4

4

4

4

略
縁
起
（
本
文
ハ
麻
生
家
所
蔵
ノ
文
書
ヲ
其
儘
記
述
シ
タ
ノ
デ
ア
ル
）」
と
記
し
て
お
き
な
が
ら
、
本
文
頭
書

に
は
「
天
日
鷲
宮

4

4

4

4

略
縁
起
」
と
あ
る
。
神
社
名
の
違
い
は
、
明
治
初
年
に
起
っ
た
国
幣
中
社
忌
部
神
社
論
争
が
直
接
反
映
さ
れ
て
い
る
。

大
教
宣
布
の
勅
み
こ
と
の
りに
よ
り
神
道
を
国
教
と
し
た
明
治
新
政
府
は
、
阿
波
忌
部
氏
の
祖
神
を
祀
る
『
延
喜
式
』
所
載
の
阿
波
国
「
忌
部
神
社
」
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を
国
幣
中
社
と
決
め
た
も
の
の
、
阿
波
国
内
ま
で
は
確
定
し
な
が
ら
、
具
体
的
場
所
が
不
明
で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
名
東
県
出
仕
の
小

杉
榲す
ぎ

邨む
ら

氏
（
後
に
教
部
省
を
経
て
東
京
美
術
学
校
教
授
・
文
学
博
士
と
な
る
）
に
命
じ
て
調
査
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
同
郡
三
木
山
村

所
在
の
中
世
の
三
木
家
文
書
を
証
左
と
し
て
麻
植
郡
山
瀬
村
山
崎
に
鎮
座
す
る
天あ
め
の日ひ

鷲わ
し

神
社
が
忌
部
氏
の
祖
廟
で
あ
る
と
決
定
し
た
。

明
治
政
府
も
こ
れ
を
認
め
、「
国
幣
中
社
・
忌
部
神
社
」
の
称
号
を
与
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
異
を
唱
え
た
美
馬
郡
西
端
山
村
の
五

所
神
社
が
、
本
社
こ
そ
正
統
な
忌
部
神
社
で
あ
る
と
し
、
時
の
政
治
家
を
動
か
し
て
国
幣
中
社
の
権
益
を
奪
取
し
た
。
そ
の
後
、
両
神

社
の
論
争
に
な
る
が
、
政
府
は
こ
れ
を
嫌
い
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
に
両
社
と
は
全
く
何
の
関
係
も
な
い
名
東
郡
富
田
浦
（
徳

島
市
二
軒
屋
町
）
に
遷
座
す
る
事
を
政
治
的
に
決
定
し
た
。

こ
の
一
連
の
騒
動
後
、
地
元
の
山
瀬
村
山
崎
出
身
の
池
上
徳
平
氏
は
、
一
九
三
三
年
に
『
山
崎
ノ
史
蹟
ト
伝
説
』
を
著
し
、
次
で
一

九
四
二
二
年
に
『
忌
部
神
社
正
蹟
考
』
を
著
し
、
小
杉
氏
の
学
術
的
論
証
が
正
し
く
、
西
端
山
説
の
政
治
決
着
が
い
か
に
事
実
誤
認
で

あ
っ
た
か
を
力
説
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
池
上
氏
に
と
っ
て
は
神
社
側
が
従
来
唱
え
て
い
た
「
天あ
め
の
ひ
わ
し
の
み
や

日
鷲
宮
略
縁
起
」
で
は
満

足
せ
ず
、
一
歩
踏
み
込
ん
だ
形
の
『
延
喜
式
』
所
載
の
如
き
『「
忌
部
神
社
」
略
縁
起
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
西
端
山
所
在
の
由
緒
怪
し
い
五
所
神
社
が
元
の
忌
部
神
社
な
ど
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
山
崎
に
あ
る
神
社
こ
そ
が
正
統
な
「
忌
部

神
社
」
で
あ
る
事
を
主
張
し
た
い
た
め
、
表
題
と
頭
書
を
敢
え
て
違
え
て
記
す
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
こ
の
「
天
日
鷲
宮
略
縁
起
」
形
成
の
経
緯
で
あ
る
が
、
池
上
氏
は
「
麻
生
家
所
蔵
ノ
文
書
ヲ
其
儘
記
述
シ
タ
」
と
あ
り
、
相
当

古
い
も
の
で
あ
る
事
を
言
外
に
表
明
し
て
い
る
。
だ
が
、
文
面
を
精
査
す
れ
ば
そ
ん
な
に
古
い
も
の
で
は
な
く
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）

～
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
六
）
に
か
け
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
事
が
判
明
す
る
。
な
ぜ
な
ら
小
杉
氏
が
麻
植
郡
三
木
山
村
所
在
の
中

世
の
三
木
家
文
書
調
査
結
果
を
元
に
建
言
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
明
治
七
年
に
教
部
省
に
報
告
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
『
略

縁
起
』
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
に
氏
は
、
そ
の
二
十
九
年
後
の
明
治
三
六
年
に
当
時
の
状
況
を
回
顧
し
て
『
歴
史
地
理
』

五
巻
一
号
・
二
号
誌
上
に
「
阿
波
国
麻
殖
郡
忌
部
神
社
に
就
て
」
と
題
す
る
一
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
両
史
料
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
、

ま
た
は
両
方
が
『
略
縁
起
』
作
成
時
に
参
観
さ
れ
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。
明
治
七
年
当
時
名
東
県
職
員
だ
っ
た
小
杉
氏
は
、
忌
部

神
社
正
蹟
探
索
に
際
し
、
麻
植
郡
三
木
山
村
だ
け
で
な
く
山
瀬
村
所
在
の
本
命
の
天
日
鷲
神
社
に
も
取
材
に
赴
き
、
宮
司
と
も
何
ら
か
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の
交
流
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
一
連
の
調
査
の
成
果
の
一
端
を
語
り
、
天
日
鷲
宮
こ
そ
が
『
延
喜
式
』
所
載

の
忌
部
神
社
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
事
を
示
し
、
宮
司
は
じ
め
神
社
関
係
者
を
大
い
に
鼓
舞
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
、
大
正
・

昭
和
・
平
成
の
三
度
の
大
嘗
祭
に
際
し
、
三
木
山
村
（
現
木
屋
平
村
）
三
木
家
と
山
瀬
村
（
現
山
川
町
）
忌
部
神
社
は
共
同
で
麁あ
ら

服た
え

を

献
上
し
た
の
で
あ
っ
た
。
明
治
期
の
大
嘗
祭
に
麁
服
の
献
上
が
無
か
っ
た
の
は
、
中
世
以
降
中
絶
が
続
き
、
そ
の
復
活
に
際
し
て
の
小

杉
氏
に
よ
る
確
認
作
業
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

さ
て
そ
の
『
略
縁
起
』
の
中
味
で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
と
『
古
語
拾
遺
』
の
中
の
忌
部
氏
関
連
の
記
事
を
抽
出
し
て
適
当
に
組
み

合
わ
せ
、
神
武
東
征
の
条
で
は
物
部
祖
神
饒に
ぎ

速は
や

日ひ
の
み
こ
と命
を
「
宇
麻
志
麻
治
命
」
に
す
り
替
え
、
ま
た
天
種
命
な
ど
元
の
話
に
は
な
か
っ
た

神
々
を
登
場
さ
せ
、
忌
部
氏
と
麻
作
り
の
縁
の
深
さ
を
演
出
し
つ
つ
、『
天
日
鷲
神
社
縁
起
略
』
独
自
の
物
語
を
創
作
し
て
い
る
。
古
典

と
の
詳
細
な
比
較
研
究
は
別
稿
に
譲
る
が
、
小
杉
氏
の
忌
部
神
社
正
蹟
調
査
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
る
も
の
の
、
近
世
以
来
の
忌
部
社

論
争
に
決
着
を
つ
け
る
べ
く
、
熟
考
の
余
裕
な
く
慌
て
て
創
作
し
た
感
が
否
め
な
い
。

後
半
は
、
忌
部
郷
内
に
位
置
す
る
岩
戸
神
社
境
内
の
延
命
水
が
土
御
門
上
皇
の
病
気
を
治
し
た
奇
端
の
他
、
麻
ざ
ら
し
の
池
・
天
日

鷲
命
関
連
の
日
鷲
谷
の
地
名
、
麻
布
作
り
関
連
で
糸
に
よ
り
を
か
け
る
「
山
崎
紡つ

車む

」
の
特
産
品
な
ど
に
言
及
し
、
山
瀬
村
山
崎
の
地

に
鎮
座
す
る
天
日
鷲
神
社
が
『
延
喜
式
』
所
載
の
「
忌
部
神
社
」
で
あ
る
事
を
力
説
す
る
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
傍
証
と
し
て
子

綿
着
に
話
が
及
び
、

霜
月
十
五
日
は
綿
着
の
神
事
あ
り
。
是
は
、
麻
殖
郡
と
阿
波
郡
と
両
郡
に
住
む
人
々
、
稚
子
誕
生
し
て
始
め
て
の
冬
、
新
に
衣
服
を

調
へ
、
稚
子
に
着
せ
て
当
御
社
へ
参
ら
せ
、
親
類
知
昔マ
マ

の
人
を
招
き
、
相
応
の
馳
走
を
出
し
、
又
は
強
飯
を
配
り
抔
し
て
、
大
ひ
に

祝
を
な
せ
り
。
こ
れ
を
わ
た
ぎ
祝
ひ
と
云
へ
り
。
此
行
事
は
、
両
郡
の
み
に
て
、
他
の
郡
に
は
さ
る
事
あ
ら
じ
と
ぞ
。㉚

と
あ
る
。
こ
の
『
略
縁
起
』
を
記
し
た
の
は
該
社
の
麻
生
宮
司
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
成
立
年
代
は
最
も
早
く
見
積
っ
て
も
明
治
七
年
（
一

八
七
四
）
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
お
く
。
彼
は
こ
れ
よ
り
五
七
年
前
の
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
に
成
立
し
た
、『
阿
波
国
高
河
原
村

風
俗
問
状
答
』
所
収
の
「
綿
着
」
記
事
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
高
河
原
村
は
、
現
在
の
名
西
郡
石
井
町
に
属
し
て
い

る
。
し
か
も
、
こ
れ
が
綿
着
の
初
見
史
料
で
あ
る
。
宮
司
は
「
両
郡
（
麻
植
郡
と
阿
波
郡
）
の
み
に
て
、
他
の
郡
に
は
さ
る
事
あ
ら
じ
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と
ぞ
」
と
伝
聞
体
で
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
伝
聞
は
正
し
く
な
い
。
後
に
詳
述
す
る
が
、
綿
着
分
布
圏
の
中
心
地
は
名
西
郡
か
ら
板
野

郡
に
か
け
て
の
地
域
で
あ
り
、
阿
波
郡
と
麻
植
郡
は
分
布
圏
の
東
部
を
占
め
る
に
過
ぎ
ず
、
殊
に
天
日
鷲
宮
の
位
置
す
る
山
川
町
は
分

布
圏
上
で
は
東
端
に
位
置
す
る
の
で
あ
っ
た
（
地
図
３－

４
参
照
）。

阿
波
忌
部
が
献
上
す
る
大
嘗
祭
時
に
お
け
る
麁あ
ら

服た
え

は
、
新
天
皇
が
即
位
後
最
初
に
着
る
麻
織
り
の
服
で
あ
り
、
最
初
で
最
後
の
儀
式

で
あ
る
。
綿
着
も
、
子
供
が
誕
生
し
た
年
の
一
一
月
一
五
日
に
綿
入
れ
の
着
物
を
着
る
最
初
で
最
後
の
行
事
で
あ
り
、
互
い
に
似
通
う

部
分
は
あ
る
。
麻
生
宮
司
は
、
こ
の
点
を
重
視
し
、
天
日
鷲
宮
に
お
け
る
大
嘗
祭
時
の
麁あ
ら

服た
え

献
上
の
名
残
り
が
、
一
一
月
一
五
日
の
綿

着
と
し
て
民
間
に
定
着
し
た
と
言
い
た
げ
で
あ
る
。
し
か
し
、
徳
島
県
下
の
綿
着
全
体
を
通
覧
す
れ
ば
、
参
拝
神
社
は
忌
部
天
日
鷲
神

社
限
定
で
は
な
い
。
最
寄
り
の
氏
神
を
初
め
、
参
拝
す
る
神
社
は
ど
こ
で
も
よ
か
っ
た
。
ま
た
、
初
見
史
料
の
『
高
河
原
村
風
俗
問
状

答
』
に
は
神
社
参
拝
の
事
な
ど
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
他
の
綿
着
記
事
に
お
い
て
も
、
忌
部
神
社
と
麁あ
ら

服た
え

関
連
を
強
調
す
る
も

の
を
除
い
て
は
、
神
社
参
詣
な
ど
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
麁あ
ら

服た
え

と
子
綿
着
を
同
一
視
す
る
論
の
展
開
に
は
賛
同
し
兼
ね
る
。

む
し
ろ
、
岐
神
信
仰
に
お
け
る
一
一
月
一
六
日
の
神
綿
着
・
一
月
一
六
日
の
帷
か
た
び
らと
連
動
さ
せ
て
考
察
す
る
方
が
現
実
的
で
あ
り
、
ま
た

生
産
的
で
あ
る
。

文
化
年
間
と
明
治
年
間
で
五
七
年
間
の
時
代
差
は
あ
る
も
の
の
、
綿
入
れ
の
着
物
を
当
歳
児
の
家
に
贈
り
、
贈
ら
れ
た
側
は
酒
肴
で

も
て
な
す
仕
来
り
は
近
世
か
ら
近
代
へ
と
時
代
を
越
え
て
継
承
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
、
こ
の
『
略
縁
起
』
こ
そ
が
、

大
嘗
祭
の
麁あ
ら

服た
え

献
上
に
起
因
し
た
子
綿
着
と
忌
部
神
社
と
の
関
連
を
説
く
初
見
史
料
で
あ
り
、
こ
の
誤
っ
た
説
は
俗
説
と
し
て
後
の
池

上
徳
平
著
『
山
崎
ノ
史
蹟
ト
伝
説
』・『
美
郷
村
史
』・『
改
訂
山
川
町
史
』
の
三
書
に
も
継
承
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
三
月
刊
の
『
板
野
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
旧
十
一
月

一
、
十
五
日　

綿
着
と
称
し
、
其
年
に
生
れ
し
子
女
に
新
し
き
綿
入
を
着
さ
し
め
、
親
戚
は
之
に
祝
物
を
為
す
。
（
句
読
点
近
藤
）

㉛

と
あ
る
。
管
見
で
は
、
初
見
史
料
か
ら
一
〇
九
年
目
、
そ
し
て
二
番
目
の
『
天
日
鷲
宮
縁
起
略
』
か
ら
起
算
す
れ
ば
五
二
年
目
に
や
っ

と
登
場
し
た
も
の
で
あ
り
、
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
だ
け
気
付
か
れ
に
く
い
地
域
限
定
の
通
過
儀
礼
的
年
中
行
事
な
の
で
あ
っ
た
。
先
に
岐

神
へ
の
綿
着
祝
い
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
こ
れ
は
割
箸
ま
た
は
竹
串
の
先
に
綿
を
巻
き
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
一
歳
未
満
の
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子
供
に
着
せ
る
綿
入
れ
の
着
物
と
は
「
綿
」
の
み
共
通
す
る
も
の
の
、
製
造
過
程
は
全
く
質
を
異
に
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
一
月

一
六
日
と
一
五
日
と
微
妙
に
日
取
り
の
ズ
レ
は
あ
る
も
の
の
旧
一
一
月
半
ば
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
。
ま
た
、
名
称
も
同
一
の
「
綿

着
」
で
あ
り
、
普
通
は
丁
寧
語
を
冠
し
て
「
御お

綿わ
た

着ぎ

」
と
称
す
る
場
合
が
多
い
。
日
取
り
と
名
称
の
上
で
共
通
す
る
点
か
ら
推
せ
ば
、

両
者
は
基
本
的
に
元
は
根
を
一
つ
に
し
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
岐ふ
な
と
が
み神の
供
物
で
一
一
月
一
六
日
の
方
を
オ
ワ
タ
ギ
と
称
し
、

こ
れ
が
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
年
の
岐
神
へ
の
供
物
と
し
て
の
幣
帛
の
「
帛
」
に
相
当
し
た
と
の
仮
説
に
よ
り
、
岐
神
へ
の
オ
ワ
タ
ギ

の
方
が
古
く
、
人
の
子
供
の
オ
ワ
タ
ギ
は
神
へ
の
供
物
が
当
歳
児
に
転
用
さ
れ
た
と
先
に
近
藤
は
推
論
し
た
。
一
歳
未
満
の
子
供
へ
の

綿
入
れ
着
物
の
贈
与
者
は
、
今
は
一
般
的
に
嫁
ま
た
は
婿
の
実
家
か
ら
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
近
世
末
の
高
河
原
や
二
〇
世
紀
後
半
の

木
屋
平
村
三
ツ
木
地
方
の
如
く
、
多
く
の
親
類
縁
者
か
ら
贈
ら
れ
る
例
は
稀ま
れ

で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
岐
神
へ
の
供
物
と
し
て
の
綿

着
と
区
別
す
る
た
め
「
子
綿
着
」
と
命
名
し
、
岐
神
へ
の
供
物
の
方
は
「
神
綿
着
」
と
命
名
す
る
こ
と
は
先
に
言
及
し
た
。

抑そ
も

々そ
も

、
綿
着
と
は
か
な
り
特
異
な
行
事
で
あ
り
、
吉
野
川
中
・
下
流
域
と
鮎
喰
川
流
域
辺
に
し
か
分
布
し
な
い
。
吉
川
弘
文
館
刊
の

『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
や
小
学
館
刊
の
『
日
本
国
語
辞
典　

第
二
版
』
に
も
登
場
し
な
い
。
唯
一
、『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
の
中
に
ワ

タ
ギ
と
し
て
姿
を
表
わ
す
の
み
で
あ
り
、
そ
の
出
典
は
偶
然
に
も
こ
の
『
板
野
郡
誌
』
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
も
、
綿
着
の
分

布
範
囲
の
狭
さ
を
実
証
し
得
る
。
他
府
県
は
お
ろ
か
同
一
県
内
に
お
い
て
も
、
こ
の
地
域
を
外は
ず

れ
れ
ば
ワ
タ
ギ
と
称
し
て
も
そ
の
真
意

は
理
解
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
後
に
詳
述
す
る
が
神
綿
着
と
子
綿
着
の
分
布
範
囲
は
ほ
と
ん
ど
重
な
り
大
き
く
ズ
レ
る
事
は

な
い
。
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
、
先
に
言
及
し
た
如
く
元
は
同
根
で
あ
っ
た
事
の
証
左
な
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
名
称
が
同

一
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
両
綿
着
の
根
拠
と
な
る
幣
帛
は
、
船
盡
比
咩
神
へ
の
供
物
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
女
神
へ
の
供
物
か
ら
綿

着
・
帷
か
た
び
ら

が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
子
綿
着
に
は
主
賓
の
実
家
の
両
親
だ
け
で
な
く
、
高
河
原
や
木こ

屋や

平だ
い
ら
そ
ん村三
ツ
木
地
方
・
山
川
町
の
忌
部
地
方
の
如
く
誕

生
時
に
祝
い
を
貰
っ
た
親
戚
衆
や
縁
者
も
招
く
た
め
、
ま
た
招
か
れ
た
方
も
そ
れ
相
当
の
手
み
や
げ
を
持
参
す
る
た
め
、
家
に
よ
れ
ば

か
な
り
大
規
模
な
も
の
に
な
る
場
合
も
あ
る
。

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
成
立
の
『
山
崎
ノ
史
蹟
ト
伝
説
』
の
中
で
、
池
上
徳
平
氏
は
麻
植
郡
山
瀬
村
忌
部
に
鎮
座
す
る
天
あ
め
の
日ひ

鷲
わ
し
の
み
や宮
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こ
そ
が
『
延
喜
式
』
所
載
の
阿
波
国
「
忌
部
神
社
」
で
あ
る
事
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
証
の
一
環
と
し
て
「
綿
着
祝
ひ
」
を
取

り
上
げ
て
い
る
。

忌
部
社
ニ
ハ
、
古
来
毎
年
霜
月
十
五
日
ニ
綿
着
ノ
神
事
ア
リ
。
是
ハ
、
阿
波
麻
殖
而
［
近
藤
注
：
両
郡
か
］

部
ニ
住
ム
人
、
稚
子
誕
生
ス
レ
ハ
、
男
女
ニ
拘

ラ
ス
、
始
メ
テ
ノ
冬
、
新
ニ
衣
服
ヲ
調
整
シ
テ
、
稚
児
ニ
着
セ
テ
、
忌
部
社
ニ
参
詣
セ
シ
メ
、
又
親
戚
知
者
ノ
人
ヲ
招
キ
、
相
応
ノ

馳
走
ヲ
出
シ
、
又
ハ
強
飯
ヲ
配
リ
ナ
ド
シ
テ
大
ニ
祝
ヲ
ナ
ス
。
右
両
郡
ノ
ミ
ニ
テ
、
他
ノ
郡
ニ
テ
ハ
行
ハ
ヌ
［
近
藤
注
：
ノ
脱
カ
］

ト
コ
ト
デ
ア
ル
。
之
モ
、

忌
部
氏
カ
衣
服
ヲ
調
整
シ
タ
コ
ト
ニ
因
ミ
タ
ル
故
事
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
。
（
句
読
点
近
藤
）

㉜

前
述
の
『
天
日
鷲
宮
略
縁
起
』
と
比
較
対
照
す
れ
ば
す
ぐ
判
る
の
だ
が
、
細こ
ま

か
な
言
い
ま
わ
し
の
変
化
は
あ
る
も
の
の
、
池
上
氏
の

こ
の
文
章
は
『
略
縁
起
』
を
そ
の
ま
ま
筆
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
追
加
文
は
、
傍
線
ａ
・
ｂ
で
示
し
た
如
く
、
文
頭
・
文
末
の
二
ヶ

所
で
あ
る
。
ａ
の
方
は
、
元
は
「
天
日
鷲
宮
」
の
意
で
記
さ
れ
て
い
た
が
、
池
上
氏
は
こ
れ
を
『
延
喜
式
』
所
載
の
忌
部
神
社
と
見み

做な

し
た
い
た
め
、
敢
え
て
原
文
に
は
な
い
冒
頭
に
「
忌
部
社
ニ
ハ
」
を
置
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ｂ
も
原
文
に
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
原
文
の
全
体
を
通
し
て
読
め
ば
天
日
鷲
宮
が
『
延
喜
式
』
所
載
の
忌
部
神
社
で
あ
り
、
元
は

該
社
か
ら
大
嘗
祭
時
の
麁あ
ら

服た
え

を
天
皇
へ
献
上
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
名
残
り
が
綿
着
と
し
て
現
存
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
宮
司
側

の
主
張
が
行
間
に
渗に
じ

み
出
て
い
る
事
が
わ
か
る
奥
ゆ
か
し
い
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
忌
部
社
天
日
鷲
宮
説
を
力
説
す
る
池
上
氏
に
と

れ
ば
、
こ
れ
に
満
足
で
き
ず
敢
え
て
ダ
メ
押
し
的
に
「
忌
部
氏
カ
衣
服
ヲ
調
整
シ
タ
コ
ト
ニ
因
ミ
タ
ル
故
事
」
の
一
文
を
文
末
に
ど
う

し
て
も
追
加
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
原
文
で
は
「
両
郡
の
み
に
て
、
他
の
郡
に
は
さ
る
事
あ
ら
じ
と
ぞ
」
と
伝
聞
体
で
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
池
上
氏
は
「
他

ノ
郡
ニ
テ
は
行
ハ
ヌ
ト
コ
ト
デ
ア
ル
」
と
述
べ
、
伝
聞
体
を
半
ば
断
定
調
に
変
え
た
が
っ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
「
ト
ノ
コ
ト
デ
ア
ル
」

と
す
べ
き
を
、
断
定
調
に
し
た
い
ば
か
り
に
勢
い
余
っ
て
「
ノ
」
を
抜
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
原
文
成
立
か
ら
五
九
年
も
経
過
し
た
昭

和
八
年
（
一
九
三
三
）
当
時
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
ま
た
当
時
彼
は
徳
島
市
内
の
安あ
た
け宅
町
に
住
ん
で
い
た
た
め
、
少
し
視
野
を
広
げ
れ
ば

綿
着
が
麻
植
郡
と
阿
波
郡
以
外
に
は
分
布
し
な
い
な
ど
と
い
っ
た
暴
論
を
吐
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
先
に
言
及
し
た
が
大

正
一
五
年
（
一
九
一
六
）
刊
の
『
板
野
郡
誌
』
に
は
「
綿
着
と
称
し
、
其
年
に
生
れ
し
子
女
に
、
新
し
き
綿
入
を
着
せ
し
め
、
親
戚
は

ａ

ｂ
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之
に
祝
物
を
為
す
」
と
あ
る
。
僅
か
七
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
該
書
を
池
上
氏
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
宅
か
ら
山
瀬
村
山

崎
忌
部
に
通
う
途
中
、
北
に
眼
を
転
ず
れ
ば
板
野
郡
は
隣
接
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
知
人
に
も
板
野
郡
出
身
の
人
は
い
く
ら
で
も
い
た

は
ず
で
あ
る
。
氏
は
、
こ
の
事
を
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、『
略
縁
起
』
の
誤
り
を
そ
の
ま
ま
祖
述
す
る
の
で
あ
っ
た
。

尤
も
、
氏
が
仮
り
に
こ
の
事
実
を
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
天
日
鷲
宮
忌
部
神
社
説
を
主
張
す
る
立
場
で
あ
れ
ば
、
傍
線
資
料
に

瑕か

疵し

が
つ
く
た
め
敢
え
て
無
視
す
る
姿
勢
で
臨
む
か
も
し
れ
な
い
。

金
沢
治
氏
は
、
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）
に
「
阿
波
北
方
年
中
行
事
（
下
）」
を
発
表
し
て
い
る
が
、

十
一
月
十
六
日

○�「
お
ふ
な
た
は
ん
」
と
い
ふ

○�「
お
ふ
な
た
は
ん
の
お
綿
着
」
と
い
ひ
箸
に
綿
を
巻
い
て
祭
る
（
中
）

○
何
か
の
紙
を
着
物
の
形
に
裁
ち
、
手
際
が
よ
く
な
り
ま
す
様
に
と
い
ひ
て
拝
む
（
林
）㉝

と
あ
る
。
阿
波
の
北き
た

方か
た

と
言
え
ば
吉
野
川
流
域
地
方
を
指
し
、
南み
な

方か
た

は
徳
島
市
を
境
と
し
て
以
南
の
沿
海
地
方
の
総
称
で
あ
る
。
こ
こ

で
の
暦
は
総
て
旧
暦
表
記
で
あ
る
が
、
金
沢
氏
は
『
郷
土
阿
波
』
誌
上
に
お
い
て
昭
和
初
期
に
二
七
頁
に
も
渡
る
、
明
治
期
か
ら
近
世

末
に
ま
で
遡
さ
か
の
ぼり
得
る
程
の
克
明
な
年
中
行
事
の
詳
細
を
記
し
て
い
る
。
今
や
、
徳
島
の
年
中
行
事
を
考
察
す
る
上
で
必
須
の
基
礎
的
報

告
書
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
記
述
の
一
部
は
後
に
『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
に
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、
学
術
的
に
も
資
料
価
値
が
高
い

事
を
証
明
し
て
い
る
。
文
章
の
下
の
括
弧
書
き
が
無
い
も
の
は
「
北
方
」
全
般
を
指
し
、
括
弧
の
中
の
一
字
は
地
名
の
頭
文
字
と
判
断

し
得
る
。
当
時
は
、
一
一
月
一
六
日
の
事
を
北き
た

方か
た

で
は
一
般
的
に
「
お
ふ
な
た
は
ん
」
と
呼
ん
で
い
た
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ

程
ま
で
に
岐
神
信
仰
は
極
く
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
一
月
一
六
日
の
代
名
詞
が
オ
フ
ナ
タ
ハ
ン
な
の
で
あ
る
。
但
し
、
分
布
上
か

ら
判
断
す
れ
ば
こ
の
現
象
は
阿
波
郡
・
麻
植
郡
ま
で
で
あ
り
、
北き
た

方か
た

と
称
し
て
も
美
馬
郡
・
三
好
郡
ま
で
は
伝
播
し
て
い
な
か
っ
た
。

さ
て
、
当
日
の
行
事
の
詳
細
で
あ
る
が
、
麻
植
郡
中
枝
村
（
現
美
郷
村
（
中
）
と
は
中
枝
村
を
指
す
）
で
は
「
お
ふ
な
た
は
ん
の
お

綿
着
」
と
称
し
、
箸
に
綿
を
巻
い
た
も
の
を
供
え
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
神
山
町
で
現
在
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、
近
世
以
来
の
系
譜

を
引
く
伝
統
的
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
偲し
の

ば
れ
る
。
因
み
に
、
管
見
で
は
こ
れ
が
神
綿
着
の
初
見
史
料
で
あ
っ
た
。
意
外
に
も
、
近
世
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ま
た
は
明
治
・
大
正
期
の
記
録
や
報
告
書
の
中
に
は
些さ

末ま
つ

な
せ
い
か
全
く
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。
神
山
町
上
分
江
田
に
は
文
久
元
年

（
一
八
六
一
）
の
銘
が
入
っ
た
岐ふ
な
と
が
み神の
石
祠
が
存
在
し
、
近
世
以
前
か
ら
こ
の
信
仰
が
あ
っ
た
事
の
証
し
に
は
な
る
。
だ
が
、
具
体
的
な

祀
り
方
と
な
る
と
、
こ
れ
は
も
う
口
碑
し
か
依
拠
す
る
も
の
が
無
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も
、
金
沢
氏
の
報
告
は
極
め
て

貴
重
な
の
で
あ
る
。
実
は
、
阿
波
の
北き
た

方か
た

で
一
一
月
一
六
日
の
代
名
詞
が
オ
フ
ナ
タ
ハ
ン
と
す
る
の
も
、
氏
の
報
告
書
が
初
見
史
料
で

あ
っ
た
事
を
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。

引
用
文
中
の
（
林
）
と
は
当
時
の
阿
波
郡
林
村
を
指
し
、
後
の
阿
波
町
林
（
現
在
は
阿
波
市
林
）
で
あ
る
が
、「
何
か
の
紙
を
着
物
の

形
に
裁
」
つ
と
は
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
て
神
山
町
の
帷
か
た
び
ら（
紙か
み

子こ

）
と
関
連
を
持
ち
そ
う
で
あ
る
。「
手
際
が
よ
く
な
り
ま
す
様
に
と
い

ひ
て
拝
む
」
と
あ
る
が
、
誰
に
対
し
て
拝
む
の
か
そ
の
補
語
が
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
一
月
一
六
日
の
代
名
詞
が
オ
フ
ナ
タ
ハ
ン

で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
こ
は
岐ふ
な
と
が
み神以
外
は
考
え
ら
れ
な
い
。
昭
和
初
期
の
段
階
で
は
、
岐
神
は
裁
縫
上
達
を
司
つ
か
さ
どる
機
能
も
持
ち
合
わ
せ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
初
見
史
料
と
見み

做な

さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
類
例
は
神
山
町
七
六
七
基
の
岐
神
に
も
無
く
、
近
藤
の
聞
き
取
り

調
査
の
中
で
も
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
先
に
詳
述
し
た
が
、
神
山
町
に
お
い
て
帷
か
た
び
ら（
紙
子
）
は
一
月
一
六
日
の
行
事
で
あ
り
、
白
紙
を

着
物
の
形
に
切
り
こ
れ
を
割
箸
や
竹
串
に
挟
ん
で
岐
神
に
供
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
神
山
町
で
は
、
岐
神
ま
た
は
一
二
人
の
子
神
が
着

る
た
め
の
着
物
と
誰
も
が
説
明
す
る
が
、
地
域
が
変
わ
れ
ば
説
明
も
こ
こ
ま
で
変
化
す
る
典
型
で
あ
る
。
尤
も
『
本
朝
世
紀
』
天
慶
元

年
（
九
三
八
）
の
段
階
で
は
岐
神
に
供
え
る
「
幣
帛
」
で
あ
っ
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
何
れ
の
説
明
も
五
十
歩
百
歩
で
あ
る
。
も
し
こ

れ
が
神
山
町
の
帷
か
た
び
らの
変
化
型
と
す
れ
ば
、
綿わ
た

着ぎ

だ
け
で
な
く
帷
か
た
び
らも
共
に
一
一
月
一
六
日
に
供
え
ら
れ
て
い
た
事
に
な
る
。
一
方
の
一
月

一
六
日
に
は
何
も
供
え
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
は
別
に
何
か
を
供
え
て
い
た
の
か
、
こ
の
部
分
は
言
及
が
無
い
た
め
不
明
で
あ
る
。
因

み
に
、
一
月
一
六
日
の
項
に
岐ふ
な
と
が
み神関
連
の
行
事
の
記
述
の
有
無
を
調
べ
た
が
、
同
報
告
書
に
は
「
藪
入
り
」
の
記
述
し
か
な
か
っ
た
。

さ
て
、
金
沢
氏
は
同
書
で

十
一
月
二4

十
（
傍
点
近
藤
）
五
日

綿
着
、
子
供
が
は
じ
め
て
綿
入
を
き
る
の
祝
、
お
も
ち
を
親
戚
近
隣
に
く
ば
る
（
川
）㉞

と
も
報
告
す
る
。（
川
）
と
は
、
麻
植
郡
川
田
村
か
同
郡
川
島
村
か
の
区
別
が
つ
か
な
い
の
だ
が
、
共
に
吉
野
川
中
流
域
の
南
岸
に
位
置
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し
互
い
に
近
接
す
る
た
め
大
差
は
無
い
。
餅
を
搗
い
て
親
戚
近
隣
に
配
る
の
は
子
綿
着
祝
い
へ
の
招
待
の
印
で
あ
る
が
、
こ
の
日
を
一

一
月
二
五
日
と
す
る
の
は
如い
か
が何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
『
阿
波
国
高
河
原
村
風
俗
問
状
答
』
や
『
板
野
郡
誌
』
の
史
料
を
紹
介
し

た
が
、
子
綿
着
祝
い
は
一
一
月
一
五
日
限
定
で
あ
り
、
二
五
日
で
は
な
い
。
ま
た
、
オ
フ
ナ
タ
ハ
ン
が
一
一
月
一
六
日
の
代
名
詞
で
あ
っ

た
点
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
恐
ら
く
、
氏
は
「
十
五
日
」
と
す
べ
き
所
を
「
二
十
五
日
」
と
書
き
誤
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実

は
、『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
の
ワ
タ
ギ
の
項
に
は
金
沢
氏
の
報
告
も
活
用
さ
れ
て
い
る
が
、『
語
彙
』
は
こ
の
扱
い
に
か
な
り
苦
慮
し

て
い
る
。

徳
島
県
北
部
で
は
、
冬
至
の
月
（
十
一
月
）
に
子
供
の
で
き
た
家
で
は
、
ワ
タ
ギ
と
し
て
赤
飯
を
配
る
（
阿
波
北
方
年
中
行
事
）。
板

野
郡
で
は
十
一
月
十
五
日
を
ワ
タ
ギ
と
い
い
、
生
児
に
綿
入
れ
を
着
せ
、
親
戚
は
こ
れ
に
祝
物
を
贈
る
と
い
う
（
郡
誌
）。㉟

と
あ
る
。
金
沢
氏
の
原
文
で
は
「
お
も
ち
」
を
親
戚
近
隣
に
配
る
事
に
な
っ
て
い
た
が
、
二
〇
年
後
の
一
九
五
六
年
に
成
立
し
た
『
綜

合
日
本
民
俗
語
彙
』
で
は
「
阿
波
北
方
年
中
行
事
」
の
引
用
を
明
記
し
な
が
ら
、
い
つ
の
間
に
か
「
赤
飯
」
に
変
化
し
て
い
る
。
結
果

的
に
は
餅
と
赤
飯
は
共
に
糯も
ち

米ご
め

を
材
料
と
し
、
大
勢
に
影
響
は
無
か
っ
た
が
、
民
俗
学
研
究
上
の
基
礎
的
書
籍
と
い
う
性
格
上
、
万
全

を
期
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
子
綿
着
の
日
取
り
で
あ
る
が
、
同
じ
麻
植
郡
内
の
『
山
川
町
史
』（
一
九
五
九
年
刊
）
は
一
一
月
一
五
日
に
行
な
わ
れ
た
と
あ

り
、
ま
た
山
川
町
と
川
島
町
に
隣
接
す
る
同
郡
内
の
『
美
郷
村
史
』（
一
九
六
九
年
刊
）
に
お
い
て
も
一
一
月
一
五
日
に
子
綿
着
が
行
な

わ
れ
た
と
あ
り
、
加
え
て
同
郡
『
木
屋
平
村
史
』（
一
九
七
一
年
刊
）
で
も
一
一
月
一
五
日
に
行
な
う
と
あ
る
。
近
藤
の
把
握
し
て
い
る

範
囲
内
で
は
、
麻
植
郡
内
は
総
て
一
一
月
一
五
日
で
あ
り
、
二
五
日
に
行
な
わ
れ
る
子
綿
着
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
加
え
て
分
布

範
囲
の
狭
い
子
綿
着
で
あ
る
が
、
県
下
他
郡
の
一
二
の
類
例
で
一
月
二
五
日
に
行
な
う
事
例
は
皆
無
で
あ
り
、
総
て
一
一
月
一
五
日
に

行
な
っ
て
い
た
。
原
文
の
（
川
）
が
旧
川
田
村
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
山
瀬
町
と
川
田
町
が
昭
和
三
〇
年
に
合
併
し
て
成
立
し
た
山
川
町

を
指
し
、
同
『
町
史
』
に
も
一
五
日
と
明
記
し
て
あ
る
た
め
二
五
日
は
明
ら
か
な
誤
記
と
な
る
。
以
上
、
大
情
況
に
お
い
て
も
小
情
況

に
お
い
て
も
子
綿
着
が
一
一
月
二
五
日
に
行
な
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
全
く
無
い
。

金
沢
氏
の
記
述
を
誤
記
と
判
断
で
き
な
か
っ
た
『
語
彙
』
は
、「
二
十
五
日
」
に
振
り
回
さ
れ
、
本
来
の
一
一
月
一
五
日
を
「
冬
至
の
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月
（
十
一
月
）」
と
苦
し
く
言
い
繕つ
く
ろう
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
旧
暦
（
一
一
月
）「
二
十
五
日
」
を
最
大
限
重
視
し
た
結
果
で
あ
る
が
、

冬
至
（
新
暦
一
二
月
二
二
日
頃
）
と
子
綿
着
は
元
来
無
関
係
で
あ
り
、
子
綿
着
の
解
釈
に
向
け
て
後
に
大
き
な
禍
根
を
残
す
事
に
な
る
。

こ
の
直
後
に
『
板
野
郡
誌
』
所
載
の
一
一
月
一
五
日
の
子
綿
着
の
記
事
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
冬
至
と
子
綿
着
の
関
連
性
を
示
唆
す

る
如
く
読
者
を
ミ
ス
リ
ー
ド
し
て
し
ま
う
。
当
時
こ
の
項
を
誰
が
執
筆
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
が
民
俗
学

研
究
に
お
け
る
基
礎
的
書
籍
で
あ
る
た
め
、
ワ
タ
ギ
の
項
の
前
半
部
分
は
即
刻
書
き
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
註
〕

①�

拙
著
『
松
浦
さ
よ
姫
伝
説
の
基
礎
的
研
究
─
古
代
・
中
世
・
近
世
編
─
』・『
松
浦
さ
よ
姫
伝
説
の
基
礎
的
研
究
─
近
・
現
代
編
─
』
二
〇
一

〇
年
、
岩
田
書
院
刊
。

②�

岡
正
雄
編
『
日
本
民
族
の
起
源
』、
一
九
五
八
年
一
月
刊
、
四
五
頁
。

③�

②
に
同
じ
、
二
三
二
～
二
三
五
頁
。

④�

岡
正
雄
稿
「
日
本
文
化
の
基
礎
構
造
」、『
日
本
民
俗
大
系
第
二
巻　

日
本
民
俗
学
の
歴
史
と
課
題
』
所
収
、
一
九
五
八
年
一
二
月
刊
、
一
一
頁
。

⑤�

岡
正
雄
著
『
異
人
そ
の
他
─
日
本
民
俗
文
化
の
原
流
と
日
本
国
家
の
形
成
─
』
所
収
、
一
九
七
九
年
刊
、
四
〇
頁
。

⑥�

西
郷
信
綱
稿
「
近
親
相
姦
の
神
話
─
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
物
語
を
め
ぐ
っ
て
─
」、『
展
望　

一
三
九
号
』
所
収
、
一
九
七
〇
年
刊
、
六

六
～
六
七
頁
。

⑦�

拙
稿
「
辻
占
と
夕ゆ
う

占け

の
文
化
史
─
櫛
鳴
ら
し
と
呪
歌
を
考
え
る
─
」、『
九
州
工
業
大
学
大
学
院
情
報
工
学
研
究
院
紀
要　

24
号
』
所
収
、
二

〇
一
一
年
二
月
刊
。

⑧�

大
粟
玲
造
稿
「
船
戸
神
に
つ
い
て
」、
神
山
町
成
人
大
学
講
座
編
『
神
山
の
お
ふ
な
と
さ
ん
』
所
収
、
一
九
七
九
年
一
一
月
刊
、
五
～
六
頁
。

⑨�

源
順
著
『
和
名
抄
』、
馬
渕
和
夫
著
『
倭
名
類
聚
鈔
古
写
本

声
点
本
本
文
お
よ
び
索
引
』
所
収
、
一
九
七
三
年
刊
、
二
七
二
頁
。

⑩�

『
国
史
大
系
第
八
巻　

本
朝
世
紀
』、
一
八
九
八
年
刊
、
一
五
頁
。

⑪�

『
国
史
大
系
第
四
巻　

日
本
三
代
実
録
』、
一
八
九
七
年
刊
、
三
六
七
頁
。

⑫�

全
国
神
社
名
鑑
刊
行
会
史
学
セ
ン
タ
ー
編
『
全
国
神
社
名
鑑　

下
巻
』、
一
九
七
七
年
刊
、
六
四
頁
。

⑬�

徳
島
県
神
社
庁
教
化
委
員
会
編
『
徳
島
県
神
社
誌
』、
一
九
八
一
年
刊
、
二
六
六
頁
。

⑭�

⑬
に
同
じ
、
一
九
〇
頁
。
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⑮�

佐
野
之
憲
編
、
笠
井
藍
水
翻
刻
『
阿
波
誌
』、
一
九
三
一
年
一
二
月
刊
、
八
六
頁
。

⑯�

⑮
に
同
じ
、
五
頁
。

⑰�

倉
野
憲
司
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
１　

古
事
記
・
祝
詞
』、
一
九
五
八
年
刊
、
五
九
頁
。

⑱�

坂
本
太
郎
他
三
名
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
六
七　

日
本
書
紀　

上
』
一
九
六
七
年
刊
、
五
五
八
頁
。

⑲�
⑮
に
同
じ
、
二
三
二
頁
。

⑳�
生
島
繁
高
著
『
忌
部
神
社
考
略
記
』、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
成
立
か
。
小
杉
榲
村
編
、
阿
波
研
究
叢
書
刊
行
会
刊
『
阿
波
国　

徴
古

雑
抄
続
篇
』
所
収
、
一
九
五
八
年
二
月
刊
、
一
八
七
頁
。

㉑�

⑳
に
同
じ
、
一
九
〇
頁
。

㉒�

栗
田
寛
著
『
神
祇
志
料　

下
巻
』、
一
八
七
三
年
刊
、
五
七
〇
頁
。

㉓�

吉
田
東
伍
著
『
大
日
本
地
名
辞
書　

第
三
巻　

中
国
・
四
国
』、
一
九
〇
〇
年
刊
、
六
二
一
頁
。

㉔�

徳
島
県
名
西
郡
役
所
編
『
名
西
郡
志
』、
一
九
一
六
年
刊
、
三
一
八
頁
。

㉕�

神
山
町
史
編
集
委
員
会
編
『
神
山
町
史　

上
巻
』、
二
〇
〇
五
年
刊
、
八
三
一
頁
。

㉖�

勝
浦
郡
教
育
会
編
『
勝
浦
郡
志
』、
一
九
二
三
年
刊
、
三
三
四
～
三
三
五
頁
。

㉗�

森
エ
イ
ノ
稿
「
お
ふ
な
と
さ
ん
調
べ
を
終
え
て
」、
神
山
町
成
人
大
学
講
座
編
『
神
山
の
お
ふ
な
と
さ
ん
』
所
収
、
一
九
七
九
年
一
一
月
刊
、

八
二
頁
。

㉘�

『
阿
波
国
高
河
原
村
風
俗
問
状
答
』、『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成　

第
九
巻　

風
俗
』
所
収
、
一
九
六
九
年
刊
、
八
一
九
頁
。

㉙�

三
木
寛
人
著
『
木
屋
平
村
史
』、
一
九
七
一
年
刊
、
一
〇
八
一
頁
。

㉚�

「
天
日
鷲
宮
略
縁
起
」、
池
上
徳
平
著
『
山
崎
ノ
史
蹟
ト
伝
説
』
所
収
、
一
九
三
三
年
一
月
序
文
、『
忌
部
神
社
正
蹟
考
』
所
収
、
二
〇
〇
八
年

九
月
刊
、
二
二
一
頁
。

㉛�

板
野
郡
教
育
会
編
『
板
野
郡
誌　

下
巻
』、
一
九
二
六
年
三
月
刊
、
一
四
七
七
頁
。

㉜�

㉚
に
同
じ
、
三
一
三
頁
。

㉝�

金
沢
治
稿
「
阿
波
北
方
年
中
行
事　
（
下
）」、『
郷
土
阿
波　

二
巻
三
号
』
所
収
、
一
九
三
六
年
一
一
月
刊
、
三
一
二
頁
。

㉞�

㉝
に
同
じ
。

㉟�

民
俗
学
研
究
所
編
『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』、
一
九
五
六
年
三
月
刊
、
一
七
四
六
～
一
七
四
七
頁
。


